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表紙写真　ヒメハギ（姫萩）（ヒメハギ科）

　ヒメハギと近い植物にイトヒメハギが中国大陸にあります。この根を遠志として漢方に使い
ます。ヒメハギの根にもサポニンなど類似成分が含まれています。アメリカに自生するセネガ
も近縁植物で鎮咳去痰薬として有名です。
　遠志は精神を安定させ不眠や動悸を鎮める帰脾湯という漢方処方に配剤されます。

写真解説：吉本　悟先生（安芸支部）　撮影場所：北広島町

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を使用しています。
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平成26年度
第１回 広島県地域包括ケア推進センター運営協議会

　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年４月10日（木）18:00～19:30
　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県健康福祉センター

会長　前田　泰則

　山口昇センター長より新年度に向けての課題と多職種
連協働による事業展開をお願いしたいという主旨のご挨
拶がありました。
　議事に関しては、平成25年度広島県地域包括ケア推進
センターの事業報告について、又平成26年度の事業計画
について以下の資料を参考に会議が進みました。

資料１　�平成25年度広島県地域包括ケア推進センター
（目的及び体制、組織図）

　　　　平成25年度各事業の実施報告
資料２　�多職種連携推進事業、チームケア推進モデル事

業の実施状況、地域包括ケア推進研修事業（専
門外研修）の実施状況、退院調整状況調査につ
いて

資料３　�在宅ケア推進事業、広島県における「地域ケア
会議」ガイドライン

資料４　�地域リハビリテーション推進事業、広島県地域
リハビリテーション広域支援センター一覧等

資料５　�看取り検討部会、特別養護老人ホーム「看取り
アンケート調査」の結果と考察

資料６　�専門相談・高齢者虐待関連研修・啓発事業
　　　　平成26年度各事業の実施計画
資料７　�平成26年度広島県地域包括ケア推進センター事

業実施計画
追加資料：市町の地域包括ケアの取り組みに対する広島

県による支援について

　様々な医療関連従事者による実体験、課題等が協議さ
れました。基本的には少子高齢化という現実を前にして、
今後の医療の在り方は、病院完結型から地域完結型への
移行に如何に対応するべきか？地域に密着して医療関係
者が多職種連携をより一層深めるとともに、机上の空論
に陥らないためにも、介護ロボットの活用や、介護支援
を必要としている現場の実情に合わない規制の緩和等々
の大胆な発想で事業展開させることです。

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成26年３月１日・２日実施）

正答は 100ページ
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平成26年度
第１回 新たな財政支援制度検討委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年４月18日（金）18:30～
　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：県庁・北館

　平成26年１月21日全国厚生労働関係部長局長会議で
「医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財
政支援制度」（平成26年度公費で904億円）が示されまし
た。
　新たな財政支援制度の対象事業（案）として
１　病床の機能分化・連携のために必要な事業
２　�在宅医療（歯科・薬局を含む）・介護サービスの充

実のために必要な事業
３　医療従事者等の確保・養成のための事業
　此のたびは、医療関連団体の関係する事業に対応し、
次年度は介護支援にも重点を置く。　

　いよいよ、薬剤師にも在宅への参加が制度的に促され
て広島県薬剤師会としましても支部薬剤師会との緊密な
連携のもとにその財政支援制度の検討に入りました。
　以下に案として、研修・支援センターの設置、在宅患
者の残薬確認に関する調査事業、HMネットの普及・促
進事業等を掲げて調整中です。

在宅医療を担う薬剤師・薬局の支援事業（案）
▪在宅支援薬剤師専門研修
　�　在宅医療に携わる専門的な薬剤師を養成するため、
疼痛緩和ケア、抗がん剤治療、無菌調整、残薬確認、
多職種連携等訪問薬剤管理指導に必要な知識・技能を
習得する専門研修を実施する。
　�　専門研修のカリキュラム策定と実施に当たっては、
医療・介護関係団体及び県内の薬系大学（広島大学薬
学部、福山大学薬学部、広島国際大学薬学部、安田女
子大学薬学部）と連携して体制を整備します。

▪在宅医療薬剤師支援センターの設置
　�　広島県薬剤師会及び地域の基幹薬局に「在宅医療薬
剤師支援センター」を設置する。
　�　広島県薬剤師会は、チーム医療及び在宅医療を推進
するため、医師、歯科医師、薬剤師など医療系職能組
織の拠点化を進め、多職種協働連携体制を強化すると
ともに、研修・研究機能の強化による医療スタッフの
専門性の向上を図る。

　�事業概要：広島県薬剤師会館の移転整備にともない医
療福祉ゾーンに多職種協働によるチーム医
療推進拠点整備及び在宅医療推進拠点整備
を目的として二葉の里地区医療・福祉ゾー
ンに多職種協働事業を実施する事業所を設
置する。

　�連携事業：広島県薬剤師会全支部連携による24時間体
制薬局の運営（広島県歯科医師会休日夜間
対応を含む）訪問介護支援事業、居宅介護
支援事業等の施設整備。

　　　　　　①�医薬品（無菌調整・医療用麻薬を含む）
や衛生材料・医療材料（医療機器）の供
給拠点

　　　　　　②�在宅訪問薬局に関する相談窓口業務
　　　　　　③�薬剤師による服薬管理研修会の開催
　　　　　　④�在宅支援モバイルファーマシーの導入
　　　　　　⑤�未就業薬剤師就労支援事業

在宅医療薬剤師支援センター設置場所
○�二葉の里医療・福祉ゾーン：広島県薬剤師会全支部連
携薬局（一般社団法人）

○�現行の支部会営薬局（広島支部、安芸支部、呉支部、
三原支部、福山支部）に在宅医療薬剤師支援センター
を設置

○�未設置地区（設置予定）：三次支部、西部地区、安佐支部、
東広島支部、尾道支部、竹原支部

▪�在宅患者の残薬確認に関する調査事業（広島県地域医
療対策協議会における医薬品の適正使用推進事業を基
盤とする）
　��在宅支援薬剤師による在宅患者の残薬確認調査と服薬
管理指導を行い、その結果を他の医療・介護関係者と
共有し、在宅患者の薬物療法の適正化を図る。

▪ｅ-お薬手帖・ＨＭネットの普及・促進事業

会長　前田　泰則
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平成26年度
第１回 日本薬剤師会薬事情報センター実務担当者等研修会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年４月25日（金） 10:00～16:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：東京・日本薬剤師会

　現在、日本薬剤師会（以下、「日薬」という。）では、
会員の医薬品情報（以下、「DI」という。）リテラシー
を向上するために、澤田康文日薬DI委員長を中心とし
て種々の事業を実施しています。その一つが薬事情報セ
ンターを活用した「モバイルDI室（動くDI室）」事業です。
本事業における薬事情報センターの役割は、ヒヤリ・ハッ
ト事例など医薬品市販後情報の収集・評価・提供と、会
員の医薬品情報関連の要望を収集し、会員のDIリテラ
シー向上に寄与することです。モバイルDI室について
は、ご周知のとおり、当県では既に会誌やホームページ
を通じて事例をご紹介させていただいています。本研修
会では、会員のDIリテラシー向上のために、今後、薬
事情報センターがどのように関わっていけばよいかにつ
いて、ワークショップを通して検討を行いました。

プログラム �（敬称略）

１．開会挨拶	 日薬副会長　土屋　文人

２．日薬及び薬剤師を取り巻く環境　
	 日薬会長　児玉　　孝

　３．「薬剤師法の任務条項」を責任を持って果たす
ために－縁の下の力持ちから、タグボート的働きへ－

	 日薬DI 委員会委員　大津　史子

　４．会員のDI リテラシー、薬剤師業務に必要なDI
の入手法、DI メールニュース・DI 提供サイト等
の利用状況の調査（医薬品情報へのアクセスに関
する実態調査）	日薬DI 委員会委員　新田　朋弘

５．�昼食

６．�ワークショップ
　　テーマ「�会員の医薬品情報リテラシー向上のた

めのプログラム作成！」

　　趣旨説明、オリエンテーション・作業説明
	 日薬DI 委員会委員長　澤田　康文

〈参加者〉���研修生（DI センター担当者）／チューター（大

学関係者）／サポーター（日薬DI 委員）

７．�閉会挨拶	 日薬常務理事　宮﨑　長一郎

　開会の挨拶に続き、まず、児玉孝日薬会長より、超少
子高齢化社会を目前にして現在進められている社会保障
制度改革の中で、薬局・薬剤師がいかに関わっていくか
について、厚生労働省関連事業及び法・制度等の改正を
中心に説明がありました。日薬では、今年６月末を目途
に、将来の薬局のあり方の指針となる「薬局グランドデ
ザイン2014」を示す予定とのことです。
　次に、大津史子日薬DI委員より、これからの薬事情
報センターのあるべき姿についてご講演をいただきまし
た。「薬剤師法に明記された薬剤師の任務は、憲法第25
条に基づき国の責務が付託されたもでのである。医療関
連法規で任務条項があるのは、医師法、歯科医師法、薬
剤師法のみで、３師は互いに独立した最高責任者である。
調剤は、薬剤師の専属的業務であり、患者に薬剤を交付
した後も、薬物療法の評価と問題を把握し、医師や患者
に情報提供することまでを含む。したがって、医薬品が
適正に使用されるためには、薬剤師が高いDIリテラシー
を持つことが重要であり、薬事情報センターは現状を脱
皮し、タグボート的な存在としてより積極的に活動する
ことが求められている。」と述べられました。
　続いて、新田朋弘日薬DI委員より、昨年日薬が実施
したアンケート結果に基づき、会員のDIリテラシーの
現状について紹介がありました。
　午後は、まず、澤田康文日薬DI委員長より、ワーク
ショップの趣旨・作業説明等があった後に、１グループ
７～８名、７班に分かれてワークショップを行いました。
「会員のDIリテラシー向上のために薬事情報センターに
どのような仕組を構築するか？実践するための具体的
ロードマップをどう設定するか？」について議論し、活
発な意見交換を行いました。最後に、各班の意見を紹介
し、全体討論を行い、閉会となりました。
　新たな薬事情報センターへの生まれ変わりを目指して
活発に動いていることをご報告致します。

※DIリテラシー�＝�知りたい医薬品情報にたどり着き、
� それを正しく有効に利用できる能力

薬事情報センター長　原田　修江
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核戦争防止国際医師会議（IPPNW）
日本支部理事会・総会・広島県支部総会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年４月26日（土）14:30～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島医師会館

　IPPNW日本支部（JPPNW）総会が柳田実郎国際副
評議員の司会で始まりました。平松恵一IPPNW日本支
部長の挨拶の後、議長の任に就き、各議案の承認が行わ
れ、全会一致で全議案が原案どおり可決されました。平
成26年度収支予算案においては、世界大会へ日本支部か
ら多くの人が参加できるよう最大限の予算を組んでいた
だきたいとの要望が出されました。
　第21回IPPNW世界大会（カザフスタン）の仮プログ
ラムについて柳田国際副評議員が、日本支部主催ワーク
ショップについて片岡勝子日本支部事務総長が、続いて
事務局から旅程案の説明がありました。
　長崎県支部、大阪府支部、岐阜県支部、学生・若手医
師部会からの近況報告の後、インドネシアから来日中の
イマデスバギアルタ東南アジア・太平洋地域学生代表が
地域の医学生の活動について発表しました。
　メキシコのナヤリットで開催された「第２回核兵器の

人道的影響に関する会議（メキシコ会議）」について、
朝長万左男IPPNW北アジア地域代表副会長から報告が
ありました。昨年２月にオスロで開催された第１回会議
では、ノルウェイ政府と日本の外務省から依頼されて原
爆の即時的影響についての発表でした。今回は長期的な
影響を中心に、更に仮想の現代都市に広島型原爆あるい
は１メガトンの水爆が落ちた場合の影響についての研究
発表でした。第１回オスロ会議と第２回メキシコ会議で
核兵器の非人道性に関する科学的検討はほぼ終了し、非
人道性のコンセンサスは確率されました。ここからいよ
いよ核兵器の非合法化、核兵器の禁止のための法的枠組
みの多国間協議のステップとなり、本年末ウイーンで開
催される第３回人道会議では、法的枠組みの協議開始、
核兵器保有国の参加が課題であると述べられました。
　以上で日本支部総会は終了しました。

　＜次　　第＞
１．開　会
２．日本支部長挨拶
３．議長選出
４．議　案
　　　　　第１号議案　平成 24年度（2012年度）収支決算書の件
　　　　　第２号議案　平成 25年度（2013年度）事業報告の件
　　　　　第３号議案　平成 26年度（2014年度）事業計画案の件
　　　　　第４号議案　平成 26年度（2014年度）収支予算案の件
５．その他
　　⑴　平成 26年度役員人事の件
　　⑵　第 21回 IPPNW世界大会（カザフスタン）について
　　　・プログラムについて（柳田）
　　　・ワークショップ・企画展などについて（片岡）
　　　・旅程案について
　　　・その他
　　⑶　各支部および学生・若手医師部会からの近況報告
　　⑷　その他
６．メキシコ会議報告　朝長万左男（IPPNW北アジア地域代表副会長）
７．閉　会

常務理事　中川　潤子
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日本薬剤師会
平成26年度 一般用医薬品担当者全国会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年５月12日（月）13:30～16:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：東京・航空会館

　平成25年12月13日に「薬事法及び薬剤師法の一部を改
正する法律」が公布され、指定薬物に関する規制の見直
しについては４月１日、医薬品の販売業等に関する規制
の見直しについては６月12日から施行となります。　ま
た、「薬事法施行令の一部を改正する政令」及び「薬事
法施行規則等の一部を改正する省令」がそれぞれ平成26
年２月５日及び平成26年２月10日に公布され、平成26年
６月12日から施行となります。
　今回の改正では、医薬品の販売制度が見直され、適切
なルールの下で一般用医薬品のすべてがインターネット
販売等（特定販売）を行うことが可能となりました。ま
た、医療用医薬品から一般用医薬品にスイッチされて間
もない医薬品（スイッチ直後品目）や劇薬である一般用
医薬品については、他の一般用医薬品とは性質が異なる
ため「要指導医薬品」に区分し、薬剤師による対面販売
が義務づけられました。
　以上の他、医薬品の販売方法、情報提供の方法、販売
時の記録等が販売者に義務づけられるなど、多岐にわた
る改正となっております。これらに関する情報が下記リ
ンクに掲載されていますので、ご参照ください。（厚生
労働省HP）

施行に伴い必要となる手続きについて
（１）改正法等施行の際（平成26年６月12日）、現に要指

導医薬品の販売・授与を行っている薬局・店舗販売
業・旧薬種商販売業の方は要指導医薬品の販売・授与
を行っている旨を、施行日から30日以内に、最寄りの
保健所まで届け出てください。

（2）�改正法等施行の際、現に特定販売を行っている薬
局・店舗販売業・旧薬種商販売業の方は以下の事項に
ついて、施行日以降直ちに、最寄りの保健所まで届け
出てください。

　•特定販売を行う時間・営業時間のうち特定販売のみ
を行う時間

　•特定販売の広告に申請書に記載した薬局・店舗の名
称と異なる名称を表示する場合は、その名称�

　•特定販売のみを行う時間がある場合は、都道府県知
事等による適切な監督に必要な設備の概要

　なお、特定販売のみを行う時間がある場合の都道府
県知事等による適切な監督を行うために必要な設備は
以下のとおりとします。
•画像を撮影するためのデジタルカメラ
•撮影した画像を電子メールで送信するためのパソコン
•店舗に固定された電話機

（３）改正法施行日以降、最初の許可更新を行う方は以
下の事項に関する書類を、更新申請書に添付してくだ
さい。　

　〈薬局・店舗販売業・旧薬種商販売業〉　　　
•販売する医薬品の区分
•相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

　•特定販売を行う場合は、特定販売を行う医薬品の区
分及び主たるホームページの構成の概要（カタログ
等を用いて広告するときはその概要）

　〈新配置販売業〉　　　
•販売する医薬品の区分
•相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

　届出様式は（１）、（２）、（３）共通です。以下の様式
の該当する事項の欄に記入して、提出してください。
　なお、卸売販売業の方は以下の事項を更新申請書の備
考欄に記入してください。
　〈卸売販売業〉　　　
　•相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

改正法施行後の留意事項について
（１）変更届について

　変更届の提出が必要となる変更事項が追加され、ま
た、変更する事項によって、｢事前の届出」と ｢変更
後30日以内の届出」に分かれます。
　今回の改正で追加・変更になった部分は以下のとお
りです。

（ａ）事前に届出が必要な事項
　〈薬局・店舗販売業〉　　　
　•薬局・店舗の名称
　•相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
　•特定販売の有無
　•特定販売に関する事項（主たるホームページの構成

の概要を除く。）

副会長　大塚　幸三
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※広島県における薬事法改正に係る対応について
　�　今回の法改正により、広島県内では現に許可を取得している薬局、店舗販売業及び旧薬種商販売業について
は、上記の届出を法改正施行日の６月12日までに提出することとされています。提出されていない薬局等に
おかれましては、速やかな提出をお願いします。提出については、「行政だより」のページの「医薬品販売制
度に係る薬事法改正に伴う事前届について」を御確認ください。また、詳細は最寄りの保健所にお問い合わせ
ください。

　〈旧薬種商販売業〉　　　
　•相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
　•特定販売の有無
　•特定販売に関する事項（主たるホームページの構成

の概要を除く。）
（ｂ）変更後30日以内に届出が必要な事項
　〈薬局・店舗販売業・旧薬種商販売業〉　　　
　•販売する医薬品の区分
　〈新配置販売業〉　　　
　•販売する医薬品の区分

　•相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
　〈卸売販売業〉　　　
　•相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
（２）新規許可申請について
　〈薬局・店舗販売業〉
　今回の法改正により、業務体制の概要や特定販売に
関する事項などが新たに申請事項（添付書類）に加わ
り、申請書の様式が変更されています。詳細は最寄の
保健所にお問い合わせください。

平成26年度 広島県薬物乱用対策本部幹事会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年６月18日（水）13:30～
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：県庁６階

　中四国厚生局麻薬取締部、県教育委員会、県警、県立
総合保健福祉センターより活動状況の報告があり、続い
て26年度推進要綱（案）が了承されました。
　その中で特に留意すべき点は
　①合法ハーブ等と称して販売される薬物等、新たな乱

用薬物への対応
　②薬物の再乱用防止対策の強化
　③国際的な連携・協力の推進
があげられました。
　薬剤師会としては薬事衛生指導員、学校薬剤師を中心
に店頭でも防止活動を推進するよう心掛けてください。

副会長　大塚　幸三

NO！NO！薬物乱用薬物乱用
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日本薬剤師会
平成26年度 第１回都道府県薬会長協議会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年５月14日（水）13:00～16:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：東京・日本薬剤師会

　児玉日薬会長の元気な挨拶にはじまり、座長に山崎太
岐阜県薬会長が選出されました。
　会務報告、日薬を巡る最近の動きについて寺山専務理
事より説明を受けました。

報告事項
　平成26年４月21日第74回社会保障審議会医療保険部会
において、「プログラム法」（医療保険制度関係）の実施
スケジュールが資料として配布されました。

１．�医療保険制度の財政基盤の安定化について
　イ　�（国保）に対する財政支援の拡充、ロ、国保の保

険者、運営等の在り方に関し、国保の保険料の適
正化…………平成27年法案提出

２．医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の
確保について

　イ　�国保の保険料及び後期高齢者医療の保険料に係る
低所得者の負担の軽減。

　ロ�　�同じく、後期高齢者支援金の額の全てを標準報酬
総額に応じた負担とすること。

　ハ　�被保険者の所得水準の高い国保組合に対する国庫
補助の見直し。等々

３．医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正
化等について

　イ　�高額療養費の見直し
　ロ　�医療提供施設相互間の機能の分担を推進する観点

から外来に関する給付の見直し及び在宅療養との
公平を確保する観点からの入院に関する給付の見
直し。…………平成27年法案提出

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた
めの関係法律の整備等に関する法律案の概要
１．新たな基金の創設と医療・介護の連携強化（地域介

護施設整備促進法等関係）
２．地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確

保（医療法関係）
３．地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化（介

護保険法関係）
４．その他　

保険者協議会に関する改正事項
　都道府県が医療計画を策定する際には保険者協議会の
意見を聴くこととする。

協議事項
１．改正薬事法への対応の件
２．平成27年度予算・税制改正要望事項の件
３．医療提供体制の改革のための新たな財政支援制度に

関する件
４．薬局・薬剤師の在り方等に関する件
　（１）薬局等における簡易検査の件
　（２）�各種厚生労働省事業と法制度改正の関連性及び��

都道府県薬剤師会・地域薬剤師会への伝達の件
　（３）�「薬局グランドデザイン2014」（仮称）策定の件
　�
　協議に付された内容が、それぞれ今後の開局薬剤師に
とってハードルの高い事象であるばかりか、方向付けの
羅針盤とも成り得る案件であって、次期執行体制にどの
ように受け継がれるのか皆目見当がつかない。

会長　前田　泰則
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第58回 広島県病院薬剤師会総会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年５月17日（土）14:00～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：エソール広島

　広島県病院薬剤師会木平健治会長のご挨拶には、今年
の秋の日本薬学会、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会の
中国・四国支部学術大会の開催に触れられていました。
　今年は広島県での開催という事で、木平会長はもう一
期続投という発言をされました。
　中国・四国８県の持ち回りでの開催とお聞きしていま
すので、任期半ばでの退席は責任を果たしたことにはな
らないと強く決心されたことと思います。
　以前にも触れましたが、３団体がタッグを組んで学術
大会を開催できますのも、他団体との連携をうまく整え
られた木平会長の実績に他なりません。

　学術論文の審査、評価、表彰等々の一連の事業内容を
卒なくこなされている様は、われわれ開局薬剤師の範と
すべき多くの課題を連想させます。
　開局薬剤師には、薬局等における簡易検査、フィジカ
ルアセスメント等々の課題があり、病院薬剤師には病棟
業務の中で専門性を生かせる薬剤師の対応が必要とされ
ます。
　今後も相互に連携を深めて、近い将来、薬剤師会館が
二葉の里への移転の際は是非同じ屋根の下で事業連携し
たいものです。

会長　前田　泰則

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成26年３月１日・２日実施）

正答は 100ページ
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子育て応援団すこやか2014

　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年5月24日（土）・25日（日）10:00～16:00
　　　　　　　　　　　　場　所：広島グリーンアリーナ

　「子育て応援団すこやか2014」が開催され、私は24日
（土）に参加させていただきました。　
　薬剤師会のブースでは、例年通りお菓子を薬に見立て
分包機を使用しての調剤体験、子供に白衣を着せての記
念撮影、お薬相談を行いました。薬剤師会のブースが例
年と違う場所に移動したせいか、イベント開始時刻すぐ
には人の集まりがなかなかありませんでしたが、しかし、
そこは慣れたもので女性薬剤師会の先生方がブースの前
を通られるお父さん、お母さん方に笑顔で、明るく気さ
くに声を掛けられ、30分もしないうちに例年通り多くの
方に並んでいただけました。
　私が参加した24日だけでも280名ぐらいの方に記念撮
影をしていただきました。さすがに12時と14時の「それ
いけ！アンパンマンショー」の時間帯にはあまり人は来
られませんでしたが、それ以外の時間はお待ちいただく
ほどの盛況ぶりでした。
　子供の調剤体験を見ながら「こうやっていつも薬を
作っているんですね」とお母さん方にも興味を持ってい
ただけたり、白衣を着た子供に「将来立派な薬剤師になっ

てね」と言ってるお父さんや、一緒に来ていたおじいちゃ
ん、おばあちゃんも喜んで一生懸命に携帯のカメラで撮
影をしていたりと、見ているこちらも思わず笑顔になる
ようなイベントでした。
　また、私の方も大変嬉しいことがあり、以前うちの薬
局で頑張っていてくれたスタッフが、たまたま薬剤師会
のブースを訪れ久しぶりの再会をすることができまし
た。そして「もうすぐ２人目が産まれるんですよ」と素
敵な報告をしてくれました。
　そして、薬局実務実習中の安田女子大学の薬学生ボラ
ンティアのみなさんも絶えず笑顔でイベントに参加し頑
張ってくれていました。薬局内で病気の患者さんに接す
るだけでなく、薬剤師綱領に謳われているように「薬剤
師は広く薬事衛生をつかさどる専門職としてその職能を
発揮し、国民の健康増進に寄与する社会的責務を担う」
職業であるということを、このような楽しいイベントを
通じて地域の多くの人と触れ合い、体感していただく良
い機会になったのではないかと思います。

青年薬剤師会　竹本　貴明
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ピンクリボンdeカープ in 広島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年５月25日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：マツダスタジアム

　「ピンクリボンdeカープ�in�広島」対西武ライオンズ
戦が開かれました。交流戦で12球団では唯一白星がな
かった広島東洋カープが５試合目で勝利を手にした記念
すべき試合。ピンクのテント、ピンクリボンの旗、ピン
クのTシャツを着た393人のボランティア、球場全体が
赤とピンクのコラボでした。選手もサインで応援してく
れました。

　午後１時。３時の開門というのに、熱心なファンはす
でに球場入口付近に集まっていました。そしてまだ準備
が整っていないうちに「コラボバッチ」を求めて来られ
ました。今年は広島で乳がん学会が開催されるとのこと
で広島大学病院乳腺外科と広島東洋カープがコラボして
デザインしたというカープピンクリボンバッチを提供し
ていただきました。テレビと新聞で紹介されていたらし
く、ピンクテントの前にも行列ができました。マスコミ
の影響はすごい！

　午後６時、試合開始になりグランドでは感動的な始球
式がありました。

　入口付近の観客も急ぎ足となりグッズ販売の役目も終
了しました。今年は広島大学の学生さんがピンクテント
のボランティアとして参加されました。ピンクリボン活
動は乳がん検診率の向上を目的として声をあげ、それを
継続していくことの大切さを説明したら、「今年は授業
の一環として参加しましたが、とても有意義なことと感
じました。今後も個人でこの活動に参加したくなりまし
た。」と言われました。期待しています。

常務理事　松村　智子
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平成26年度 地域在宅緩和ケア推進協議会 第１回会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年５月30日（金）19:00～20:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：県立広島病院

　本家委員長の開会挨拶の後、今年度から新たに三次中
央病院の佐伯先生と安佐市民病院の日笠先生が委員とし
て参加され、また、広島県がん対策課長と緩和ケア支援
室長が人事異動で新しく変わったこともあり自己紹介か
ら会議は、始まりました。

報告事項
（１）平成26年度地域在宅緩和ケア推進モデル事業につ

いて
　�　服部がん対策課専門員よりモデル地区にコーディ
ネーターを配置し、コーディネーターのあり方、資
源マップの作成等、全県で提供体制の充実・強化を
図っていると報告がありました。

（２）地域包括ケアの取組状況（広島県　高齢者支援課）
　�　今井高齢者支援課主査より目標値は、平成29年度
に中学校区の125の日常生活圏域で、今年度末に23
市町で地域包括ケアが実施できていることを目標と
している。地域包括ケアロードマップ策定支援事業
は、各市町において、具体的にロードマップ（行動
計画）を策定、市町ごとに個別の支援を行っていく
ことになっていると報告がありました。

協議事項
（１）在宅緩和ケアコーディネーターの配置と活動につ

いて
　�　今年度は、５地区（広島西、広島中央、広島、備北、
未定）で行う予定で配置のあり方、活動のあり方に
ついて協議しました。またモデル地区での活動を検
証し全県でのコーディネーター配置のあり方などの
制度設計を検討していくことになりました。

（２）資源マップの共通モデルについて
　�　千葉県在宅ネットワーク在宅医療・介護資源マッ
プ（Web版）を実際に見た後、将来的にこのような
形が良いのではないかなどを協議しました。今後、
資源マップの共通モデル項目について検討するこ
と、マップについて①媒体を冊子かインターネット
にするか、②データの更新や手続き方法、③公開範
囲は県民全般か医療従事者について委員から意見を
求めることになりました。

（３）地域連携パス等について
　�　地域連携パスや手帳のあり方については引き続き
検討することになりました。

連絡事項
⃝県民対象の在宅緩和ケア講演会：９月20日（土）　
⃝�緩和ケアに携わるケアチーム・関係者研修会：11月22
日（土）

情報提供
　広島県薬剤師会で作成した在宅患者さんの療養のため
に、高カロリー輸液製剤、抗がん剤の混合や医療用麻薬
注射剤の無菌調剤（モルヒネ注シリンジへの充填、バルー
ン式持続皮下注入器への充填）を実施するなどの無菌製
剤（注射剤）が調剤可能な薬局のリストが広島がんネッ
トのホームページに掲載されることが紹介されました。

　最後に本家委員長より「幅広くまだ課題があるが、今
後、様々なところで協議していただきたい。緩和ケアは、
地域と拠点病院が深く連携している。モデルの地域につ
いては実践して、次回の会議では成果を御報告していた
だきたい。」と閉会の挨拶がありました。

常務理事　青野　拓郎
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日本薬剤師会
平成26年度 薬局実務実習担当者全国会議

　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年６月１日（日）13:00～16:40
　　　　　　　　　　　　場　所：東京・日本薬剤師会
　　　　　　　　　　　　参加者：都道府県薬剤師会薬局実務実習担当役員各２人
　　　　　　　　　　　　　　　　及び日本薬剤師会薬学教育委員会委員、担当役員
　　　　　　　　　　　　　　　　（広島県からは青野・谷川各常務理事兼受け入れ実行委員が出席）

　この日は、全国的にも好天で暑い一日であった。
　会議は、定刻に笠井日薬理事の司会により始まった。
　開催の挨拶では、児玉日薬会長より会議の内容につい
ての説明と薬学教育６年制への改革の流れと日薬の取り
組み（思い入れ）についてなど、少し長めの挨拶があった。
　続いて、「薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂
について」をテーマとした講演に入り、まず丸岡専門官
より「コアカリキュラム改訂の背景・経緯等について」（配
布資料１）に説明があった。現在、薬学系大学は全国に
73大学74学部（国立14大学・公立３大学・私立57大学）
があること、薬学修業年限延長議論とモデル・コアカリ
キュラムを作成について新薬剤師養成問題懇談会（六者
懇）で議論されたこと、コアカリ作成後10年が経過し、
６年制教育への時代のニーズに合わせた改訂についての
検討の経緯について、今後のスケジュールとして新カリ
キュラムの適応は平成27年度入学生より適用され平成31
年度に改訂コアカリに基づく実務実習が始まることにつ

いて、薬学実務実習に関する連絡会議を設置し改訂コア
カリに基づく薬学実務実習の在り方・実習の枠組みとし
て４期制への移行・実習施設の確保、室の向上など検討
中の課題についての講演があった。
　次に、木内先生より「薬学教育モデル・コアカリキュ
ラム改訂と学習成果基盤型教育」（配布資料２）につい
て説明があった。現在の実務実習を振り返ることから始
まり、医療人教育カリキュラムの改革では医学部や歯学
部に比べて薬学部の臨床実習が少ないこと、参加型実
務実習とはどうあるべきか、近年の医療の変化とニーズ
の中で薬剤師への新たな期待はどんなものか、学習成果
基盤型教育(Outcome-based-Education:OBE)につい
て、薬剤師として求められる基本的な資質とは薬の専門
家としての薬剤師ではなく医療の担い手としての心構え
を持った薬剤師が求められていること、薬物療法につい
ても主体的に計画、実施、評価し実践的な能力を有する
薬剤師を育成すること。新コア・カリキュラムの中で医

常務理事　谷川　正之

　＜次　　第＞
� 司会：日本薬剤師会理事　笠井　秀一
１．開会の挨拶� 日本薬剤師会会長　児玉　　孝
２．講演「薬学教育モデル・コアカリキュラムの改訂について」
　１）「コアカリキュラム改訂の背景・経緯等について」
� 文部科学省高等教育局医学教育課薬学教育専門官　丸岡　　充
　２）「薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂と学習成果基盤型教育 (Outcome-based-education)」
� 昭和大学薬学部教授　木内　祐二
　　　（日本薬学会薬学教育モデル・コアカリキュラムおよび実務実習モデル・コアカリキュラムの改訂に関する

　　��調査研究委員会内、モデル・コアカリキュラム改訂に関する調査研究チーム委員）
　３）「改訂カリキュラムにおける薬局実務実習で求められる望ましい実習のあり方」
� 日本薬剤師会常務理事　永田　泰造
　４）�「薬学教育モデル・コアカリキュラム改訂に係る受入薬局アンケート結果について」
� 日本薬剤師会薬学教育委員会委員長　大原　　整
３．質疑応答
４．厚生労働省挨拶� 厚生労働省医薬食品局総務課医薬情報室長　中井　清人
５．閉会の挨拶� 日本薬剤師会副会長　生出泉太郎
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療薬学（Ｅ）の改訂としては、コアとして必要なものに
整理しつつも医療の進歩を反映し重要なものは追加し、
Ｅ１「薬の作用と体の変化」（２）身体の病的変化を知
るでは、多くの症候・病態について生じる原因とそれら
を伴う代表的疾患を挙げ患者情報をもとに疾患を推測で
きるとある。また、薬学臨床（Ｆ）では「薬剤師として
求められる基本的な資質」について実習を通して10年後
の薬剤師業務、医療に必要な基本的能力を身に付けると
あり、入学後早期から卒業までに継続して習得している
べき内容であり、代表的な８疾患（がん、高血圧、糖尿
病、心疾患、脳血管障害、精神神経疾患、免疫・アレル
ギー疾患、感染症）については、継続的に広く関わるこ
ととあり、広範囲にわたり新しい内容がいくつもでてき
た講演であった。
　休憩をはさんで、永田常務理事より「改訂カリキュラ
ムにおける薬局実務実習で求められる望ましい実習のあ
り方」（配布資料３）と題して、６年制課程を卒業した
薬剤師及び実務実習指導薬剤師へのアンケート（平成25
年度文部科学省：大学における医療人養成推進等委託事
業、薬学教育の現状と課題に関する調査研究）内容につ
いて、アンケート調査結果の一部が報告された。また、
認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領（日本薬剤師
研修センター、平成26年５月20日施行版：配付資料５）
に基づいて、新規申請・更新申請についての概略説明が
あり、詳細については後日公表されるとのことであった。

　続いて、大原委員長より「薬学教育モデル・コアカリ
キュラム改訂に係る受入薬局アンケート結果について」
（配布資料４）の報告があった。このアンケート調査は、
「薬学教育モデル・コアカリキュラム」が約10年ぶりに
改訂されたことから、６年制の実務実習となってから今
まで（平成22年～平成25年12月まで）の実習を振り返る
とともに、新モデル・コアカリキュラムの薬局実習にお
ける「セルフメディケーション」及び「在宅医療」に関
する２点について、現状を把握、今後の受入体制整備の
検討及び必要とされる指導薬剤師用教材の作成に役立て
ることを目的として、平成26年１月24日（金）から２月
17日（月）の期間に実施された。調査対象は平成25年度
に薬局実務実習の受入可能薬局として都道府県薬剤師会
に登録された7,715件であり、そのうち3,693件（内広島
県95薬局）であった。今後、全国値と広島県の比較検討
を行いたいと考える。
　二度目の休憩の後、質疑応答に入り福井県や兵庫県な
どから質問があった。
　次に、中井室長より行政が提案している地域包括ケア
のあるべき姿に薬局（薬剤師）がファーストアクセス（相
談）・在宅医療・OTC等を頑張って欲しいと期待する挨
拶があった。
　最後に、生出副会長の閉会の挨拶で会議は終了した。

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成26年３月１日・２日実施）

正答は 100ページ



15広島県薬剤師会誌　2014 Vol.39 No.4

日本薬剤師会代議員中国ブロック会議

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年６月７日（土）・８日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：岡山プラザホテル

　第83回日本薬剤師会定時総会へむけて標記の会議が岡
山県でありました。ブロック世話人の小林健治鳥取県薬
剤師会会長の開会挨拶で会議が始まり、議事に入る前に
豊見雅文日本薬剤師会理事より日本薬剤師会状況報告が
ありました。
　村上信行日薬代議員会議事運営委員より定時総会の議
席、総会までのスケジュール、総会議事進行予定等につ
いて説明がありました。
　決算委員会委員の選出について協議し山口県より西村
正広日薬代議員、広島県より私が選出されました。
　次に中国ブロックの代表質問者について協議し岡山県
の小笠原加代日薬代議員に決まり、質問内容について協
議し
１．質問の回答責任
　�　今回の代議員質問の回答は現執行部からなされます
が、次期執行部が今回の回答に対して責任をもって対
応して頂けるのでしょうか。
２．向精神薬について
　�　広域病院の長期処方にともなう向精神薬の不適切処
方例（倍量処方、定期処方+頓服処方）が散見されま
す。いっそ「要分割調剤薬」として処方されれば、「苦
渋の調剤」がなくなり、地元かかりつけ薬局の利用が
促進され、「残薬確認」「面分業」「薬剤師職能」など
に有用と思われますが、日本薬剤師会としてどのよう
にお考えでしょうか。
　�　この他に次の19項目について質問することに決まり
ました。

３．ポイントについて
４．今後について
５．検体測定室について
６．役員決定のプロセスについて
７．お薬手帳について
８．ヨヤクスリに代わる日薬版創設サービスの作成につ

いて
９．日本薬剤師会会員証の活用方法について
10．医薬分業の完成について
11．日薬と日学薬の一体化について
12．薬剤師需給問題
13．日本薬剤師会員増員について
14．JPALSの運営・普及について
15．薬事法等の一部改正について
16．学術大会抄録集および日薬雑誌の電子媒体のお願い
17．薬剤師フィジカルアセスメントについて
18．災害薬事コーディネーターについて
19．自動車（任意）保険請求について
20．薬局の名称について
21．在宅自己注射に使用する特定保健医療材料の処方箋

発行について

　次に議事運営委員会委員の推薦について協議し前田泰
則日薬代議員を推薦することとなりました。
　続いてブロック世話人の推薦について協議し前田泰則
広島県薬剤師会会長を推薦することとなりました。
　最後に次回のブロック会議の開催県を広島県とするこ
とに決まり全部の議事が終わりました。

日本薬剤師会代議員　青野　拓郎
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日本薬剤師会
全国災害対策担当者会議（第２回）

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年６月８日（日）12:15～16:30
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：東京・日本薬剤師会

　上記の次第に沿って進行した。

２．について
　安定ヨウ素剤の各戸事前配布のための方策として、住
民への適切な配布方法、配布対象、配布数、服用指導と
副作用対策、経費負担、補充体制について検討され、平
成24年10月31日に原子力災害対策指針が制定され、平成
25年９月５日に全部改定があり、緊急事態における原子
力施設周辺の住民等に対する放射線の影響を最小限に抑
える防護措置を確実なものにするための、対策の一つと
してヨウ素剤の予防服用の体制について説明があった。
内容としては、放射性ヨウ素は体内に取り込まれると、
甲状腺に集積し、数年～十数年後に甲状腺がん等を発生
させる可能性があり、このような内部被ばくは安定ヨウ
素剤をあらかじめ服用することで低減することが可能で
あり、準備しておく必要があること。安定ヨウ素剤の服
用は、その効果が服用の時期に大きく左右されること、
また、副作用の可能性もあることから、医療関係者の指
示を尊重して合理的かつ効果的な防護措置として実施す
べきであること。
　原子力災害対策重点区域のうちPAZ（原子力施設か

ら概ね５㎞以内）においては、平時から地方公共団体が
事前に住民に対し安定ヨウ素剤を配布することができる
体制を整備する必要がある。地方公共団体は安定ヨウ素
剤の購入、管理を行い、事前配布のために原則として住
民への説明会を開催する。説明会においては、原則とし
て医師により、安定ヨウ素剤の配布目的、予防効果、服
用指示の手順とその連絡方法、配布後の保管方法、服用
時期、禁忌者やアレルギーを有する者に生じる健康被害、
副作用、過剰服用による影響等の留意点を説明し、それ
らを記載した説明書と共に安定ヨウ素剤を配布する。
　また、配布等を円滑に行うために、説明会を開催する
必要があり、説明会において、薬剤師に医師を補助等さ
せることができる。（多くの住民に対して説明を行う必
要があり、安定ヨウ素剤のような薬剤に関する事項につ
いて、薬剤師が説明を行う等、薬剤師に医師を補助する
協力を求めることも有効である。）
　PAZ外においては、地方公共団体が緊急時に備え安
定ヨウ素剤を購入し、避難の際に学校や公民館等で配布
する等の配布手続きを定め、適切な場所に備蓄する。安
定ヨウ素剤の配布・服用は、原則として医師が関与して
行うべきであるが、時間的制約等のため必ずしも医師が

副会長　野村　祐仁

　＜次　　第＞

１．会開挨拶� 日本薬剤師会副会長　生出泉太郎
２．安定ヨウ素剤の事前配布について� 原子力規制庁放射線防護対策部��������　　　　　　　　　　

� 原子力防災政策課企画官（被ばく医療担当）　鈴木　健彦
３．日本薬剤師会新型インフルエンザ等対策業務継続計画について
� 日本薬剤師会専務理事　寺山　善彦
４．日本薬剤師会災害対策 BCP（業務継続計画）解説
� 日本薬剤師会常務理事　永田　泰造
� 日本薬剤師会災害対策委員会委員長　大澤　泰輔
� 日本薬剤師会災害対策委員会副委員長　丹野　佳郎
� 日本薬剤師会災害対策委員会委員　髙野　　真
５．SGD（スモールグループディスカッション）検討テーマ　８課題
６．総括� 日本薬剤師会常務理事　永田　泰造
７．閉会挨拶� 日本薬剤師会常務理事　永田　泰造
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関与できない場合には、薬剤師の協力を求める等、状況
に応じて適切な方法により配布・服用を行う。
　安定ヨウ素剤を配布するまでの流れ及び関係者の役割
について説明があり、薬剤師は服用薬との相互作用の有
無やアレルギー歴等をチェックし、「服用不適」や「慎
重投与」を判断し、チェックシート等を作成・利用し医
師へ相談、助言等を行うことが話された。
　３．の中で安定ヨウ素剤を配布について50㎎丸しかな
い時に乳幼児への投与は、原末を使うなど薬剤師であれ
ば簡単に対応できることもあり、医師会と事前に連携を
取っておく必要性があることの話があった。

３．について
　（公社）日本薬剤師会は、新型インフルエンザ等対策
特別措置法（Ｈ25.5.11）に基づく「指定公共機関」に
指定され、その業務について新型インフルエンザ等対策
を実施する責務を有し、業務計画の作成が義務付けられ
ている。
　基本方針として感染の拡大を可能な限り抑制し、国民
の生命及び健康を保護するため、並びに国民経済に及ぼ
す影響が最少となるよう、国、地域公共団体、指定公共
機関及び都道府県薬剤師会等と相互に連携を図りなが
ら、日薬における適切な業務の機能が維持できるように
すること。被害の想定を行い、発生段階（海外発生期→
国内発生期→国内感染期→小康期）の分類と対応につい
ての説明があり、危機管理体制として対策会議、対策本
部を設置すること。そこで、情報収集を発生前（未発生
期）、発生期（海外発生期以降）の段階に分けて行い情
報提供も同時に行う。
　発生段階に応じた継続業務の判断基準の作成、備品の
整備と管理、対応検討事項の検討、関係機関との連携に
つて説明があった。次に実際の発生段階ごとの対応につ
いて、新型インフルエンザ等発生時における主な対策一
覧等で説明があり、教育・訓練を行い、訓練等の実施結
果や、新たな情報等を踏まえ、計画の見直しをしていく
ものとする旨の話があった。

４．について
　新型インフルエンザ等に関するBCP（業務継続計画）
については発信済みであり、都道府県薬剤師での作成に

おいて参考にして早期に作成してほしいと要望があっ
た。
　新型インフルエンザと震災等では、発生時期、発生地
域、被害対象が違い、「大規模地震（BCP大規模地震編）」、
「大規模水害、台風被害（BCP風水害編）」、「原子力事
故（BCP原子力災害編）」、「新型インフルエンザ等重大
感染症（BCP防疫対策編）」というそれぞれの災害に応
じたBCPの作成が必要であることの話があった。
　「業務継続計画（BCP）作成の手引き」の内容につい
て、災害発生時に自分が何をしたらいいのか？何を優先
するのか？を把握しておく必要があること等の説明があ
り、「薬剤師のための災害対策マニュアル」も参考にして、
まず、各都道府県薬剤師会の業務継続計画（BCP）<震
災対策編>を作成してもらいたいとの要望があった。

５．について
　役員チーム６班と事務局チーム６班に分かれ課題が与
えられそれについてディスカッションを行った。
課題１（役員）あなたは自分の仕事場にいます。まず何

をしますか？（発災から１時間）
課題１（事務局）あなたは県薬会館にいます。まず何を

しますか？（発災から１時間）
課題２（役員）災害担当役員のあなたは薬剤師会館に着

きました。何をしますか？
課題２（事務局）災害担当役員も薬剤師会館に着きまし

た。何をしますか？
……課題８まであり、課題ごとのディスカッション後に
解説があった。
　このSGDでの各グループ構成が、近隣の都道府県の
役員、事務局員となっており、この機会を通じて近隣都
道府県との連携を取りやすくするということ、役員と事
務局の役割分担と双方連携の重要性を確認する意図もあ
り、このSGDを通しCPを作成しておくことの重要性が
よくわかった。
　災害はいつ発生するかわからず、事前の準備として、
BCPの作成が非常に重要であり、各災害に応じた広島
県薬剤師会版BCPを早期に作成しなければならいと考
え、また、各支部においても、その支部に応じたBCP
が必要であると思う。
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平成26年度 保険医療機関等（薬局）指導打合せ会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年６月９日（月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師會館

副会長　村上　信行

　例年は５月中の開催が多いのですが、多くの団体が６月役員改選時期で、厚生局として躊躇されていたようです。
日程的には６月末からの新規指導を予定されていましたので、改選があろうとも「組織対組織」として責任ある対応
を旨にぎりぎりの開催となりました。厚生局からは指導監査課の竹本課長・山田保険指導薬剤師・河野課長補佐、井
田医療指導監視監査官、細野医療事務専門官の５名。広島県健康福祉局医療保険課から舛広参事と森広専任主査の２
名。県薬からは前田会長、豊見専務理事、野村副会長、大塚副会長、渡邊副会長、青野常務理事、石原事務局長と私
の８名の出席でした。竹本課長と細野医療事務専門官、舛広参事の３名が新任で、名刺交換されました。会議は通例
通り、平成12年に発令され平成20年に一部改正された「指導大綱」に沿って実施される「集団指導」「集団的個別指導」
「個別指導」について下記計画が資料として提出されました。

【平成26年度】指導実施計画（薬局）
１　集団指導について
①新規指定の保険薬局（25年４月１日～26年３月31日）に対する指導（指定時集団指導）
　＊新規指定後概ね１年以内の保険薬局に対して実施
　＊実施時期　年１回　（８月）予定　　　　　新規薬局　57　
②指定更新の保険薬局に対する指導（更新時集団指導）
　＊指定更新後及び指定更新予定（26年４月１日～27年３月31日）の保険薬局に対して実施
　＊実施時期　年１回　（８月）予定　　　　　更新薬局　129
③新規登録の保険薬剤師に対する指導（登録時集団指導）
　＊実施時期　年１回（８月）予定　　　　新規登録保険薬剤師　123　　

２　集団的個別指導について
　＊講義形式による集団部分のみの指導を実施予定
　＊実施時期　10月予定　　　　　　　　　対象薬局　119

３　個別指導について
　（新規個別指導）
　＊新規指定後概ね１年以内（25年４月１日～26年３月31日）の保険薬局に対して実施
　＊実施時期　６月以降逐次予定　　　　　平成25年度新規指定　　57
　（個別指導）
　＊平成26年度選定委員会で選定された保険薬局について実施
　＊実施時期　７月以降逐次予定　　　　　平成26年度選定委員会　60
　昨年度は「同一開設者に係る複数の都道府県に所在する保険薬局」に対しての厚生労働省との「特定共同指導」
が実施されましたが、今年度は予定されていませんでした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

様式Ａ－３　類型区分別個別指導対象保険薬局選定概況 薬局

類型区分

①
総保険薬
局数

②

①×4％

③
平成24年度集団的
個別指導実施件数

④
③のうち平成25年度
に対象点数を上回っ
た件数

⑤

③×0.5

⑥
平成25年度以前の
個別指導（新規含む）
で再指導となった件数

⑦

その他

⑧
平成26年度
個別指導予定数

薬局 1,489 60 110 97 55 10 50 60

新規薬局
57

更新薬局
129

新規薬剤師
123

（注１）①の「総保険薬局数」は、様式Ａ－１の「総保険薬局数」欄の件数と同じであること。
（注２）②及び⑤の欄は、少数点以下を四捨五入する。
（注３）④の「対象点数」は、様式Ａ－１の「対象点数」欄の点数を示している。

様式Ａ－１　類型区分別集団的個別指導対象保険薬局選定概況 薬局

類型区分 総保険薬局数
①

県平均点数
②

対象点数
（②× 1.2）

対象保険薬局数
（①× 8％）

対象保険薬局数が１未満の場合
前年度まで累計 本年度まで累計

薬局 1,489 1,128 1,353
（119.12）

19

【平成26年度】指導実施計画（薬局）

中国四国厚生局 指導監査課

集団指導
指定時  　57
更新時　129
登録時　123

集団的個別指導 集団部分のみ

新規個別指導 25年度新規指定57件

個別指導

指導大綱第4の4⑴の①  5件
指導大綱第4の4⑴の②10件
指導大綱第4の4⑴の⑤42件
指導大綱第4の4⑴の⑥  2件
指導大綱第4の4⑴の⑦  1件

特定共同指導

適時調査

その他 選定委員会

309

119

5739999933

119

3

812121296（5）1 60
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　指導大綱による平成25年度の総保険薬局数は1489薬局と昨年度の1477薬局に比して12薬局の増、広島県の薬局レセ
プト１件あたりの平均点数は1128点で昨年度の1081点より47点高くなっていました。24年度は12点の低下で薬価改定
とジェネリック推進の成果の一旦とも見えましたが、経年により逆戻りしたことは、ジェネリック推進は不変なとこ
ろからして、「新薬シフト」の影響もあるかと推測いたします。25年度集団的個別対象薬局数上限は119薬局となり【平
成26年度】指導実施計画（薬局）で10月に計画されています。ちなみに１件当たり高点数を基準とする指導大綱該当
薬局数は500薬局となり25年度の508薬局より８薬局減となっていました。

　上記により個別指導対象薬局は総保険薬局数の４％、60薬局となり、７月より順次実施される計画とされています。
60薬局には昨年度の実施で再指導となった10薬局や保険者等からの情報提供、指導欠席事案が数件含まれています。
広島県薬剤師会からは
＊処方、薬剤を選べない薬局の指導基準が「高点数」である「指導大綱」の早急な見直し
＊療養担当規則に明記された「ポイント」に対する厳然たる対応
＊地域に密着して面分業に資する「一人薬剤師薬局」等を勘案しての指導日程
＊複数薬局同時指導導入による（立会の）省力化
などを提言いたしました。
　レセプト業務煩雑化に伴って電算化が進み、保険薬剤師としての請求事務への関わりが希薄になっている傾向にあ
り、算定要件の誤解、齟齬の指摘も増しています。「突合審査」が始まって２年が経過しましたが、結果的には保険
薬局においては大過なく進められています。調剤報酬の改定があり、後発医薬品調剤体制加算においては算定基準に
一部変更はありましたが、国として60％の数値目標を挙げたところでは55％、65％との二段階はやむを得ないかもし
れません。薬剤服用歴管理指導料においてお薬手帳による二段階点数となってしまいました。まだまだ窓口において
薬局・薬剤師だけでなく、患者さんは混乱していて、一部負担金絡みの恣意的な情報も流れています。指導料等の「技
能料算定要件」は電算による事務的なものでなく「患者に資するスキル」です。また、そのことを一人、一人の患者
さんに一番理解していただかなくてはなりません。これは日常業務の積み重ねにほかなりません。お薬手帳に関しま
して、是非とも次回改定で「やはり全患者に必要」であり「的確に実施されている」実績をもって現点数以上の算定
可能にしたいと思います。
　「適時調査」という「個別調査」があります。これは「施設基準（後発医薬品、基準調剤）」に関しての現場対応の
調査のようです。「掲示物、研修計画、後発医薬品推進体制等の要項」を確認され、薬剤師会からの立会は行ってい
ません。施設基準は「申請制」なので不備があれば基準摘要当初に遡っての全額返戻もあります。調剤報酬には、改
定、返戻、査定と様々な問題がありますが、すべて「患者主体の医療」に資するフィーとの認識で職能を発揮してい
きたいと思います。

様式Ａ－３　類型区分別個別指導対象保険薬局選定概況 薬局

類型区分

①
総保険薬
局数

②

①×4％

③
平成24年度集団的
個別指導実施件数

④
③のうち平成25年度
に対象点数を上回っ
た件数

⑤

③×0.5

⑥
平成25年度以前の
個別指導（新規含む）
で再指導となった件数

⑦

その他

⑧
平成26年度
個別指導予定数

薬局 1,489 60 110 97 55 10 50 60

新規薬局
57

更新薬局
129

新規薬剤師
123

（注１）①の「総保険薬局数」は、様式Ａ－１の「総保険薬局数」欄の件数と同じであること。
（注２）②及び⑤の欄は、少数点以下を四捨五入する。
（注３）④の「対象点数」は、様式Ａ－１の「対象点数」欄の点数を示している。

様式Ａ－１　類型区分別集団的個別指導対象保険薬局選定概況 薬局

類型区分 総保険薬局数
①

県平均点数
②

対象点数
（②× 1.2）

対象保険薬局数
（①× 8％）

対象保険薬局数が１未満の場合
前年度まで累計 本年度まで累計

薬局 1,489 1,128 1,353
（119.12）

19

【平成26年度】指導実施計画（薬局）

中国四国厚生局 指導監査課

集団指導
指定時  　57
更新時　129
登録時　123

集団的個別指導 集団部分のみ

新規個別指導 25年度新規指定57件

個別指導

指導大綱第4の4⑴の①  5件
指導大綱第4の4⑴の②10件
指導大綱第4の4⑴の⑤42件
指導大綱第4の4⑴の⑥  2件
指導大綱第4の4⑴の⑦  1件

特定共同指導

適時調査

その他 選定委員会

309

119

5739999933

119

3

812121296（5）1 60
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様式Ａ－３　類型区分別個別指導対象保険薬局選定概況 薬局

類型区分

①
総保険薬
局数

②

①×4％

③
平成24年度集団的
個別指導実施件数

④
③のうち平成25年度
に対象点数を上回っ
た件数

⑤

③×0.5

⑥
平成25年度以前の
個別指導（新規含む）
で再指導となった件数

⑦

その他

⑧
平成26年度
個別指導予定数

薬局 1,489 60 110 97 55 10 50 60

新規薬局
57

更新薬局
129

新規薬剤師
123

（注１）①の「総保険薬局数」は、様式Ａ－１の「総保険薬局数」欄の件数と同じであること。
（注２）②及び⑤の欄は、少数点以下を四捨五入する。
（注３）④の「対象点数」は、様式Ａ－１の「対象点数」欄の点数を示している。

様式Ａ－１　類型区分別集団的個別指導対象保険薬局選定概況 薬局

類型区分 総保険薬局数
①

県平均点数
②

対象点数
（②× 1.2）

対象保険薬局数
（①× 8％）

対象保険薬局数が１未満の場合
前年度まで累計 本年度まで累計

薬局 1,489 1,128 1,353
（119.12）

19

【平成26年度】指導実施計画（薬局）

中国四国厚生局 指導監査課

集団指導
指定時  　57
更新時　129
登録時　123

集団的個別指導 集団部分のみ

新規個別指導 25年度新規指定57件

個別指導

指導大綱第4の4⑴の①  5件
指導大綱第4の4⑴の②10件
指導大綱第4の4⑴の⑤42件
指導大綱第4の4⑴の⑥  2件
指導大綱第4の4⑴の⑦  1件

特定共同指導

適時調査

その他 選定委員会

309

119

5739999933

119

3

812121296（5）1 60

　協議事項（１）の事業報告と食育チャレンジカードを載せておきます。今年のひろしまフードフェスティバルでの
普及啓発は10月25日（土）、26日（日）、広島城及び中央公園周辺で実施の予定です。

平成26年度 第1回ひろしま食育・健康づくり実行委員会
常務理事　二川　勝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年６月12日（木）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：県庁・本館

＜次　第＞　１　開会あいさつ
２　協議事項
　　（１）平成25年度事業報告について
　　（２）平成25年度収支決算報告について
　　（３）その他
３　閉会

【配布資料】　○委員名簿、配席表
○資料１　平成25年度ひろしま食育・健康づくり実行委員会事業報告（案）
○資料２　平成25年度ひろしま食育・健康づくり実行委員会収支決算（案）
○参考資料１　平成25年度食育活性化支援事業報告書（５圏域分）
○参考資料２　平成25年度食育チャレンジカード
○参考資料３　近年のひろしま食育・健康づくり実行委員会事業状況
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広島県環境審議会 第25回温泉部会

　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年６月16日（月）13:00～15:00
　　　　　　　　　　　　　　　場　所：県庁・本館

常務理事　中川　潤子

＜次　第＞

１．開会

２．会議の成立の確認

３．議案審議（第１号議案及び第２号議案）

４．意見交換

５．閉会

　平成26年５月16日付けで広島県知事から温泉掘削及び
動力装置許可に係る諮問を受け、この案件を審議するた
め部会が開催されました。
　海嶋照美広島県健康福祉局薬務課長の挨拶の後、広島
大学大学院教授林武広部会長の司会で会は始まりまし
た。審議の結果、第１号議案動力装置許可申請、第２号
議案温泉掘削許可申請ともに許可することとなりまし
た。その後意見交換が行われる中で、水谷誠薬務課技師
より温泉法第18条第１項の規定に基づく禁忌症及び入浴
又は飲用上の注意の改訂についてと、温泉資源の保護に
関するガイドライン（改定）（案）概要について説明が
あり部会は終了しました。

＜温泉法第18条の改定理由＞
　現在の禁忌症等の掲示内容の根拠となっている「温泉
の禁忌症及び入浴又は飲用上の注意決定基準」及び「温
泉の適応症決定基準」は昭和57年に定められたものであ
り、その策定から長い年月が経過したことから、最新の
医学的知見及び科学的根拠を反映させることが求められ
た。

＜主な変更点＞
１．禁忌症の掲示基準について
　①温泉の一般的禁忌症（浴用）

改　訂 現　行

削除 妊娠中（とくに初期と末期）

　②含有成分禁忌症　
改　訂

ナトリウムイオンを含む
温泉を１日（1200/A）
×1000㎖を超えて飲用
する場合

塩分制限の必要な病態（腎不全、
心不全、肝硬変、虚血性心疾患、
高血圧など）

現　行

塩化物泉

腎臓病、高血圧症、その他一般
にむくみのあるもの、甲状腺機
能亢進症のときはヨウ素を含有
する温泉を禁忌とする

２．入浴又は飲用上の注意の掲示基準について
　主な変更点は下記の通り
　・�入浴前、入用方法、入浴中、入浴後等に区分し、わ

かりやすく整理
　・�高齢者、子供及び身体の不自由な人は、１人での入

浴は避けることが望ましいこと
　・�入浴前後に水分を補給すること

３．適応症の掲示基準について
　療養泉の一般的適応症（浴用）
　・�胃腸機能の低下（胃がもたれる、腸にガスがたまる

など）
　・軽症高血圧
　・�耐糖能異常（糖尿病）
　・�軽い高コレステロール症
　・軽い喘息又は肺気腫
　・�自律神経不安定症、ストレスによる諸症状（睡眠障

害、うつ状態など）
　を新たに追加
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 担当職員：吉田 　yoshida@hiroyaku.or.jp 
　　　　　　  ☎（082）246-4317

シフト　①8/2(土)9:30～13:00　　②8/2(土)12:30～16:00
　　　　③8/3(日)9:30～13:00　　④8/3(日)12:30～16:00

今年も、広島キッズシティに“すこやか薬局”を出展し、
子ども達に薬局・薬剤師職能をPR します。

今年も、広島キッズシティに“すこやか薬局”を出展し、
子ども達に薬局・薬剤師職能をPR します。

疑似体験修了後、顔写真入り修了証を子ども達に渡します。

子ども達が処方箋を見ながら、
分包機にラムネ菓子を入れ分包作業をしたり、
色糊を２色計って混合したり、調剤業務の疑似体験をします。

PRのお手伝い・サポートをしていただける
薬剤師さんのご協力をお願いいたします。
２日間中の午前、午後と４枠のシフト制でお手伝いをお願いしたいので、

ご都合の良い日をご連絡ください。



広島県Wポイントカード加盟店	 平成26年5月1日現在

店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL.
広島市安芸区

Edabriek ①  082-822-6667
ちから　船越店 ②  082-824-0301
ちから　矢野店 ②  082-888-5246
マダムジョイ　矢野店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-889-2441

広島市安佐北区
大野石油店　高陽町SS ①  082-842-1890
大野石油店　可部バイパスSS ①
 082-819-0210
キャン・ドゥ　可部店 ②  082-814-7008
山陽礦油　かめ山SS ①  082-815-6211
ちから　高陽店 ②  082-841-4377
ちから　マルナカ可部店 ②  082-810-0877
徳川　サンリブ可部店 ②  082-815-2775

広島市安佐南区
エコール古市ショールーム ①
  082-830-6161
エコール本部 ①  082-877-1079
大野石油店　高取SS ①  082-872-7272
大野石油店　緑井SS ①  082-877-2008
釜飯酔心　毘沙門店 ②  082-879-2211
カメラのアート写夢　高取店 ①
  082-830-3588
Dining Cafe St.Grace ①  082-830-0904
ちから　西原店 ②  082-832-5520
ちから　八木店 ②  082-830-0235
徳川　安古市店 ②  082-879-9996
パゴス　本店 ②  082-879-1830
パワーズ　広島店 ①  082-873-1212
広島第一交通㈱　上安営業所 ②
  082-872-5410
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛
　毘沙門台店 ② 082-879-0141
福助タクシー㈱　古市営業所 ②
  082-877-0004
焼肉虎至大町店＆イタリ庵 toraji ① 
  082-870-5529
焼肉白李西原店 ① 082-846-1250

広島市佐伯区
阿藻珍味　銘店舎五日市店 ①  082-942-3266
AUTO GARAGE うえるかむ ①

 082-927-2510
大野石油店　五日市インターSS ① 
  082-941-5020
大野石油店　造幣局前SS ①  082-923-6029

カフェ＆ダイニング　わらうかど庭 ② 
  082-929-5368
釜飯酔心　五日市店 ②  082-922-8663
サイクルショップカナガキ　五日市店 ① 
  082-924-5525
住吉屋　楽々園店 ①  082-943-4960
ちから　五日市店 ②  082-922-8661
徳川　五日市店 ②  082-929-7771
マダムジョイ　楽々園店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-943-8211

広島市中区
英国式足健康法　リフレックス ②
 082-248-7722
えびすの宴 ②  082-243-6166
えひめでぃあ ②  082-545-6677
大野石油店　牛田大橋SS ① 082-221-1511
大野石油店　大手町SS ①  082-243-8351
大野石油店　西白島SS ①  082-221-8834
大野石油店　八丁堀SS ①  082-221-3643
ｏｋａｓｈｉｍｏ ②  082-231-3221
海鮮焼肉　あみやき家　DAIBA ① 
  082-246-8048
かに通　広島店 ①  082-247-6661
釜飯酔心　本店 ②  082-247-4411
芸州　胡店 ②  082-243-6165
桜井花店　本店 ①  082-247-1808
山陽礦油　相生橋SS ①  082-232-0145
しなとら　パセーラ店 ②  082-502-3382
寿司酔心　 ②  082-247-2331
炭焼　楽月 ①  082-343-2941
体育社　本店 ①  082-246-1212
大こん　並木店 ②  082-546-1515
ちから　本店 ②  082-221-7050
ちから　上八丁堀店 ②  082-211-0122
ちから　そごう店 ②  082-512-7854
ちから　タカノ橋店 ②  082-544-0002
ちから　十日市店 ②  082-503-1089
ちから　中の棚店 ②  082-504-6646
ちから　舟入店 ②  082-294-7503
ちから　堀川店 ②  082-241-8230
ちから　本通4丁目店 ②  082-245-0118
中華そばちから　八丁堀店 ②
  082-502-6008
徳川　総本店 ②  082-241-7100
のん太鮨　パセーラ店 ②  082-502-3383
バー・サード・ウェーブ ②  082-247-7753

ピカソ画房　本店 ①  082-241-3934
美らいん　広島店  082-543-4922
  0120-365-901
ひろしま国際ホテル　芸州　本店 ② 
  082-248-2558
ひろしま国際ホテル
　スペインバル　ミ・カーサ ② 
  082-248-6796
ひろしま国際ホテル　空庭BIS
　とろクルクル ②  082-240-7556
ひろしま国際ホテル　東風 ②
 082-240-0558
広島第一交通㈱　江波営業所 ②
  082-233-5871
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛
　紙屋町店 ②  082-247-2260
福助タクシー㈱　本社営業所 ②
  082-232-3333
ボウル国際 ①  082-244-4151
星ビル5F　オルゴールティーサロン ② 
  082-249-1942
星ビルB1F　メディカルフィットネス ② 
  082-242-0011
ポルタポルテ ①  082-249-5788
マダムジョイ　江波店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-532-2001
マダムジョイ　千田店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-545-5515
横田印房 ⑩  082-221-0320
蓮根　広島店 ②  082-546-0707
和さび　小町店 ②  082-249-3993
和さび　八丁堀店 ②  082-211-5225

広島市西区
井口家具百貨店 ①  082-232-6315
大野石油店　旭橋SS ①  082-272-3766
大野石油店　井口SS ①  082-276-5050
大野石油店　観音SS ①  082-231-6209
大野石油店　商工センターSS ① 082-277-1266
大野石油店　横川SS ①  082-237-1864
釜飯酔心　アルパーク店 ②  082-501-1005
サイクルショップカナガキ　横川本店 ① 
  082-231-2631
サイクルショップカナガキ　己斐店 ① 
  082-272-2631
サカイ引越センター ②  0120-06-0747 
  082-532-1176

Wポイントカードに
関するお問い合わせは

Wポイントカードシステムでは、2,000ポイント貯まると翌月2,000円分のWポイント金券がお手元に届きます。

店舗名の後ろの数字は100円に対するポイント数です。（一部異なる場合があります。）　　例）②…100円につき2ポイント加点されます。

㈱和多利広島本社　Wポイントカード事務局
☎082-830-0230 平日10：00〜18：00　 ホームページ http://www.watari.biz/

Wポイント会員サイト OPEN!　　　 http://www.wpoint.co.jp/

新規受付は平成21年８月末をもって
終了しました。◎広島県薬剤師会会員証（会員カード）◎ 

会員カードでWポイントがつきます。

ケータイも
パソコンも



※�ご利用額100円に対するポイント値は、加盟店により異なります。　※換算率は、１ポイント＝１円となります。
※�次のお取り扱いにつきましては、予め、�ご利用加盟店へ直接お問い合わせください。
　１.クレジットカード支払のお取り扱い　２.クレジットカードご利用時のポイント付加の有無
　３.ポイント付加対象外商品の有無　　　４.団体・パーティーご利用時のポイント付加の有無

店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL. 店舗名Ⓟ　　　　　　　　TEL.
車検の速太郎 ①  082-238-0100
車検の速太郎　カーケアプラザ ①
 082-238-3939
ちから　アルパーク天満屋店 ②  082-501-2701
ちから　井口店 ②  082-278-3666
ちから　観音店 ②  082-232-5686
ちから　己斐店 ②  082-507-0505
ちから　商工センター店 ②  082-270-0390
ちから　中広店 ②  082-532-4004
徳川　南観音店 ②  082-503-3039
パゴス　井口店 ②  082-277-3004
パゴス　マリーナホップ店 ②  082-297-4078
パワーズ　広島マリーナＨＯＰ店 ① 
  082-503-7217
広島第一交通㈱　(第一) ②  082-278-5511
広島第一交通㈱　(平和) ②  082-278-5522
マダムジョイ　己斐店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-271-3211
横川　ちから ①  082-292-5822

広島市東区
アリモト　本店 ②  082-264-2929
大野石油店　広島東インターSS ① 
  082-508-5030
サイクルショップカナガキ　戸坂店 ① 
  082-220-2031
ちから　尾長店 ②  082-506-3505
ちから　光町店 ②  082-568-6855
徳川　戸坂店 ②  082-220-1818
肉玉屋 ①  082-569-4110
マダムジョイ　牛田店　直営食品売場
※200円につき1ポイント  082-555-8835
和さび　光町店 ②  082-567-8885

広島市南区
炙焼　楽群 ①  082-256-2941
大野石油店　エコステーション出島 ① 
  082-254-1015
大野石油店　東雲SS ①  082-282-3993
大野石油店　皆実町SS ①  082-251-9108
釜飯酔心　新幹線店 ②  082-568-2251
釜飯酔心　広島駅ビル店 ②  082-568-1120
惣菜酔心　アッセ店 ②  082-264-6585
銀河(えひめでぃあ) ②  082-253-1212
ごはんや　広島店 ②  082-253-0300
サイクルショップカナガキ　東雲店 ① 
  082-288-9101
山陽礦油　大州SS ①  082-282-4478
車検の速太郎　向洋店 ①  082-890-9500
しゃぶしゃぶ温野菜　大州店 ①
  082-510-0831
Dining Cafe Grace ①  082-253-5588
ちから　広島駅店 ②  082-568-9121
ちから　福屋駅前店 ②  082-568-2330
ちから　本浦店 ②  082-286-1119
ちから　皆実4丁目店 ②  082-250-0804

ちから　ゆめタウンみゆき店 ②
  082-250-2125
中国トラック ①  082-251-0110
豆匠　広島本店 ②  082-506-1028
徳　南区民センター店 ②  082-505-1620
徳川　ジャスコ宇品店 ②  082-250-0480
徳川　ビックカメラ・ベスト店 ②
 082-567-2388
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛
　広島新幹線店 ②  082-263-0200
ホテルセンチュリー21広島
　京もみじ ②  082-263-5531
ホテルセンチュリー21広島
　フィレンツェ ②  082-568-5270

安芸郡海田町
徳川　海田店 ②  082-824-0111

安芸郡府中町
ちから　サンリブ府中店 ②  082-890-2510
ちから　向洋店 ②  082-581-4321
ちから　府中店 ②  082-287-0933
時計宝石のマツダ ①  082-282-5709
広島第一交通㈱　府中営業所 ②

 082-281-1191
大竹市

果子乃季　ゆめタウン大竹店 ②
  0827-57-0757
カメラのアート写夢　本店 ①

 0827-57-7700
カメラのアート写夢　油見店 ①

 0827-53-5911
尾道市

瀬戸田すいぐん丸 ②  08452-7-3003
呉市

大野石油店　熊野団地SS ①
  0823-30-1042
大野石油店　呉SS ①  0823-21-4974
体育社　呉店 ①  0823-22-8880
ちから　呉駅店 ②  0823-32-5532
徳川　呉中通り店 ②  0823-23-8889
徳川　広店 ②  0823-70-0600
広島風お好み焼・鉄板居食家　徳兵衛
　呉駅ビル店 ②  0823-24-0222
和さび　広店 ②  0823-73-7950

庄原市
総商さとう　ウィー東城店 ①③

08477-2-1188
神石郡神石高原町

総商さとう　本店 ①③  08478-2-2011
廿日市市

大野石油店　廿日市インターSS ① 
  0829-20-1189
キャン・ドゥ　廿日市店 ②  0829-32-3387
ジョイ薬局 ①  0829-32-3077
徳川　廿日市店 ②  0829-32-1111

東広島市
大野石油店　西条インターSS ①

082-423-3701
大野石油店　高屋ニュータウンSS ① 
  082-434-4411
大野石油店　東広島SS ①  082-423-9197
カギのひゃくとう番 ⑤  082-424-3110
髪処　ふくろう ②  082-497-3337
住吉屋　西条プラザ店 ①  082-423-7878
体育社　東広島店 ①  082-422-5050
徳川　西条プラザ店 ②  082-424-0300
八本松タクシー ① 082-428-0023

福山市
一心太助　福山本店 ②  084-922-5611
エコール福山ショールーム ①

 084-981-3733
山陽石油　住吉町SS ①  084-922-0939
山陽石油　セルフ神辺SS ①
  084-962-0693
山陽石油　セルフ福山平成大学前SS ① 
  084-972-7940
山陽石油　多治米町SS ①  084-957-2601
山陽石油　深津SS ①  084-922-5750
山陽石油　福山東インターSS ①

084-923-7835
山陽石油　南本庄SS ①  084-922-3181
徳川　福山東深津店 ②  084-929-2015
とんかつ德　イトーヨーカドー福山店 ② 
  084-971-0050
パワーズ　福山店 ①  084-921-7866

三原市
ごはんや　広島空港店 ②  084-860-8215
徳川　三原店 ②  0848-62-8824

三次市
さざん亭　三次店 ②  0824-64-0375
パワーズ　三次店 ①  0824-63-3000
平田観光農園 ①  0824-69-2346
広島三次ワイナリー　喫茶ヴァイン ① 
  0824-64-7727
広島三次ワイナリー
　バーベキューガーデン ①  0824-64-0202
広島三次ワイナリー　ワイン物産館 ① 
  0824-64-0200

その他
リースキン　家庭用事業部
　広島支店 ②  082-233-1141
　広島北営業所 ②  082-845-2882
　広島西営業所 ②  0829-31-6161
　広島東営業所 ②  082-824-1411

国内すべて対応
アート引越しセンター ①  0120-08-0123
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指 定 店 一 覧

部 門
ゴム印・
印鑑
ホテル

リース
会社

家具

看板

警備

建物

時計・宝石
・メガネ
・カメラ

自動車

書籍

食事・
食品

指 定 店
㈱入江明正堂

㈱呉阪急ホテル

ANAクラウンプラザ
ホテル広島
広島東急イン

福山ニューキャッ
スルホテル

日立キャピタル㈱

㈱河野家具店

森本木工 西部

㈱サインサービス

ユニオンフォレスト㈱

㈱全日警広島支店

㈱北川鉄工所
広島支店
㈱ナカオカ

㈱下村時計店

広島トヨペット㈱
Volkswagen南広島
㈱フタバ図書
㈱紀伊国屋書店
広島店
ゆめタウン広島店

お好み共和国
ひろしま村
㈱平安堂梅坪
対象店舗（デパー
トを除く直営店）

会 員 価 格
現金25％引、クレジット20％引

宿泊20％引、宴会５％引、婚礼
５％引、料飲10％引外優待有
宿泊23％引、料飲５％引、婚礼
５％引、宴会５％引
宿泊シングル1,500円引・ツイ
ン3,000円引、婚礼10％引、レス
トラン５％引
宿泊17％引、レストラン５％引、
宴会料理５％引、婚礼、料飲
５％引
オートローン3.6％、リフォーム
ローン3.9％外

店頭表示価格から５～20％引

25～60％引き 赤札より10～
15％

見積額の10％割引

機械警備10,000円／月～、ホー
ムセキュリティ4,000円／月～、
保証金免除

月額警備料金10,000～15,000円
（別途相談）、機器取付工事代
20,000～30,000円、保証金免除 
特別価格

15～20％引（企画品、相場価格商
品は除く）
現金のみ店頭表示価格から10～
20％引（一部除外品あり）
特別価格

現金のみ定価５％引（直営店のみ）
現金のみ定価の５％引

全店全商品５％引

５％引

営業日時
９:30 ～19:00

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

年中無休

９:00 ～19:00

平日
８:30 ～18:00
年中無休

平日
９:00 ～18:00

（土・日曜及び
祝祭日を除
く）
平日
８:45 ～17:30

９:00 ～19:00

対象店舗（デパート
を除く直営店）年中
無休９:30 ～19:00

定 休 日
日曜、祝日、（８
月の土曜）

年末年始、夏期
休暇等当社指定
定休日を除く
毎週火曜
（火曜日が祝日
の時は営業）
8/13～15、
12/29～1/4

毎週土・日曜日、
祝日
無休

土・日・祝日

毎週土・日曜日、
祝日
毎週水曜日、夏
期年末年始
月曜日

定休日不定

日・お盆・年末
年始休業

所 在 地
広島市中区新天地1-1

呉市中央1-1-1

広島市中区中町7-20

広島市中区三川町10-1

福山市三之丸町8-16

広島市中区国泰寺町1-8-13
あいおい損保広島ＴＹビル
6Ｆ
呉市中通4-10-17

広島市安佐南区中須2-18-9

安芸郡府中町柳ケ丘77-37

呉市中央2-5-15

広島市中区幟町3-1
第3山県ビル5Ｆ

広島市南区東雲本町
2-13-21
広島市中区堀川町5-10

広島市中区本通9-33

広島市中区吉島西2-2-35

広島市西区観音本町2-8-22
広島市中区基町6-27
広島バスセンター6Ｆ
広島市南区皆実町2-8-17
ゆめタウン広島3Ｆ
広島市中区新天地5-23

広島市西区商工センター
7-1-19

電 話 番 号
（082）244-1623

（0823）20-1111

（082）241-1111

（082）244-0109

（084）922-2121

（082）249-8011

（0823）22-2250

（082）879-0131

（082）281-4331

（0823）32-7171

（082）222-7780

（082）283-5133

（082）246-7788

（082）248-1331

（082）541-3911

（082）294-0187
（082）225-3232

（082）250-6100

（082）246-2131

（082）277-8181

平成26年６月１日現在

（082）293-4125

（082）209-7422

レジャー 國富㈱広島営業所

Diving Service海蔵

Ｃカード取得コース45,000円、商品購
入：店頭価格より５％off、器材オー
バーホール：通常価格より５％off
スキューバダイビング体験講習￥8,400
Ｃカード取得講習会￥5,000引き・器
材修理店頭価格より５％引き

８:30 ～20:00

11:00 ～20:00

なし

なし

広島市西区観音町13-9

広島市中区南千田西町
1-8-101
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（082）245-0106

（082）231-9495

（082）239-0948

（082）261-4949

（082）248-0516

（082）248-4361

（082）243-5321

（082）512-1020

（082）247-1050

（082）278-2323

（084）920-3950

（0829）34-2508

（082）247-3473
担当：小原（オハラ）
丸本（マルモト）
0120-06-0747

（082）543-5855

（082）511-1110
㈹ 担当：桑田昭正

部 門
進物

総合葬祭

百貨店・
婦人服・
複写機・
ファックス
仏壇・
仏具

旅行

装飾

介護用品

家電

保険

引越

会員制福
利厚生
サービス
（中小企
業向け）

設備

指 定 店
㈱進物の大信

㈲中山南天堂

セルモ玉泉院
長束会館
㈱玉屋

ひつじやサロン

ミノルタ販売㈱

㈱三村松本社

ひろでん中国新聞
旅行㈱本社・呉営
業所・三次営業
所・福山営業所
㈱日本旅行
広島八丁堀支店
（県内各支店）
青山装飾㈱

坂本製作所㈱
介護事業部
福山営業所
㈱エディオン外商
部
アリコジャパン
広島第一エイジェ
ンシーオフィス
㈱サカイ引越セン
ター
㈱福利厚生倶楽部
中国（中国電力グ
ループ会社）

株式会社クラタ
コーポレーション

会 員 価 格
５～20％割引（但し弊社特約ホ
テル式場にての結婚記念品の場
合を除く）（個別配送費 広島県
内無料（2,000以上の商品））

５～25％（但し一部ブランド品
食品を除く）
祭壇金額定価２割引、
葬具（柩外）１割引
葬儀・花輪20％引、
生花５％引
店頭表示価格より10％引（一部
除外品有）
特別会員価格

仏壇平常店頭価格より30～40％
引、仏具平常店頭価格より10～
20％引（但し、修理費・工事費等
店頭販売品以外は除外する。）
本人のみ
現金のみメープル・トピック
自社主催商品３％引

赤い風船３％引、マッハ５％引、
ベスト３％引

特別価格

車いす（アルミ製55％・スチール
製60％）、歩行補助ステッキ40％
引き
エディオン店頭価格より家電製
品10％引、パソコン関連５％引
無料保険診断サービス実施中

通常価格より15％割引

入会金（一法人）31,500円→無料、
月会費1,050円／人
サービス内容（一例）全10,000アイ
テムが会員特別料金◆宿泊施設：
約4,000ヶ所 2,000円～、◆公共の
宿：1泊2,500円／人補助◆パックツ
アー：10％OFF、◆フィットネス：１
回500円～、◆映画：1,300円等
特別価格

営業日時
６～９月
10:00 ～18:30
10～５月
９:30 ～18:00
年中無休・24
時間営業
年中無休・24
時間営業
年中無休

年中無休

平日
９:00 ～17:30
年中無休

平日
10:00 ～19:00
土・日・祝
10:00 ～17:00

８:30 ～17:30

９:30 ～18:00

９:30 ～18:30

９:00 ～18:00
（平日）

年中無休（但し
1/1～1/3は休み）
９:00 ～18:00
（平日）

サービスにつ
いては24時間
365日受付対応

定 休 日
毎週火曜

不定休

日・祝日、第２・
４土曜日
日曜・祝日休業

土・日・祝日

土・日・祝日

土日祭休

所 在 地
広島市中区堀川町4-14

広島市中区猫屋町8-17

広島市安佐南区長束2-4-9

広島市南区段原南1-20-11

広島市中区本通9-26

広島市中区小町3-25
（ショールーム）
広島市中区堀川町2-16

広島市中区八丁堀16-14
第二広電ビル1Ｆ

広島市中区堀川町5-1
大内ビル1Ｆ

広島市西区商工センター
5-11-1
福山市卸町11-1

廿日市市木材港南8-22

広島市中区紙屋町2-1-22
広島興銀ビル9Ｆ

広島市西区福島町2丁目36-1

広島市中区国泰寺町1-3-22
ＥＲＥ国泰寺ビル6階

広島市中区橋本町7- 27

電 話 番 号

ご利用の際は、広島県薬剤師会会員証をご提示ください。
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広島県立美術館「団体割引会員」について
　本会では会員の皆様に割安な団体料金で広島県立美術館の展覧会を観賞していただける「団体割引会員」に登録し
ました。
　会員の皆様には同伴のご家族、ご友人も含めお得な団体料金で展覧会をご覧いただけます。
　是非ご利用ください。

【割引の対象となる展覧会】
●第２回新県美展（第66回広島県美術展）
　会　　期：平成26年６月28日(土) ～平成26年７月13日(日)　会期中無休
　開館時間：午前９時～午後５時（入場は午後４時30分まで）　
　　　　　　※�金曜日は午後８時まで開館（入場は午後７時30分まで）
　入　場　料：一般　510円�→�410円／高・大学生　310円�→�250円／小・中学生　100円�→�80円

　※今後割引対象となる展覧会については改めてご連絡いたします。

〈問合わせ先〉
広島県立美術館
〒730-0014　広島市中区上幟町２－22
TEL：（082）221－6246
FAX：（082）223－1444
ホームページ　http://www.hpam.jp/

☆美術館受付にて、登録番号と団体名を 
お伝えください。

広島県立美術館 団体割引会員登録

団体番号：１１００６８
団 体 名：社団法人 広島県薬剤師会
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　　　　　　県薬より支部長への発簡

4 月21日� 応需薬局のゴールデンウィーク休業表につい
て（通知）（各支部長）

５月 1日� クールビズ「軽装による下記の省エネルギー
対策」の実施について（通知）（各支部長）

５月 ７日� 早期体験学習について（依頼）（各支部長）

５月 ７日� 本会口座名義の変更について（各支部長）

５月 9日� 医薬品販売制度に係る薬事法改正に伴う事前
届について（通知）（各支部長）

５月 9日� DVD教材「一般用医薬品相談対応のポイン
ト」ご活用のお願いについて（各支部長）

５月14日� 代議員立候補者の告示について（通知）
（各支部長）

５月1５日� 日薬斡旋刊行物のご案内（各支部長）

５月23日� 在宅緩和ケア対応薬局リスト（24時間連絡体
制で在宅緩和ケアが対応可能な保険薬局）の
更新確認及び新規登録薬局の推薦について
（依頼）（各支部長）

５月26日� 薬剤師が身につけておきたいフィジカルアセ
スメントの理念及び試行的研修会の開催につ
いて（通知）（各支部長）

５月28日� 広島県薬剤師会認定「基準薬局」の更新認定
について（通知）（各支部長）

6月 3日� 理事候補者名簿について（通知）（各支部長）

6月 4日� 平成26・2７年度代議員選挙結果の告示につい
て（通知）（各支部長）

 平成26年３月常務理事会議事要旨

日　時：平成26年３月13日（木）午後６時30分～９時
場　所：広島県薬剤師會館
議事要旨作製責任者：吉田亜賀子
出席者：�前田会長、大塚・野村・村上・各副会長、
　　　　豊見専務理事、青野・有村・小林・重森・谷川・
　　　　豊見・中川・二川・政岡・松村・吉田各常務理事
欠席者：木平・渡邊各副会長、井上常務理事

１．報告事項
（ 1） 2月定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）諸通知
ア．来・発簡報告（別紙 2）
イ．会 務 報 告（��〃 3 ）
ウ．会員異動報告（��〃 4 ）

（ 3）委員会等報告
（前田会長）
ア．公益社団法人移行認定について（資料 1）
資料のとおり移行認定の答申がされ、 4月 1 日よ
り公益社団法人に認定されると報告された。

イ．支部長・理事合同会議
2月2７日（木）

ウ．全体理事会
2月2７日（木）

　イ．ウ．伴に役員多数出席のため省略された。
エ．平成2５年度第 ５回広島県地域医療再生計画推進委
員会
3月 ７日（金）於　県庁・北館
二葉の里の件も含めて事業展開の打合せ、今後の
事も話が出た。また、国が904億円の補助金を出す
予定の在宅関連事業があり、全体的には、 1県あ
たり20億円程度ではないかと思われると報告され
た。

オ．中国・四国地区薬剤師会薬局実務実習受入調整機
関評議員会及び運営委員会合同会議
3月 8日（土）於　サンピーチ・OKAYAMA（資
料 2）
主に受入実習の問題点とやってきたことの報告、
事業実施計画案・予算案について協議したと報告
された。

カ．広島大学薬学部、広島大学大学院医歯薬保健学研
究科、広島大学大学院医歯薬学総合研究科卒業・
修了記念パーティー
3月10日（月）於　ＡＮＡクラウンプラザホテル
広島
　短い時間ではあったが出席したと報告された。

（豊見日薬理事）
ア．日本薬剤師会第12回理事会

2月21日（金）於　東京・日薬
臨時総会前の理事会であったと報告された。

イ．厚生労働省医薬品第一部会（資料 3）
2月24日（月）於　厚生労働省　
資料に基づき注意事項等を説明され、HPで登録医
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師の確認が必要になるものや、新薬で一物二名称
の医薬品もあり、ジェネリックを推奨しつつも、
このような状況はおかしいと意見は言ってあると
報告された。

ウ．厚生労働省医薬品第二部会（資料 4）
2月28日（月）於　東京・航空会館
新型インフルエンザワクチン特定接種の件もあり、
資料に基づき説明・報告された。

エ．日本薬剤師会第1５回理事会（資料 ５）
3月11日（火）於　東京・日薬
先程、会長がエ．で報告されていたことに関連して、
その補助金を医療・介護サービス等で検討する際
に、薬局に関してはHMネットで、医療・介護の
連携で、電子版お薬手帳で利用したいと広島県医
師会には申し入れしており、モデル事業で90薬局
のところを全県下でHMネットを普及したいと報
告された。

（野村副会長）
　ア．選挙管理委員会（資料 6）

3月10日（月）
監事は、 2名定員で 2名の立候補者があり無投票
となった。会長候補者選挙においては、豊見専務
理事と前田会長が立候補されたので、単記無記名・
候補者記名式で選挙が行われる予定であることが
委員会で決まったと報告された。

イ．広島県健康福祉局介護保険課来会（資料 ７）
3月11日（火）　
　協議事項で報告・検討すると言われた。

（村上副会長）
ア．日本薬剤師会議事運営委員会

1月16日（木）於東京・日薬
日薬の提案が 2題通らない可能性があるというこ
とで急遽開催された。会館建設については否決さ
れ、予算案については別立で検討していたもので
急遽、緊急提案ということで承認されたと報告さ
れた。

イ．広島県エイズ対策推進会議
2月14日（金）於　県庁・本館
エイズ患者の増加や患者の高齢化に伴う地域に
戻す動きへの対応と、看護協会と薬剤師会では、
HIVの学校教育をどんどんしていこうと話し合わ
れたと報告された。

ウ．日本薬剤師会第82回臨時総会
2 月22日（土）・23日（日）於　東京・ホテルイー
スト21東京
会長候補者選挙と予算について、調剤報酬改定の
質疑も出たと報告された。

エ．薬剤師の臨床判断と一般用医薬品適正使用研修会
3月 2日（日）参加者30名
伝達講習ということで支部担当者を対象にSGD形
式で研修を行ったが、非常にまじめなドクターで
あり丁寧に説明等していただいたので時間を押し
てしまったが、有意義な研修会となった。また、
人数が少ない支部等は、近隣同士で協力しあいな

がら、是非、伝達研修を行って欲しいし、県薬と
してもサポートしていきたいと報告された。　

オ．日本薬剤師会平成26年度調剤報酬改定等説明会（資
料 8）
3月 6日（木）於　東京・航空会館
このことに関してQ&Aもいずれ出されると思うの
で、またお知らせすると報告された。

カ．東広島薬剤師会創立30周年記念式典
3月 9日（日）於　西条HAKUWAホテル
前田会長の代理で出席し、設立は昭和58年と報告
された。

（青野常務理事）
ア．平成25年度圏域地対協研修会シンポジスト連絡会

議（資料 9）
3月 3日（月）於　広島医師会館
3月23日（日）に開催される地対協研修会の打合
会であり、歯科医師会・薬剤師会・看護協会のシ
ンポジストは、救護所での活動報告をし、各持ち
時間は 5分となったと報告された。

イ．緩和ケア支援センター平成25年度第 2回緩和ケア
人材育成検討会（資料10）
3 月11日（火）於　広島県緩和ケア支援センター
薬剤師に関係するところでは、平成26年度緩和ケ
ア専門薬剤師研修会は10月28日（火）～ 29日（水）
の 2日間で開催され、在宅緩和ケアチーム研修は
11月16日（日）が広島会場、12月 7 日（日）が福
山会場で開催される予定であると報告された。

（重森常務理事）
ア．第25回広島プライマリ・ケア研究会

3月 6日（木）於　広島医師会館参加者118名
昨年度に引き続き『在宅医療』をテーマに開催され、
薬剤師の参加者は31名であった。多方面で多くの
方に出席していただき、薬剤師のシンポジストと
して、㈱フォーライフのぞみ薬局岡敦子先生に出
ていただいた。時間も押して白熱した研究会であっ
たと報告された。

（谷川常務理事）
ア．第53回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤

師会中国四国支部学術大会第 1回準備委員会（資
料11）
2 月22日（土）於　リーガロイヤルホテル広島
実行委員長が木平先生ということもあって出席し
たが、県薬としては、シンポジウムの企画を 1つ
企画して欲しいと宿題がでた。 6月には演題募集
が始まるため、遅くても 6月初旬にはシンポジウ
ムの企画を出さなければならない。国際会議場の
フェニックスで行われ、日時についても薬局・薬
剤師の参加都合も考えると、11月 9 日（日）の午
後枠で検討するのが丁度いいのではないかと考え
ている。業務分担③か学術大会実行委員会のどち
らかで検討するのがいいのか考えていくので、ア
イディア・提案等があったら教えて欲しいと報告
された。

イ．予算打合会



34 2014 Vol.39 No.4　広島県薬剤師会誌

2 月25日（火）
代議員会で提案する予算書について最終的に打合
せ・作業作成したと報告された。

ウ．広報委員会
3月 4日（火）
5月号 1回目の広報委員会を開催し、依頼を受け
た方は早期にお願いしたいと報告された。

（豊見常務理事）
ア．日本薬剤師会医薬分業対策委員会ワーキンググループ

3月 6日（木）於　東京・日薬
『薬剤師の見える化運動』の全国展開を今後、どの
ようにしていくかということを検討した。各都道
府県から集まったものをどのように各都道府県に
下ろしていくか、また、 3月20日に厚労省で日薬
永田常務理事が発表される方向性等を検討し、そ
の事例等の報告については、決定後、改めてたお
知らせすると報告された。

２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（ 1）第 1回安田女子大学薬学部卒後教育研修会

3月 1日（土）於　安田女子大学　
開催されたと報告された。

（ 2）平成25年度日本薬剤師会行政薬剤師部会講演会
3月 7日（金）於　大阪府薬剤師会館
開催されたと報告された。

３．審議事項
（ 1）公益社団法人広島県薬剤師会代議員選挙細則につ

いて（資料12）（野村副会長）�
この度の書面評決であったように、当初、入れて
いた日数では今回の代議員総会には間に合わない
ということが判明し、代議員の選挙に関しても影
響するため、 5月30日を目安に日数の調整をした
と説明され、これを代議員会に提出することが了
承された。

（ 2）平成26・27年度広島県薬剤師会代議員選挙の実施
について（資料13）（野村副会長）
代議員選挙についての手順等を説明され、一部修
正後、各支部に提出することが了承された。

（ 3）公益社団法人広島県薬剤師会選挙管理委員会委員
の補欠について（資料14）（野村副会長）
•�選挙管理委員会委員の代議員選挙の立候補につ
いて

　�公益社団法人に移行すると、代議員は選挙管理
委員会委員を兼ねることができないとなるため、
代議員に立候補したい場合には欠員が生じるこ
ととなるため、欠員の補充については各支部に
打診をしてみることとなり了承された。また、
選挙が行われる支部については投票用紙につい
て、不正等が行われないように検討することと
なった。

（ 4）第43回広島県薬剤師会通常代議員会の議案追加に
ついて（資料15）（野村副会長）
•�議案第12号　公益法人への移行時に就任する監
事の選任について（案）

　�監査については 1名変更となるため、公益社団
法人移行に際し、登記の関係上、任期の繰り上
げを代議員会に上程することが説明され了承さ
れた。

（ 5）平成26年度広島県薬剤師会会費の請求について（資
料16）（谷川常務理事）
総会修了後、会費額等が決定するわけだが、 3月
中に会員数確認作業等をする必要があるため、ま
た、支部助成金の関係もあり、前倒しでさせてい
ただきたいと報告され了承された。このことを支
部長宛に文書を出すこととなった。

（ 6）区域・職域薬剤師会に対する運営費補助要綱につ
いて（資料17）（谷川常務理事）
（ ５）と同様で了承された。

（ 7）監査会の開催について（野村副会長）
4月24日（木）　※開催時間については、監事にも
確認するよう指示がされた。
【昨年： 4月18日（木）午後 2時より開催】

（ 8）全体理事会の開催について（野村副会長）
5月12日（月）午後 7時～

（ 9）会員委員会の開催について（野村副会長）
4月22日（火）午後 7時～

【支部からの推薦提出締切： 4月15日（火）】
（10）第43回公益社団法人広島県薬剤師会定時総会開催

日の変更について（野村副会長）
6月 8日（日）午後 1時～於　広島県薬剤師會館
↓　変更
6月22日（日）午後 1時～於　広島県薬剤師會館

（11）介護老人保健施設における薬剤師の配置について
（資料 7）（野村副会長）
資料に基づき説明されたが、再度、広島県健康福
祉局介護保険課へ確認することとなった。

（12）ひろしま医療関連産業クラスター推進会議専門委
員の委嘱について（資料18）（野村副会長）
大塚副会長を推薦することとなった。

（13）平成26年度「看護の日」広島県大会の出席者につ
いて（資料19）（野村副会長）
日時： 5月10日（土）午後 1時15分～ 3時45分
場所：広島県民文化センター
野村副会長が出席されることとなった。

（14）後援、助成及び協力依頼等について
ア．「わんぱく大作戦」後援名義使用について（資料

20）（野村副会長）
主催：テレビ新広島
後援：広島県、広島県教育委員会、広島市、広島
市教育委員会、広島県医師会、広島県歯科医師会、
広島県看護協会外
（昨年度：了承済）　本年度も了承することとなっ
た。

イ．第15回広島国際アニメーションフェスティバルへ
の協賛について（資料21）
　期日：8月21日（木）～ 25日（月）（野村副会長）
　場所：アステールプラザ
（平成22･24年度：協賛金50,000円）　
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　次年度より、公益社団法人に移行することから、
協賛金等の支出については財務上、見直す必要が
ある考えられ、この協賛については、協賛金の支
出をしないこととなった。

ウ．「骨髄バンク普及映画」上映支援金について（資料
22）（野村副会長）
•�上映支援金： 1口 1万円（何口でも可能）
　�（寄付金：11/221万円送金済、後援名義使用：承
諾済）

　上映支援金を支出しないこととなった。
エ．けんみん文化祭ひろしま'14への協賛について（資
料23）（野村副会長）
協賛金： 1社当たり 5万円
（昨年度：協賛金 5万円）
依頼文中に“税制上の優遇措置を受けることが可
能”と明記してあることから、公益性が認められる
と考えられ、協賛金の支出をすることとなったが、
念のため、事務局から確認することとなった。

４．その他
（ 1）次回常務理事会の開催について（野村副会長）

4月17日（木）午後 6時～（議事要旨作製責任者【予
定】青野拓郎常務理事）

（ 2）広島県地域保健対策協議会役員の選出について（資
料24）（野村副会長）
被推薦者　前田泰則会長（継続）
渡邊英晶副会長（継続）と報告された。

（ 3）広島県後期高齢者医療広域連合運営審議会委員の
推薦について（資料25）（野村副会長）
被推薦者　渡邊英晶副会長（継続）と報告された。

（ 4）日本薬剤師会代議員立候補者について（受付順）
立候補者　：青野拓郎　氏（安佐）
村上信行氏（福山）
前田泰則氏（呉）
竹本貴明氏（広島）
選挙期日： 3月25日（火）本県においては、以上
4名が決定したと報告された。

（ 5）広島大学霞管弦楽団2014Spring�Concertについて
（チラシ）

 平成26年４月常務理事会議事要旨

日　時：平成26年４月17日（木）午後６時30分～８時45分
場　所：広島県薬剤師會館
議事要旨作製責任者：青野拓郎
出席者：前田会長、大塚・野村・村上・各副会長、
　　　　豊見専務理事、青野・有村・井上・小林・重森・
　　　　谷川・豊見・中川・二川・政岡・吉田各常務理事
欠席者：木平副会長、松村常務理事

１．報告事項
（ 1） 3月定例常務理事会議事要旨（別紙 1）
（ 2）諸通知

ア．来・発簡報告（別紙 2）

イ．会 務 報 告（��〃 3 ）
ウ．会員異動報告（��〃 4 ）

（ 3）委員会等報告
（前田会長）
ア．広島県健康福祉局薬務課長来会（次年度事業事前

説明）
3月20日（木）
補助金等の打合せや、いろんな話を聞かせていた
だき、進行しているところであると報告された。

イ．第43回広島県薬剤師会通常代議員会
3月21日（金）

ウ．平成25年度第 2回広島県地域保健対策協議会定例
理事会
3月24日（月）於　広島医師会館
予算・決算、医薬品の適性使用の予算付と併せて
進めていると報告された。

エ．広島県健康福祉局長ほか訪問
3月28日（金）於　県庁
挨拶回りをしたと報告された。

オ．（公財）広島県地域保健医療推進機構評議員会
3月28日（金）於　広島県健康福祉センター　
年度の予算・決算の議決したと報告された。

カ．第50回社団法人呉市薬剤師会通常総会
3月29日（土）於　呉阪急ホテル

キ．広島大学薬剤部訪問
3月31日（月）於　広島大学
医療提供体制のための新たな財政支援制度につい
て木平先生にモバイルファーマシーに関する事と、
補助金に関する事のアドバイスをもらいに行った
と報告された。

ク．東日本大震災における被災者の支援活動に対する
厚生労働大臣感謝状贈呈式
4月 3日（木）於　県庁

ケ．広島県健康福祉局薬務課長来会
4月 7日（月）
財政支援制度事業の中の事業内容に関する精査、
どういう形で申請を出すか話を詰めた。事業区分
の中で「在宅医療（歯科薬局を含む）を推進する
ための事業」と「医療従事者等の確保養成のため
の事業」に絞り込んで話を進めている。明日の夜
がヒアリング日で20億円の内10億円は既存進行し
ている事業に使われるとのこと。残り10億円をど
のようにするかという話になりつつある。また 4・
5月で詰めていくつもりであると報告された。

コ．正・副会長会議
4月 8日（火）
財政支援制度事業の詰めをさせていただいた。

サ．広島鉄道病院新築工事安全祈願祭
4 月 9 日（水）於　広島市東区二葉の里
平成27年12月を目途に新しい建物が完成するよう
で、図面と立体模型を見せていただいた。今建っ
ているところは更地にして次の事業に使われるよ
うだと報告された。

シ．中下広島県副知事訪問
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4 月10日（木）於　県庁
4月16日（水）於　県庁
挨拶回りをしたと報告された。

ス．平成26年度第 1回広島県地域包括ケア推進センター
運営協議会
4月10日（木）於　広島県健康福祉センター
第 1回目なので笠松局長の説明があった。補助金
904億円の話と合わせて、御調の山口センター長が
今までやってこられた地域包括ケアの他職種連携
で支えないと少子高齢社会は対応出来ないのでは
ないかと熱を入れて話された。各団体から今後ど
ういう風にしていくのか熱心に協議された。高齢
社会に向けてただ予算を組めばいいと言うことで
はなく実際に各団体が何をされるかということを
具体的に詰めていくということで終わったと報告
された。

（豊見日薬理事）
ア．日本薬剤師会薬価基準検討委員会（資料 1）

3月20日（木）・ 4月17日（木）於　東京・日薬
日薬の中で添付文書の校正・文章に関わることが
出来なかったのが、承認をとる前の添付文書の検
討を日薬の意見を入れていこうというのがこの委
員会で、厚労省と話し合いの中で実現しそうだと
報告された。

イ．日本薬剤師会学校薬剤師部会幹事会（資料 2）
3月20日（木）於　東京・日薬
26年度、日薬が学薬部会をどう運営していくかの
話であったと報告された。

ウ．日本薬剤師会学校環境衛生検査技術講習会（資料 3）
3月29日（土）・30日（日）於　東邦大学
学薬の若手を集めてＳＧＤと実際の実験を教えて
もらいながらの講習会であったと報告された。

エ．日本薬剤師会第 1回理事会（資料 4）
4月 8日（火）於　東京・日薬
今後の行方を含めて話をした。904億円の話で各県
薬がどうやっているか厚労省の方を呼び、話を聞
いた。また、今後の運営のやり方で、今 4・ 5・
6 月と児玉先生が会長であり旧理事でやっている
のだが、その状態を続けていくのがいいのか選挙
制度をかえて新会長が決まったら、すぐその体制
でやるのがいいのかを検討するという話し合いが
新会長山本先生と児玉先生の間で話あわれている
という話が聞こえてきたと報告された。

オ．日本薬剤師会情報システム検討委員会（資料 5）　
4月11日（金）於　東京・日薬
大阪e－お薬手帳をダウンロードしていただけると
各地によって名前が変えられるようになっている。
電子処方箋に備えて薬剤師資格証ＨＰＫＩという
のを医師資格証と同じような事をやっていくとい
う話がでていると報告された。

カ．日本薬剤師会ＤＩ委員会　
4月16日（水）於　東京・日薬
澤田先生が委員長でモバイルＤＩ室を今年も何と
か続けていきたい。薬局が分業したことによって

本当にメリットがあったのかどうかという話がで
てきているので、ヒヤリハットをデータとして実
例を提供するしかないだろうという話が出たと報
告された。

（大塚副会長）
ア．平成25年度第 3回広島県がん対策推進協議会

3月26日（水）於　県庁・北館
今回よりオブザーバーとして栃木県立がんセン
ター名誉所長の児玉哲郎医師が参加されたと報告
された。

イ．認定基準薬局運営協議会
3月27日（木）
審査を行ったと報告された。

ウ．広島国際大学入学宣誓式
4月 6日（日）於　広島国際大学
1,000名近い生徒が入学されたと報告された。

（野村副会長）
ア．薬事情報センター打合せ・面接

3月27日（木）
3月に退職されたので求人募集をしていたところ、
51歳の男性が応募された。事前に履歴書を送って
もらい、会計の担当の青野常務理事と経験年数や
給与体型等を精査して面接したがお断りになられ
たと報告された。

（村上副会長）
ア．社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会

第785回： 3月14日（金）於　支払基金広島支部
第786回： 4月11日（金）於　支払基金広島支部
全体的な基金の統計資料の説明があった。また、
基金の振り込みのミス、計算等や外注会社のミス
の謝罪があったと報告された。

イ．平成25年度広島県禁煙支援ネットワーク運営委員
会
3月17日（月）於　広島県環境保健協会
26年度事業で今年度は福山市医師会が担当となっ
た。日程は10月 5 日（日）で地域的な事があるので、
子ども向けの禁煙のパネルシアターをしているの
で、当日はそれを発表・公開という形で県薬とし
て対応したいと報告された。

ウ．業務分担③担当理事打合会（資料 6）
3月18日（火）
資料をもとに報告された。
谷川常務理事より中四国シンポジウムのことは木
平副会長が言われたのは土曜日の特別講演に動員
をしてほしいような感じに雰囲気が変わっていた
ので土曜日に移るかも知れないと追加で報告され
た。
豊見常務理事よりJPALSのことについて 3月25日
に昇格試験を受けましょうというご案内を一斉同
報している。過渡的認定を受けた方は次の 3月ま
でに18本の実践記録が必要なので、周りの方に伝
えていただくようお願いしますと追加報告された。

エ．第157回全国禁煙アドバイザー育成講習会
3月30日（日）於　尾道市民センターむかいしま
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尾道の横田先生と参加したと報告された。
オ． 6年制薬局実務実習受け入れ説明会（資料 7）

4月 9日（水）・11日（金）・17日（木）
9日は23薬局、11日は35薬局、17日は18薬局参加
で終了した報告された。

（村上副会長・青野常務理事）
ア．日本薬剤師会医薬分業指導者協議会（資料31）

3 月20日（木）於　厚生労働省講堂
会誌に詳しく書いたので見てくださいと報告され
た。

（渡邊副会長）
ア．中国地方社会保険医療協議会広島部会

第65回： 2月26日（水）於　中国四国厚生局
医科新規 5件・指定更新 7件、歯科新規 2件・指
定更新 1件　薬局新規 3件・指定更新 6件
第66回： 3月27日（木）於　中国四国厚生局
医科新規14件・指定更新39件、歯科新規 5件・指
定更新 7件、薬局新規12件・指定更新32件の中で
管薬兼業の薬局があったので認められないのでは
という意見を述べたが認められたので正確に調べ
てほしいとお願いした報告された。

イ．平成25年度医療安全研修会
3月 6 日（木）於　サテライトキャンパスひろし
ま（県民文化センター）
奈良県立医科大学健康政策医学の岡本佐和子助教
の「医療コミュニケーションと医療と患者を守る
ために」という演題で言葉の優しさが一番大切だ
と言われていたと報告された。

（豊見専務理事）
ア．集団指導

3月22日（土）於　上野学園ホール（広島県立文
化芸術ホール）
3月23日（日）於　ふくやま芸術文化ホール　リー
デンローズ

イ．平成26年度調剤報酬改定等説明会
（西部） 3月22日（土）於　上野学園ホール（広島
県立文化芸術ホール）
（東部） 3月23日（日）於　ふくやま芸術文化ホー
ル　リーデンローズ
お薬手帳の料金が 0円～ 30円上がる人もいるので
今までのポスターの上部分に追加したものを作成
し各薬局に送付する手配をしている。
また、在宅関連で24時間リストを募集してリスト
を作成し、県医師会に報告したが、締切後も追加
の要望が多かったため、各支部に管理してもらう
こととした。薬局をコンビニみたいな使い方をさ
れたら困るので、支部長に医師会と話をよくして
くださいと言おうと思っていると報告された。

ウ．平成25年度広島県医療費適正化計画検討委員会
3月24日（月）於　国保会館
ジェネリックの話がでてきた。旧基準では平均だ
と思っていたのが新基準の平均が46％だったのが、
広島が43％になって全国平均より低くなっていた
と報告された。

（青野常務理事）
ア．平成25年度圏域地対協研修会

3月23日（日）於　リーガロイヤルホテル広島
テーマが災害時の医療救護体制についてというこ
とで石巻日赤の石井先生から「石巻医療圏におけ
る東日本大震災への対応」と題して講演があり、
その後基調講演があり、災害時の医療救護活動の
連携について 7名のシンポジストでシンポジウム
が行われたと報告された。

イ．呉支部平成26年調剤報酬改定説明会
3月29日（土）於　呉阪急ホテル
日薬作成の資料を使用し説明をしたと報告された。

ウ．安田女子大学薬学部実務実習成果報告会
4月13日（日）於　安田女子大学
第 1部は去年実習した 6年生全員によるポスター
による質疑応答、第 2部は実務実習の成果報告と
いうことで 6名の実習生の発表があり、 2名の指
導薬剤師の感想の発表、第 3部は今年度の実際実
務実習をする学生との事前面談があったと報告さ
れた。

（有村常務理事）
ア．日本薬剤師会地域・在宅医療等担当者全国会議

3月26日（水）於　東京・日薬
バイタルサインの位置づけということで、あちこ
ちでバイタルサインの講習会をやられてるが、位
置づけが非常に難しい。どういう意味でやってる
かというのをしっかり把握しないと混乱が起きて
しまう。日薬は講師を派遣すると言うことだった
ので日薬の担当者を呼んで、受けたい人を対象に
県薬で研修会を開催した方が良いと思ってる。担
当副会長と話をして進めて行きたいと報告された。

イ．平成25年度在宅医療推進拠点整備事業報告会
3月29日（土）於　ＫＫＲホテル広島
完全に包括ケアにみんな向いている。2025年第 9
次介護保険の改定だが、その前に医療もどうなる
かわからないので、地域包括ケアを構築しないと
いけないだろうということだった。また、薬剤師
の参加が少ないので、こういう会議があるときは
薬剤師がどんどん参加していくべきだと報告され
た。

（重森常務理事）
ア．ひろしま健康づくり県民運動推進会議総会・健康

推進イベント（講演会）
3月25日（火）於　広島県健康福祉センター
内容としては事業計画、予算についてまた、衣笠
さんの講演会があったと報告された。

（谷川常務理事）
ア．広報委員会

4月 2日（水）
5月号の編集作業を行った。レタープレス㈱より
表紙・フォントの変更等提案があり、公益法人に
もなったので、合同会議をして方向を決めていき
たいと報告された。
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（豊見常務理事）
ア．日本薬剤師会医薬分業対策委員会（資料 8）

3月20日（木）於　日本薬剤師連盟
見える化運動のとりまとめの方法、全国におろし
ていく事例の選出を行った。
TUEの本について、TUEという（ドーピングの違
反になる薬を使わなければいけない状態・場合の
時に競技に出場する前に申請を行って許可が通れ
ば資格が剥奪されないという）仕組で医師が診る
ためのガイドブックが資料としてついている。詳
細はJADAのホームページに掲載されていると報
告された。

（中川・吉田常務理事）
ア．中国地方災害時公衆衛生支援合同研修会（資料 9）

3月19日（水）於　県庁・本館
今回は中国 5県の他職種の方が参加されていた。
趣旨説明のあと事例報告で島根・山口の先生が「平
成25年度夏の大雨災害における公衆衛生活動につ
いて」ということで報告をされた。福田千年先生
が大規模災害時における公衆衛生支援チームの協
力体制について前半後援の後、グループに分かれ
て模造紙、ホッチキス・テープ・のり・輪ゴムを
使用して、 1センチでも高いタワーを作るという
作業をした。作っている途中にこれを使ってさら
に作ってくださいといういろんなアクシデントが
ある時の対応をどうするかという作業であった。
他職種が集まってるが自然とリーダーができ、み
んなで助け合いながらいろんな経験をさせていた
だいたと報告された。

（吉田常務理事）
ア．広島県医療審議会保健医療計画部会

3月17日（月）於　県庁・北館
イ．広島県医療審議会（資料10）

3 月19日（水）於　県庁・北館
ア・イ併せての報告で、医療審議会において昨年
度保健医療計画の進捗状況、プランのチェックの
段階であった。内容によってさまざまだったが、
広島県が最も進捗状況が悪かったのが糖尿病対策
で最下位だった。県もワンコインで検診ができる
ようなそういう何かができればと言われていた。
薬局でも出来るようなことがあれば提案したいと
思っている。また、痴呆に関して、多くは誤診を
経て診察までの時間がかかってしまっている。正
しい診療に対する手続き・紹介ができたらという
提案があった。今、話題の公費で904億円の新しい
財政支援制度については新たに県で別に委員会を
設けてやっていきたいと言われたと報告された。

２．その他の委員会等報告事項（野村副会長）
（ 1）日本薬剤師会災害対策委員会

2月25日（火）於　東京・日薬（資料11）

３．審議事項
（ 1）諸規程について（別冊資料）（二川常務理事）

各理事の先生方に見ていただきたい。各委員会に

振ると時間がかかるので、 5月12日（月）開催の
全体理事会で承認を承けようかと思っている。分
担の所で直したいというのがあったら月曜日まで
に申し出ることとした。

（ 2）日薬平成25年度未収会費について（資料12）（豊見
専務理事・谷川常務理事）
会員数：221名
未収金額：2,162,500円
近隣の他県薬や日薬と相談しながら調整すること
となった。日薬の回答としては有で出す事とした。

（ 3）薬剤師が身につけておきたいフィジカルアセスメ
ントについて（有村常務理事）
講習会をやることとなった。

（ 4）全体理事会について（別冊資料）（野村副会長）
5月12日（月）午後 7時～

（ 5）第43回広島県薬剤師会定時総会について（資料13）
（別冊資料）（野村副会長）
6月22日（日）午後 1時～
・運営について（司会、開会の辞、閉会の辞）
司会：中川常務理事、開会の辞：村上副会長、閉
会の辞：大塚副会長とした。

（ 6）平成26年度抗HIV薬服薬指導研修会の講師につい
て（村上副会長）
講　師：�花

はな

井
い

十
じゅう

伍
ご

氏（全国薬害被害者団体連絡協議
会代表世話人、HIV薬害訴訟大阪原告団長）

　　　：福岡県開局薬剤師
上記講師の方にお願いすることとなった。

（ 7）ＩＰＰＮＷ日本支部理事会等の出欠について（資
料14）（野村副会長）
日　時： 4月26日（土）午後 2時30分～　【 2ペー
ジ目：本日出欠回収】
場　所：広島医師会館

（ 8）平成26年度一般用医薬品担当者全国会議（資料15）
日　時： 5月12日（月）午後 1時30分～ 4時30分
場　所：東京・航空会館
出席者： 2名
大塚副会長が参加することとなった。

（ 9）ピンクリボンdeカープのボランティアについて（資
料16）（野村常務理事）
日　時： 5月25日（日）対埼玉西武ライオンズ戦
開門予定：午後 3時～　試合開始：午後 6時～
場　所：ＭＡＺＤＡＺｏｏｍ－Ｚｏｏｍスタジア
ム広島
募集定員： 2名
松村・吉田各常務理事となった。

（10）広島キッズシティ 2014出展のお願い（資料17）（野
村副会長）
期　日： 8月 2日（土）・ 3日（日）
場　所：マリーナホップ（広島市西区観音）
出　展： 1口 4万円
出　展することとなった。

（11）広島プライマリ・ケア研究会世話人役員の推薦に
ついて（資料18）（野村副会長）
推薦人数： 2名
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任　期：平成26年 4 月 1 日～平成28年 3 月31日　
2年間（前期：木平副会長、重森常務理事）
木平副会長、井上常務理事となった。

（12）第47回日本薬剤師会学術大会（山形大会）の宿泊
予約について（資料19）（回覧）
期　日：10月12日（日）・13日（月・祝）【本日参
加人数確認】（野村副会長）
宿泊日：10月11日（土）・12日（日）
場　所：山形市民会館、山形ビッグウィング、山
形テルサ外

（13）平成26年度広島県薬物乱用対策推進本部名簿の作
成等について（資料20）（野村副会長）
（平成25年度）　本部員前田泰則
幹　事：大塚幸三
実務担当者石原長造
引き続き上記 3名とした。

（14）禁煙支援ネットワークのピンバッジの作成につい
て（資料21）（村上副会長）
ピンバッジ（＠200円）を100個か 1口 1万×2の寄
付金のどちらが良いのかと言うことで、ピンバッ
ジ100個を購入する方向となった。

（15）ＰＥＴ－ＣＴがん健診覚書の締結について（資料
22）（野村副会長）
承諾することとした。

（16）後援、助成及び協力依頼等について（野村副会長）
ア．感染・医療事故防止セミナー 2014in中国の後援依

頼について（資料23）
日　時： 5月10日（土）午後 1時～ 5時
場　所：広島国際会議
（前回承諾）
後援することとした。

イ．子育て応援団すこやか2014の後援名義使用につい
て（資料24）
日　時： 5月24日（土）、25日（日）午前10時～午
後 4時
場　所：広島県立総合体育館
（毎年承諾）
後援することとした。

ウ．第33回大会認知症の人と家族の会開催に伴う後援
名義使用について（資料25）
日　時： 6月21日（土）午後 0時30 ～午後 4時
場　所：広島県民文化センター
（毎年承諾）
後援することとした。

エ．市民公開講座　Neurosurgery�Update�in�
　　Hiroshimaの後援名義使用について（資料26）

日　時： 8月10日（日）午後 2時～午後 4時30分
場　所：広島国際会議場
（初めて）
後援することとした。

オ．「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014広島」（尾
道）に対する後援について（資料27）
日　時：9月14日（日）午後 1時～ 9月15日（月・
祝）午後 1時

場　所：しまなみ交流館、ベルポール広場（駅前
港湾緑地）
主催団体：公益財団法人日本対がん協会、リレー
フォーライフ広島実行委員会
共催団体：広島県、尾道市、（公財）広島県地域保
健医療推進機構、（公財）中国労働衛生協会尾道検
診所
（毎年承諾）
後援することとした。

カ．公開講座開催における後援について（資料28）
日　時：10月19日（日）午後 1時～午後 4時
場　所：広島国際会議場
主　催：神戸薬科大学同窓会広島支部
（初めて）
後援することとした。

４．その他
（ 1）次回常務理事会の開催について（野村副会長）

5月15日（木）午後 6時～（議事要旨作製責任者【予
定】有村健二常務理事）

（ 2）新たな財政支援制度検討委員会委員の推薦につい
て（資料29）（野村副会長）
被推薦者　前田泰則会長

（ 3）支部等総会の開催について（野村副会長）
広島県病院薬剤師会　 5月11日（土）於　エソー
ル広島
安芸支部 5月25日（日）於　サンピア・アキ
廿日市支部　 5月25日（日）於　ホテルグランヴィ
ア広島

（ 4）夏季の省エネルギー対策（軽装励行［クールビズ］）
について（野村副会長）
期間： 5月 1日～ 10月31日

（ 5）日本ジェネリック医薬品学会第 8回学術大会のチ
ラシについて（資料30）（野村副会長）

（ 6）「脱法ドラッグ逃げられると思わないことだ」パン
フレットについて（野村副会長）

（ 7）広島県立美術館特別展「平山郁夫展」チラシにつ
いて（野村副会長）

（ 8）広島県立美術館特別展「星星會展」チラシについ
て（野村副会長）　
◦�豊見常務理事より509万円の健康推進過程事業の
話はどうなっているのかということがあったが、
石原事務局長より現在調整中とのことであると
のことだった。

◦�豊見専務理事より薬局で糖尿病検査で受診勧奨
すると罰せられるという記事が出た。日薬から
通知が出て医学的判断だから医師会がシビアに
なっているので、薬学的判断に基づいて一般論
として個別に詳しい検査をおすすめするするの
は今まで通り大丈夫。ただし、そういう検査を
店頭でやる場合は厚生労働省に届出を出さない
といけないということになっているので気をつ
けてくださいとの報告があった。

◦�重森常務理事よりお薬手帳を持って来ないと薬
をくれないという情報があったと報告された。
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県薬日誌

日　　　付 行　事　内　容

４月21日 月 ・林広島県議会議長訪問（県庁）
・公法人化に伴う諸規定等の改正について

22日 火 会員委員会

23日 水
・監査会
・選考委員会
・広島県薬剤師会「地対協WG」

24日 木

・第6７回中国地方社会保険医療協議会広
島部会　　　　　　（中国四国厚生局）
・㈱ミロク情報サービスとの打合せ
・会計部打合会
・日本薬剤師会平成26年度学校薬剤師部
会全国担当者会議　　　（東京・日薬）

2５日 金

・日本薬剤師会平成26年度第１回薬剤師
会薬事情報センター実務担当者等研修
会　　　　　　　　　　（東京・日薬）
・厚生労働省医薬品第一部会

（厚生労働省会議室）

26日 土 IPPNW日本文部理事会、広島県支部総
会、日本支部総会　　　（広島医師会館）

2７日 日 広島大学霞管弦楽団2014�Spring�Concert
（上野学園ホール）

30日 水 厚生労働省医薬品第二部会
（厚生労働省会議室）

５月２日 金 子育て応援団すこやか2014打合会
（広島医師会館）

９日 金

・第７8７回社会保険診療報酬支払基金広
島支部幹事会　　（支払基金広島支部）
・平成26年度抗ＨＩＶ薬服薬指導研修会
打合会��　（広島県健康福祉センター）

・ＮＰＯ法人広島県介護支援専門員協会
平成26年度第１回総務部会
（NPO法人広島県介護専門員協会）

・ひろしま医療関連産業クラスター推進
会議第１回専門委員会��（県庁・北館）

10日 土
・平成26年度「看護の日」広島県大会

（広島県民文化センター）
・㈱ジェイ・エム・エス感染・医療事故
防止セミナー　　　（広島国際会議場）

12日 月
・日本薬剤師会平成26年度一般用医薬品
担当者全国会議　　（東京・航空会館）
・選挙管理委員会

13日 火 ・広報委員会
・「子育て応援団すこやか2014」打合会

日　　　付 行　事　内　容

14日 水

・日本薬剤師会議事運営委員会
（東京・日薬）

・日本薬剤師会平成26年度都道府県会長
協議会　　　　　　　　（東京・日薬）
・故小田利郎先生を偲ぶ会
（東京・ホテルニューオータニ東京）

1５日 木

・広島県毒物劇物安全協会平成26年度総
会並びに研修会

（ホテルニューヒロデン）
・中国四国厚生局来会
・常務理事会

1７日 土 第５8回広島県病院薬剤師会総会
（エソール広島）

19日 月 第64回“社会を明るくする運動”広島県推
進委員会�　　�（広島グリーンアリーナ）

21日 水 広島県薬剤師研修協議会

22日 木 新基金事業に係る四師会事前調整会議
（広島医師会館）

24・2５日 子育て応援団すこやか2014
（広島グリーンアリーナ）

24日 土
・全体理事会
・呉市薬剤師会総会（ビューポートくれ）
・三原薬剤師会総会（三原国際ホテル）

2５日 日

・安芸薬剤師会総会（サンピア・アキ）
・廿日市市薬剤師会総会

（ホテルグランヴィア広島）
・ピンクリボンdeカープ
（MAZDAZoom-Zoomスタジアム）

26日 月
放射線被曝者医療国際協力推進協議会
IAEA協労センター指定記念セミナー

（リーガロイヤルホテル広島）

2７日 火 第68回中国地方社会保険医療協議会広島
部会　　　　　　　　（中国四国厚生局）

29日 木
・国保連合会来会
・東広島薬剤師会総会

　（西条HAKUWAホテル）

30日 金

・平成26年度第２回新たな財政支援制度
検討委員会　　　　　　（県庁・北館）
・平成26年度地域在宅緩和ケア推進協議
会第１回会議　　　　（県立広島病院）
・ｅ-お薬手帳に関する打合会

31日 土

・広島県学校薬剤師会代議員会・総会
・広島キッズシティ2014　オーナー事前
説明会（広島市立広島特別支援学校）
・安佐薬剤師会総会

（安佐南区総合福祉センター）

５月31日～
６月６日

平成26年度「世界記念デー」及び「禁煙
週間」
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日　　　付 行　事　内　容

６月１日 日
・認定実務実習指導薬剤師養成講習会

（中国中央病院（福山市御幸町））
・日本薬剤師会平成26年度薬局実務実習
担当者全国会議　　　（日本薬剤師会）

５日 木 ・ＨＭネットに関する打合せ
・広島テレビ取材

６日 金
・（公財）広島県地域保健医療推進機構
評議員会事前説明
・広報委員会

７・８日 日薬代議員中国ブロック会議　　（岡山）

８日 日
・日本薬剤師会全国災害対策担当者会議
（第２回）　　　　　　　（東京・日薬）
・認定実務実習指導薬剤師養成講習会

９日 月
・公益法人及び一般法人に係る研修会

（県庁・本館）
・平成26年度社会保険医療担当者（薬局）
指導打合会

12日 木
・平成26年度第１回ひろしま食育・健康
づくり実行委員会　　　（県庁・本館）
・薬剤師が身につけておきたいフィジカル
アセスメントの理念及び試行的研修会

13日 金 第７88回社会保険診療報酬支払基金広島
支部幹事会　　　　（支払基金広島支部）

日　　　付 行　事　内　容

14日 土
・広島市薬剤師会総会
・NPO法人広島県介護支援専門員第1７
回定期総会（広島県健康福祉センター）

1５日 日 第2５回ジュノー記念祭
（広島平和公園ジュノー記念碑前）

16日 月

・第1５回中国地方社会保険医療協議会総
会　　　　　　（広島合同庁舎２号館）
・広島県環境審議会第2５回温泉部会

（県庁・北館）
・（公財）広島県地域保健医療推進機構
評議員会　（広島県健康福祉センター）
・広島県薬剤師会「地対協WG」

1７日 火
・安田女子大学薬学部早期体験学習

（安田女子大学）
・第31回広島県薬事衛生大会打合会

18日 水

・平成26年度広島県薬物乱用対策推進本
部幹事会　　　　　　　（県庁・本館）
・第26回（公社）青少年育成広島県民会
議通常総会

（広島YMCA国際文化ホール）

19日 木

・常務理事会
・平成26年度第１回多職種連携推進ワー
キングチーム・在宅ケア推進ワーキン
グチーム合同会議

（広島県健康福祉センター）
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7 月 2 日（水） 「薬草に親しむ会」打合会

7 月 5 日（土） 第30回尾道市御調地区保健福祉推進大会（尾道市公立みつぎ総合病院）

　　〃 尾道支部総会（尾道国際ホテル）

7 月 6 日（日） 新薬剤師研修会

7 月 7 日（月） 平成26年度第 １ 回広島県保険者協議会（国保会館）

7 月 8 日（火） 日薬賞等選考委員会（未定）

7 月 9 日（水） 日本薬剤師会平成26年度第 2 回都道府県会長協議会（東京・日薬）

7 月１１日（金） 第789回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

7 月１2日（土） 日本薬剤師会平成26年度病院診療所薬剤師研修会（広島国際会議場）

　　〃 
日本ジェネリック医薬品学会第 8 回学術大会（ウインクあいち）

7 月１3日（日） 

　　〃 日本薬剤師会平成26年度病院診療所薬剤師研修会（広島国際会議場）

7 月１7日（木） 常務理事会

7 月１8日（金） 平成26年度広島県四師会社会保険担当理事連絡協議会（ANAクラウンプラザホテル広島）

　　〃 平成26年度広島県四師会役員連絡協議会（ANAクラウンプラザホテル広島）

7 月20日（日） 認定実務実習指導薬剤師養成のためのワークショップ
7 月2１日（月） 「第42回薬剤師のためのワークショップ中国・四国 in 岡山」（就実大学）

7 月26日（土） 平成26年度広島県合同輸血療法委員会（国保会館）

7 月27日（日） 平成26年度ヒロシマ薬剤師研修会（廣仁会館）

　　〃 第 4 回学校環境衛生研究協議会（メルパルク京都）

7 月30日（水） 中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当者の個別指導（広島合同庁舎）

7 月3１日（木） 中国四国厚生局及び広島県による社会保険医療担当者の新規個別指導（広島合同庁舎）

8 月 2 日（土） 
広島キッズシティー（西区・観音マリーナホップ）

8 月 3 日（日） 

8 月 8 日（金） 第790回社会保険診療報酬支払基金広島支部幹事会（支払基金広島支部）

8 月20日（水） 平成26年度登録販売者試験（広島県立総合体育館）

8 月2１日（木） 常務理事会

8 月29日（金） 
第１6回日本褥瘡学会学術集会（名古屋国際会議場）

8 月30日（土） 

　　〃 第40回広島県国保診療施設地域医療学会（広島市文化交流会館）

行事予定（平成26年 7 月〜 8 月）

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭

⎫
⎬
⎭
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　医薬品販売制度に関する薬事法改正について、次の広島県ホームページで紹介していますので、参考にしてくださ
い。県ホームページURL　http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/５9/kaisei.html　（薬事法の改正について）

平成26年 4 月 7 日
公益社団法人広島県薬剤師会会長　様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　
〒730-8511　広島市中区基町10-52　

　　　　　　　　　薬　　　務　　　課　　　　　

医薬品の販売業者等に関するQ&Aについて（通知）

　このことについて、平成26年 3 月31日付けで厚生労働省医薬食品局総務課及び同監視指導・麻薬対策課から別紙
（写）のとおり事務連絡がありました。
　ついては、貴会会員へ周知をお願いします。

担　当　薬事グループ
電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　（担当者　細川）

事 　 務 　 連 　 絡
平成26年 3 月31日

　　都 道 府 県
各　保健所設置市　衛生主管部（局）長　殿
　　特　別　区　

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 総 務 課
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

医薬品の販売業等に関するＱ＆Ａについて
　「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成25年法律第103号。以下「改正法」という。）及び改正法の施行
に伴う政省令改正の内容については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」（平成26年 3
月10日付け薬食発0310第 1 号厚生労働省医薬食品局通知。以下「施行通知」という。）でお示ししておりますが、今般、
そのＱ＆Ａを別添のとおり取りまとめましたので、業務の参考としていただくとともに、貴管下関係団体、関係機関
等への周知をお願いいたします。
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<別添>
【許可申請・届出関係】

（問 1）　新制度の施行（平成26年 6 月12日）の時点で要指導医薬品を販売等している場合は、施行の日から30日
以内に届け出ることとされている。また、一般用医薬品の特定販売を行っている場合には、施行後直ちに
届け出ることとされている。これらの場合、事前（平成26年 6 月12日以前）に届出書類を受け付けること
は差し支えないか。

　（答）　　都道府県知事等の判断で柔軟に対応して差し支えない（届出の様式は問わない。）。

（問 2）　今回の改正で、薬局開設許可申請書等に新たに「相談時及び緊急時の連絡先」を記載する欄が設けられ
ているが、緊急時専用の連絡先がない場合には、店舗や営業所の通常の連絡先を記載すればよいか。

　（答）　　薬局等に掲示すべき事項である「相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先」と同じものを記載すればよ
い。

【開店時間・営業時間】

（問 3）　全く開店しない店舗について、店舗販売業の許可を取得することは可能であるか。

　（答）　　全く開店しないのであれば、店舗とは言いがたいため、不可である。

（問 4）　例えば、インターネットでの注文を受け付ける場合には、通常24時間受付していると考えられるが、営
業時間としては、受信した注文内容を薬剤師又は登録販売者が確認した時点から運送業者等に医薬品を引
き渡せる状態にするまでの業務を行う時間を営業時間と考えて差し支えないか。

　（答）　　差し支えない。

【薬局及び店舗の構造設備】

（問 5）　薬局（店舗）の看板や掲示板が出ていれば、「薬局（店舗）であることが外観から明らかであること」
との要件を満たすと考えてよいか。

　（答）　　看板、掲示板の位置、形状、大きさ等の見えやすさにもよるが、通常の看板や掲示板であれば、要件を満
たすと考えている。

【医薬品の譲渡に関する記録】

（問 6）　購入者が情報提供及び指導の内容を理解したことの確認に当たっては、何をもって購入者が理解したと
判断すればよいのか。

　（答）　　薬剤師等が購入者に口頭等で確認すればよい。

（問 7）　購入者が情報提供及び指導の内容を理解したことの確認の結果の記録に当たっては、購入者の署名が必
要か。

　（答）　　購入者の署名が望ましいが、購入者に理解したことを確認の上、対応した薬剤師等が記録することでも差
し支えない。
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（問 8）　薬局医薬品、要指導医薬品を販売・授与する際、購入者が使用者でない場合に正当な理由の有無を確認
したことについて、書面による記録が必要か。

　（答）　　販売記録に併せて記載することが望ましいと考える。

（問 9）　「特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備」として、例えば、①映像を撮影す
るためのデジタルカメラ、②撮影した映像を電子メールで送信するためのパソコンやインターネット回線
等及び③現状についてリアルタイムでやり取りができる電話機及び電話回線の全てを組み合わせること
は、これに該当するか。

　（答）　　都道府県知事等が認めるのであれば、該当する。

【医薬品の陳列】

（問10）　陳列棚内で区分してあれば、要指導医薬品と第 1類医薬品を同じ陳列棚に陳列して差し支えないか。

　（答）　　差し支えない。

【濫用等のおそれのある医薬品の販売等】

（問11）　濫用等のおそれのある医薬品を若年者に販売する場合、購入者の氏名や年齢についてはどのように確認
すればよいのか。

　（答）　　具体的な方法は問わないが、若年者であることが疑われる場合には、年齢・氏名の確認が必要となる。こ
の場合、身分証明書等により確認することが適当である。

（問12）　濫用等のおそれのある医薬品を販売する場合、購入者の他薬局等での購入状況等についてはどのように
確認すればよいのか。

　（答）　　口頭等で確認することで差し支えない。

【薬局等における医薬品の広告】

（問13）　薬局等の接客態度に関する「口コミ」を、ちらしやホームページに掲載してもよいか。

　（答）　　医薬品は個々人のそのときの症状に合わせて使用されるべきものであり、体質や症状の異なる他人からの
効能・効果に関する「口コミ」に基づいて使用すると、不適正な使用を招くおそれがあることから、医薬品
の効能・効果に関する「口コミ」を禁止するものである。

　　　　　このため、単に薬局等の接客態度に関するものであれば、「口コミ」をちらしやホームページに掲載する
ことは差し支えない。

　　　　　ただし、接客態度に関する「口コミ」等と称していても、その内容が医薬品の効能・効果に関する「口コ
ミ」に該当するものは認められない。

　　　　　また、「口コミ」の掲載に当たっては、適正広告基準等に十分留意することが必要である。

（問14）　いわゆる「レコメンド」は認められないとされているが、例えば、トップページに特定の医薬品を表示
させることや、販売サイトに登録した年齢や性別に関する情報に基づき医薬品に関して広告してもよい
か。
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　（答）　　「レコメンド」に関する規定は、医薬品の購入履歴等に基づき、購入者の同意なく、特定の医薬品の購入
を勧めるような広告をしてはならないという趣旨で設けられたものである。

　　　　　このため、販売サイトのトップページに医薬品を表示させる場合であっても、医薬品の購入履歴や閲覧履
歴に基づくものであれば認められない。

　　　　　他方で、医薬品の購入履歴等に基づかない広告（例：ホームページ閲覧者全員に対する一律の医薬品広告、
ホームページでの医薬品購入者全員に対する一律の医薬品広告）は差し支えない。また、販売サイトに登録
した年齢や性別に関する情報に基づき、特定の医薬品に関して広告することは差し支えない。

　　　　　ただし、いずれの場合も適正広告基準等に十分留意することが必要である。

（問15）　医薬品の購入履歴等に基づき、いわゆる「ダイレクトメール」の形式で、特定の医薬品の購入を勧める
ことは差し支えないか。

　（答）　　いわゆる「ダイレクトメール」の形式であっても、医薬品の購入履歴等に基づき広告するのであれば認め
られない。

（問16）　購入希望者が、自身の購入履歴を踏まえた情報提供（いわゆる「ダイレクトメール」の送付等）を希望
する旨意思表示があった場合でも、医薬品の購入履歴等に基づき、特定の医薬品の購入を勧めるような「ダ
イレクトメール」を送付することは認められないのか。

　（答）　　医薬品の購入履歴等に基づき、特定の医薬品の広告を行うことは認められないが、購入希望者の求めに応
じて客観的な事実を情報提供することは差し支えない。

　　　　　ただし、購入希望者の求めに応じた情報提供であるか否かを明確にするため、購入希望者による同意につ
いては、単に「「ダイレクトメール」を送付すること」への同意ではなく、「医薬品の購入履歴等に基づいて
特定の医薬品を勧めること」に対して、同意を別に得る形で行うことが必要である。

　　　　　また、ホームページでこのような情報提供を行う場合は、例えば、
　　　　　①医薬品の購入履歴等に基づいて勧める医薬品を表示するページを別に設け
　　　　　②購入希望者に、そのページには過去の購入履歴等に基づき勧められる医薬品が表示されることを伝えた
　　　　　　上で
　　　　　③購入希望者がそのページを閲覧することを希望した場合にそのページを見られるようする
　　　　といった手続きで同意を得る方法が考えられる。
　　　　　なお、購入希望者側から、いつでも同意が撤回できるようにしておくことが必要である（例えば、「ダイ

レクトメール」に毎回、同意の撤回する手続きを併せて記載すること等）。
　　　　　また、同意を得る手続きの際、例えば、初期設定（デフォルト）を「同意あり」として同意を得ることは、

購入希望者が同意の内容を確認した上で同意しているか否かが明確でないため、認められない。

（問17）　どのような広告が「特定販売を行う広告」になるのか、販売を行うホームページに単に誘導するだけの
バナー広告も「特定販売を行う広告」に該当するのか。

　（答）　　「特定販売を行う広告」に該当するか否かは、その広告にインターネットや電話で注文可能であることが
記載されているか否かで判断することを基本とする。

　　　　　このため、原則として、販売を行うホームページに単に誘導するだけのバナー広告も「特定販売を行う広
告」には該当しない。

　　　　　また、単に商品と電話番号だけが書いてある場合は「特定販売を行う広告」には該当しないが、商品と電
話番号と併せて、その電話番号に電話すれば特定販売に応じる旨を併記した場合は、「特定販売を行う広告」
に該当する。

（問18）　テレビで「特定販売を行う広告」を実施する場合も、インターネット等で「特定販売を行う広告」を実
施する場合に求められる表示事項と同じ事項の表示が求められるのか。



50 2014 Vol.39 No.4　広島県薬剤師会誌

　（答）　　テレビで広告を行う場合についても、インターネット等で「特定販売を行う広告」を実施する場合と同じ
事項の表示が求められる。

　　　　　ただし、テレビの場合は、番組終了後に表示事項が見られなくなってしまうという特性を踏まえ、購入者
保護の観点から、問い合わせの際に口頭で説明することや、商品発送時に求められる表示事項と同様の事項
を示した書面の同封することが望ましい。

【特定販売の方法】

（問19）　特定の組織内でのみ接続可能な、いわゆる「イントラネット」を用いた一般用医薬品の販売については、
特定販売に該当するか。

　（答）　　特定販売に該当する。
　　　　　ただし、組織の外部から接続できないのであれば、インターネットを利用した特定販売には該当しないた

め、厚生労働省のホームページの販売サイト一覧には掲載されない。

（問20）　単に注文のみを受け付けるだけの業務を行っている営業所について、薬事法上の取扱いはどのようにな
るのか。

　（答）　　以下の①から③までに掲げる条件を満たし、単に注文のみを受け付けるだけの営業所であれば、医薬品の
販売業の許可は不要であるが、その営業所で販売の可否を判断しないこと及び購入者と実際に医薬品を販売
する店舗との間で、必要な情報提供・相談応需が直接できることが前提となる。

　　　　　また、その営業所を運営する事業者は、薬事法の規定に違反するおそれのある事業者による医薬品の販売・
授与や、薬事法等の規定に違反した、又は違反するおそれのある医薬品が販売・授与されないよう、国及び
都道府県等とも連携して、必要な取組を行うことが望ましい。

　　　　　①購入者がどこの店舗から医薬品を購入しているのかが明らかである
　　　　　②必要な表示等も含めて、特定販売に関する全てのルールが遵守されている
　　　　　③実際に医薬品を販売する店舗に現に勤務している薬剤師等が、購入者の情報を収集した上で販売の可否
　　　　　　を判断し、必要な情報提供している

（問21）　コンビニエンスストア（コンビニ）において、例えば、①そのコンビニに設置された端末等により、特
定販売を行う薬局等から、必要な情報提供を受けた後に、一般用医薬品の売買契約を結ぶ、②その際、そ
のコンビニでその商品の代金を支払う、③後日、売買契約を結んだ、医薬品の販売業の許可を有する薬局
等からそのコンビニに配送された商品を購入者が受け取る、といった手続きを経て、購入者に一般用医薬
品が販売・授与される場合には、そのコンビニについて、薬事法上の取扱いはどのようになるのか。

　（答）　　以下の①から③までに掲げる条件を満たし、そのコンビニでは単に商品の取り次ぐ業務だけを行っている
のであれば、そのコンビニは、医薬品の販売業の許可を取得する必要はないが、そのコンビニで販売の可否
を判断しないこと及び購入者と実際に医薬品を販売する薬局等との間で、必要な情報提供・相談応需体制が
直接できることが前提となる。

　　　　　ただし、そのコンビニで、注文されていない商品も含めて貯蔵したり、医薬品を陳列したりするのであれ
ば、そのコンビニエンスストアは、医薬品の販売業の許可が必要である。

　　　　　また、そのコンビニを運営する事業者は、薬事法の規定に違反するおそれのある事業者による医薬品の販
売・授与や、薬事法等の規定に違反した、又は違反するおそれのある医薬品が販売・授与されないよう、国
及び都道府県等とも連携して、必要な取組を行うことが望ましい。

　　　　　①購入者がどこの店舗から医薬品を購入しているのかが明らかである
　　　　　②必要な表示等も含めて、特定販売に関する全てのルールが遵守されている
　　　　　③実際に医薬品を販売する薬局等に現に勤務している薬剤師等が、購入者の情報を収集した上で販売の可
　　　　　　否を判断し、必要な情報提供している
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（問22）　特定販売を行うに当たり、販売を行う薬局（店舗）に販売品の在庫がない場合など、系列の特定販売を
行う他店から配送を行うことは可能か。

　（答）　　不可である。

【特定販売に関する表示】

（問23）　特定販売に関して表示すべき事項に「現在勤務している薬剤師及び登録販売者の氏名」とあるが、カタ
ログにより特定販売を行うことを広告する場合にはどのように表示すればよいのか。

　（答）　　特定販売の業務を行う資格者の一覧と、概ねの勤務時間等（シフト表等）を示すことで差し支えない。

（問24）　特定販売を行うことについて広告をする場合、ホームページに、薬局等の正式な名称を表示することと
なっているが、その略称やインターネットモール事業者の名称を併記しても差し支えないとされている。
この場合、略称等の文字の大きさは、正式名称よりも大きく表示されていてもよいか。

　（答）　　薬局等の正式な名称は、購入者がどこの店舗から購入したのかが分かるよう、ホームページ上で分かりや
すく表示されている必要があるため、薬局等の正式な名称の文字の大きさは、略称等よりも大きいか、又は
同じである必要がある。

（問25）　販売する医薬品の使用期限については、その店舗に貯蔵、陳列等している品目の全ての使用期限を表示
させる方法のほか、使用期限までの期間が最短の品目の使用期限を表示させる方法でも差し支えないとの
ことであるが、例えば、「当店では使用期限が○年以上ある医薬品のみを配送いたします」と表示すれば
良いか。

　（答）　�　購入者に分かりやすく表示させるのであれば、そうした内容で差し支えない。

【特定販売の薬事監視の手段】

（問26）　特定販売のみを行う時間に薬事監視を行う場合には、「特定販売の実施方法に関する適切な監督を行う
ために必要な設備」を必ず利用しなければならないのか。

　（答）　　直接店舗を訪問する手段等と組み合わせて対応することで差し支えない。

【指定第 2類医薬品に関する表示】

（問27）　「指定第 2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第 2類医薬品の禁忌を確認す
ること及び当該指定第 2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨」を確
実に認識できるようにするための必要な措置の具体的な方法としては、例えば、店頭では、購入者への声
かけやレジ付近での分かりやすい掲示、インターネット販売では、ポップアップ表示が考えられるが、い
ずれの方法も問題ないものか。

　（答）　　問題ない。

【薬学的知見に基づく指導】

（問28）　法 9条の 3第 2項等に規定されている「薬学的知見に基づく指導」とは、具体的にどのような指導をい
うのか。
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　（答）　　薬剤師が有する薬学的知見に基づき、購入者から確認した使用者に関する情報（年齢、性別、症状、服用
履歴等）を踏まえ、当該使用者の個別具体の状態、状況等に合わせて、適正使用等を指導する行為をいう。

【一般用医薬品に関する情報提供等】

（問29）　法第36条の10第 1 項ただし書きについて、購入者が薬剤師等であるか否かの確認は、口頭での確認のみ
で差し支えないか。

　（答）　　薬剤師等であることが分かる身分証等があれば、それをもって判断することが望ましい。それが、困難な
場合にあっては、個別に薬剤師が判断しても差し支えない。

　　　　　ただし、薬剤師が、相手を専門家と判断した根拠を説明できることが必要である。

（問30）　法第36条の10第 6 項により、説明不要の意思表示があった場合であって、第 1類医薬品が適正に使用さ
れると認められる場合には、同条第 1項の規定は適用しないことになるが、その場合は同条第 2項の規定
も適用されないものと考えてよいか。

　（答）　　法第36条の10第 2 項に規定する義務は、第 1項の規定に付随するものであるため、同条第 1項の規定が適
用されない場合には、同条第 2項も適用されない。

（問31）　一般用医薬品の情報提供に当たっては、情報提供を行った薬剤師又は登録販売者の氏名を購入者に伝え
させることとされているが、薬局又は店舗内の情報提供を行う場所において「販売した薬剤師又は登録販
売者の氏名」は名札を提示することにより伝えたとすることで差し支えないか。

　（答）　　情報提供文書等に記載するなどの方法が望ましいが、購入者に対して、情報提供を行った薬剤師又は登録
販売者の氏名が確実に伝わる方法であれば、差し支えない。

【配置販売業】

（問32）　配置販売に従事する者は名札を付けることとされているが、法第33条第 1項の身分証明書でも差し支え
ないか。

　（答）　　差し支えない。

【登録販売者試験】

（問33）　平成26年度以降の登録販売者試験の出題事項には、今回の法改正の内容は含まれるのか。

　（答）　　含まれる。
　　　　登録販売者試験の出題事項については、「試験問題作成に関する手引き（平成26年 3 月）」※を参照されたい。
　　　　　※掲載ページ：http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/shiken_h26.html
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平成26年 4 月18日
一般社団法人広島県医師会会長　　　　　　様
一般社団法人広島県歯科医師会会長　　　　様
社団法人広島県病院協会会長　　　　　　　様
一般社団法人広島県医療法人協会会長　　　様
広島県保険医協会会長　　　　　　　　　　様
公益社団法人広島県薬剤師会会長　　　　　様
広島県病院薬剤師会会長　　　　　　　　　様　　　　
広島県医療機器販売業協会会長　　　　　　様
社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長　様
広島県医薬品卸協同組合理事長　　　　　　様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　
〒730-8511　広島市中区基町10-52　

　　　　　　　　　薬　　　務　　　課　　　　　

医薬機器の分割販売について（通知）

　このことについて，平成26年 4 月11日付け薬食監麻発0411第 3 号により厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策
課長から別紙（写）のとおり通知がありました。
　ついては，貴会（組合）会員へ周知をお願いします。

担　当　薬事グループ
電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　（担当者　細川）

薬食監麻発0411第 3 号
平成 2 6年 4 月 1 1日

　　都 道 府 県
各　保健所設置市　衛生主管部（局）長　殿
　　特　別　区　

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課
（公　印　省　略）　

医療機器の分割販売について

　今般、在宅医療の現場において医療機器が使われる機会が多くなっており、これに伴い、在宅での療養を行ってい
る患者の状態に応じて必要な量の医療機器を小包装単位で供給することが求められております。このため、医療機器
販売業者における販売等の際の取扱いを下記のとおり示したので、御了知の上、貴管下の関係業者に対して周知徹底
をお願いします。

記

1　医療機器販売業者において、医療機器の直接の容器又は直接の被包を開き、小包装単位で供給する行為（以下「分
割販売」という。）は、特定の需要者の求めに応じて行う場合に限って認められる。

　　ただし、広く一般に対し、販売等を行うために、あらかじめ分割する行為は、薬事法（昭和35年法律第145号。
以下「法」という。）第13条第 1項に規定する製造行為（小分け製造）に該当する。

2　分割販売する製品は、内袋があるなど、その直接の容器又は直接の被包を開いても、品質の劣化など、保健衛生
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上の危害が生じる可能性が低い医療機器に限る。

3　分割販売された医療機器も薬事法上の医療機器であることに変わりはないので、法第63条から第64条までの規定
を遵守しなければならない。具体的には、外箱の写しなど法第63条に規定する事項を記載した文書及び法第63条の
2に規定する添付文書又はその写しを添付しなければならない。

4　医療機器の分割販売に当たっては、保健衛生上の支障が生じることのないよう、分割販売の作業を行う者の指定、
手順書等に基づく作業の実施等により厳正な管理下で適正に行い、法第65条に触れるものを販売してはならない。

5　分割販売された医療機器を別の医療機器販売業者から購入する医療機器販売業者においては、分割販売の実施が
困難な医療機器販売業者に対してその実施を要請したり、分割販売を行う医療機器販売業者に対して必要以上の配
送を求めたりすること等により過大な負担を強いることのないよう留意されたい。

6　医療機器製造販売業者については、医療機器販売業者における分割販売の実施状況を踏まえつつ、引き続き小包
装品の円滑な供給に努めるよう留意されたい。

平成26年 5 月 8 日
公益社団法人広島県薬剤師会会長　様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　
〒730-8511　広島市中区基町10-52　

　　　　　　　　　薬　　　務　　　課　　　　　

医薬品販売制度に係る薬事法改正に伴う事前届について（依頼）

　本県における薬務行政の推進については、日頃から御協力をいただき、厚く御礼を申し上げます。
　さて、医薬品販売制度の見直しに係る改正後の薬事法については、平成26年 6 月12日に施行することとされており、
これに伴い、既存薬局及び店舗販売業者等においては、必要な届出をすることとされています。
　そこで本県では、必要となる届出について、別紙様式「業務体制確認届書」により、薬局又は店舗の所在地を管轄
する保健所（支所）へ事前に提出していただくこととしました。
　ついては、管轄の保健所（支所）から依頼があった場合は、速やかな提出に御協力くださるよう、貴会会員への周
知をお願いいたします。

［注意事項］
1　事前届出対象業種
　　　薬局、店舗販売業及び（旧）薬種商販売業
2　事前届出提出期限
　　　平成26年 6 月12日（木）　※改正法施行日

担当　薬事グループ
電話　082-513-3222（ダイヤルイン）
FAX　082-211-3006
E-mail：fuyakumu@pref.hiroshima.lg.jp
（担当者児玉）
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別紙様式４－① 

業務体制確認届業務体制確認届業務体制確認届業務体制確認届書書書書    

 

業 務 の 種 別 

 (該当する業種に☑し，許可番

号，許可年月日及び有効期間を

記載してください。) 

業務の種別 許可番号 許可年月日及び有効期間 

□薬局 

□店舗販売業 

□薬種商販売業 

第    号 

平成  年  月  日 

（平成  年  月  日～ 

平成  年  月  日） 

□薬局製造販売業 

 

 

 

□薬局製造業 

   第    号 

 

 

 

   第    号 

平成  年  月  日 

（平成  年  月  日～ 

平成  年  月  日） 

 

平成  年  月  日 

（平成  年  月  日～ 

平成  年  月  日） 

薬局又は店舗 

名 称 
 

所在地 

〒          電話             ＦＡＸ 

届 

出 

事 

項 

この届出書を提出 

す る 時 点 で 

取 り 扱 っ て い る 

医 薬 品 の 区 分 

（該当する項目に☑してくだ

さい。） 

□薬局医薬品(薬局製造販売医薬品を除く)  □薬局製造販売医薬品 

 

□要指導医薬品  □第１類医薬品  □指定第２類医薬品 

 

□第２類医薬品  □第３類医薬品 

  

※要指導医薬品の取扱いがある場合は，平面図を添付 

（要指導医薬品，第１類医薬品の陳列場所，情報提供場所を明記） 

相 談 時 ・ 緊 急 時 

の 電 話 番 号 

そ の 他 連 絡 先 

 

特 定 販 売 の 有 無 

（いずれかに☑してくださ

い。） 

□有   □無 

   

※特定販売がある場合は，別紙様式４－②を添付 

備 考 

 

 

上記により，業務を行う体制の届出をします。 

 

     年    月     日 

 

〒        電話    

住所 

氏名                       ㊞  

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

 

広島県      保健所長   様 
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別紙様式４－② 

薬事法第４条第３項第４号ロの厚生労働省令で定める事項 

 

特 定 販 売 を 行 う 際 に 

使 用 す る 通 信 手 段 

（該当する項目に☑してください。） 

□インターネット 

□電話 

□カタログ 

□その他（                        ） 

特定販売を行う医薬品の区分 

（該当する項目に☑してください。） 

□第１類医薬品 □指定第２類医薬品 □第２類医薬品 

 

□第３類医薬品 □薬局製造販売医薬品 

特定販売を行う時間及び営業時間のうち 
特定販売のみを行う時間がある場合の時間 
（いずれかに☑してください。） 

特定販売のみを行う時間が  □ある   □ない 

 時間： 

特定販売を行うことについての広告に  
薬局又は店舗の名称と異なる 
名称を表示するときの名称 
（いずれかに☑してください。） 

□使用する 

（名称：                           ） 

 

□使用しない 

特定販売を行うことについて 
インターネットを利用して広告をするときは 
主たるホームページアドレス及び 
主たるホームページの構成の概要 
（いずれかに☑してください。） 

インターネットを利用して広告  □する   □しない 

※広告する場合は以下を記載 

・主たるホームページのアドレス 

  

 

・主たるホームページの構成の概要 

 

 

 

都道府県知事（保健所長）又は厚生労働大臣が  
特定販売の実施方法に関する適切な監督を 
行うために必要な設備の概要

（薬局又は店舗の営業時間のうち特定販売のみを 
行う時間がある場合に限る。） 
（該当する項目に☑してください。） 

□映像を撮影するためのデジタルカメラ 

□撮影した映像を電子メールで送信するためのパソコン又はインター

ネット回線 

□現状についてリアルタイムでやり取りができる電話機及び電話回線 

（※広島県内では上記の全ての設備があるもののみ認めています。） 

 

（注意） 
概要欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは，同欄に「別紙のとおり」と記載し，別紙を

添付してください。 
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平成26年 5 月 9 日
一般社団法人広島県医師会会長　　　　　　様
一般社団法人広島県歯科医師会会長　　　　様
公益社団法人広島県薬剤師会会長　　　　　様
社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長　様
広島県医薬品卸協同組合理事長　　　　　　様
広島県製薬協会会長　　　　　　　　　　　様
広島県医薬品配置協議会会長　　　　　　　様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会会長　様
広島県富山配置薬業協議会会長　　　　　　様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　
〒730-8511　広島市中区基町10-52　

　　　　　　　　　薬　　　務　　　課　　　　　

医薬品の販売業者等に関するQ＆Aについて（その 2 ）（通知）

　このことについて、平成26年 5 月 7 日付けで厚生労働省医薬食品局総務課及び同監視指導・麻薬対策課から別紙
（写）のとおり事務連絡がありました。
　ついては、貴会（組合）会員へ周知をお願いします。

担　当　薬事グループ
電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　（担当者　細川）

事 　 務 　 連 　 絡
平成26年 5 月 7 日

　　都 道 府 県
各　保健所設置市　衛生主管部（局）薬務主管課　御中
　　特　別　区　

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 総 務 課
厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

医薬品の販売業等に関するＱ＆Ａについて（その 2 ）
　「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成25年法律第103号。以下「改正法」という。）及び改正法の施行
に伴う政省令改正の内容については、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」（平成26年 3
月10日付け薬食発0310第 1 号厚生労働省医薬食品局通知）でお示ししておりますが、今般、そのQ＆A（その 2）を
別添のとおり取りまとめましたので、業務の参考としていただくとともに、貴管下関係団体、関係機関等への周知を
お願いいたします。
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＜別添＞

【要指導医薬品の表示】

　（問 1）　改正法の施行（平成26年 6 月12日）後に第一類医薬品から要指導医薬品に区分が変更される医薬品につ
いて、その直接の容器等にシールを貼付することにより「要指導医薬品」の表示を行うことが認められてい
るが、出荷後に、卸売販売業者や薬局、薬店がそのシールを貼付してよいか。

　（答）　　製造販売業者の責任の下、卸売販売業者や薬局、薬店の従業員が、製造販売業者の代わりにシールを貼付
することは差し支えない。

　（問 2）　シールの貼付によって「要指導医薬品」の表示を行った製品は、2年間の経過措置期間終了後も販売可
能か。

　（答）　　可能である。

　（問 3）　表示スペースが狭いため、「要指導医薬品」の文字を二段書きしてもよいか。

　（答）　　差し支えない。

　（問 4）　改正法の施行（平成26年 6 月12日）後に第 1類医薬品から要指導医薬品に区分が変更される医薬品につ
いて、第一類医薬品と記載している販促資材（パンフレット等）を、施行後も引き続き使用してよいか。

　（答）　　使用しても差し支えないが、正しい情報を記載した販促資材に可能な限り早く切り替えるべきである。
　　　　　なお、その品目が、第 1類医薬品ではなく要指導医薬品という区分に改められている旨など、販促資材を

渡す際に必要な情報提供を行うことが望ましい。

【開店時間・営業時間】

　（問 ５）　特定販売を行う時間（営業時間）について、例えば、夜間にメールやファクシミリで単に注文を受け付
ける業務だけではなく、その注文内容を薬剤師や登録販売者以外の一般従事者が確認する業務まで行ってい
る場合、その注文内容を確認している時間は特定販売を行う時間（営業時間）に含まれるのか。

　（答）　　販売の可否の判断や情報提供等といった薬剤師又は登録販売者が実施する必要がある業務を行っている場
合は、特定販売を行う時間（営業時間）に含まれる。

　　　　　一方、注文を受け付けた旨のメール送信、購入希望商品の名称やお届け先等の電話確認作業のみであれば、
単に「注文を受け付ける」ことに含まれるため、その業務を行っている時間は、特定販売を行う時間（営業
時間）には含まれない。

　　　　　注文を受け付けた旨の連絡を購入者に対して行う場合、別途薬剤師等による確認を行った後に販売できる
ことが確定することを伝達するなど、受付連絡の時点で販売が確定しているという誤解が生じないようにす
る必要がある。

【特定販売の方法】

　（問 6）　特定販売の配送手段としては、郵便や宅配便の他、店舗の従業員が直接配達してもよいか。

　（答）　　配送の手段は問わないが、医薬品の搬送についても薬局の管理者や店舗管理者の管理業務に含まれるもの
であり、医薬品の品質が適切に管理できる方法で搬送することが求められる。
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　（問 7）　特定販売で配送した一般用医薬品を子供が受け取ってもよいか。

　（答）　　受け取る者については、薬事法上、特段の規定はないが、具体的にどのような運用とするかについては、
医薬品の搬送等も薬局の管理者や店舗管理者の管理業務に含まれるものであることを踏まえ、各店舗で適切
に判断されたい。

　（問 8）　配送用に梱包した箱や袋などには、どういう事項を表示すべきか。

　（答）　　薬事法上、特段の規定はないが、具体的にどのような運用とするかについては、医薬品の搬送等も薬局の
管理者や店舗管理者の管理業務に含まれるものであることを踏まえ、各店舗で適切に判断されたい。

　（問 9）　配送された商品をコンビニエンスストア（コンビニ）に一時的に保管する場合、その商品の管理の責任
はどうなるのか。

　（答）　　その商品を販売した薬局・薬店が、搬送も含めて、医薬品の適正管理の責任を負うことになる。このため、
薬局・薬店は、第三者（コンビニや配送業者）に対して必要な指示を出す（必要な契約を結ぶ）ことを通じ
て、医薬品の適正管理を行わなければならない。

　（問10）　ある店舗（A店）で在庫がない一般用医薬品について、購入の希望に応じて、他の店舗（B店）の在庫
を融通してもらって販売・授与することとなった場合、A店が必要な情報提供等を行った後であれば、B店
から購入者に直接配送しても差し支えないか。

　（答）　　販売やその責任の主体を明確にするため、B店からA店に納入した後に、A店から購入者に配送しなけれ
ばならない。

　（問11）　販売時の情報提供や指導は店舗内で行う必要があるが、緊急時の電話対応などについては、必ずしも店
舗内で行う必要はないという理解でよいか。

　（答）　　そのような理解で差し支えない。

【掲示事項等】

　（問12）　要指導医薬品や第一類医薬品を取り扱わない薬局・薬店でも、要指導医薬品や全ての区分の一般用医薬
品の定義やそれらに関する解説などの掲示事項を掲示しなければならないのか。

　（答）　　要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度の全般について、購入者に理解していただくため、要指導医薬
品及び全ての区分の一般用医薬品に関する掲示事項を掲示する必要がある。

【特定販売に関する表示】

　（問13）　特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、そのホームページに「当該
薬局又は店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者の別、その氏名及び担当業務」を表示することとなっている
が、「担当業務」についてはどのように記載すればよいのか。

　（答）　　どのような業務に従事しているのかが分かるように記載すればよい。
　　　　　例えば、保管・陳列・販売・情報提供・相談・発送等をそれぞれ誰がいつ担当しているのかが分かるよう

に記載すればよい。また、対面販売と特定販売とで担当が異なる場合には、その旨も記載することが望ましい。

　（問14）　特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、そのホームページに「一般
用医薬品の陳列の状況を示す写真」を表示することとなっているが、どのような写真が適当か。
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　（答）　　その店舗でどのように医薬品を陳列しているか分かるように、代表的な一般用医薬品の陳列棚（例えば一
番大きな陳列棚、レジの後ろの陳列棚等）の写真を表示させることで差し支えないものと考える。

　（問1５）　特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、そのホームページに、特定
販売を行う医薬品の使用期限を表示することとなっているが、どこに表示するのが適当か。

　（答）　　そのホームページを閲覧する者にとって分かりやすい形で記載されるのであれば、場所は問わない。

　（問16）　特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告する場合には、そのホームページに、「店
舗の主要な外観の写真」、「一般用医薬品の陳列の状況を示す写真」、「現在勤務している薬剤師又は登録販売
者の別及びその氏名」等を表示することとなっているが、それぞれ小さな画像をクリックし、別画面で拡大
表示する形式でも差し支えないか。

　（答）　　そのホームページを閲覧する者にとって分かりやすい形で記載されるのであれば、差し支えない。

　（問17）　その店舗の正式な名称や略称のほかに、「ロゴマーク」や「シンボルマーク」を販売サイトに表示して
よいか。

　（答）　　それが店舗名であるとの誤解を購入者に与えないような「ロゴマーク」や「シンボルマーク」であれば、
表示して差し支えない。

　　　　　ただし、「ロゴマーク」等に紛れることがないよう、薬局・薬店の正式名称を分かりやすく表示させる必
要がある。

【店舗間の医薬品の販売・譲渡】

　（問18）　医薬品の販売業を有する薬局や薬店の間で、一般用医薬品を販売・授与してもよいか。

　（答）　　薬事法上、医薬品の販売業の許可を有する店舗間での医薬品の販売・授与は禁止されていないものの、店
舗間での販売・譲渡に当たるため、必要な記録等の作成は必要になる。

【濫用のおそれのある医薬品の取扱い】

　（問19）　特定販売により濫用のおそれのある医薬品の販売・授与を行う際、若年者の年齢確認をどのように行え
ばよいのか。

　（答）　　インターネットを利用する場合には、例えば、ウェブ画面上に年齢を記載させる欄を設けて確認する方法
が考えられる。

　　　　　なお、単に警告事項※をウェブ画面に表示させるだけでは確認したことにはならない。
　　　　※�：例えば、「中学生や高校生は購入できません」「他店で同一の商品を購入している場合は購入できません」

との警告

【その他】

　（問20）　常用漢字の見直しに伴い、改正法により、「注意―医師等の処方せんにより使用すること」の記載が「注
意―医師等の処方箋により使用すること」に改正されたが、改正法の施行（平成26年 6 月12日）以降は直接
の容器又は直接の被包に「処方せん」と記載した製品を製造販売・販売して差し支えないか。

　（答）　　当面の間は、「処方せん」と記載した製品を製造販売・販売して差し支えない。
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平成26年 5 月29日
一般社団法人広島県医師会会長� 様
一般社団法人広島県歯科医師会会長� 様
公益社団法人広島県薬剤師会会長� 様
社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長� 様
広島県医薬品卸協同組合理事長� 様
広島県製薬協会会長� 様
広島県医薬品配置協議会会長� 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会会長� 様
広島県富山配置薬業協議会会長� 様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　
〒730-8511　広島市中区基町10-52　

　　　　　　　　　薬　　　務　　　課　　　　　

インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集
（Q&A）について（通知）

　このことについて、平成26年 5 月22日付けで厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課から別紙（写）のとおり
通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員へ周知をお願いします。

担　当　薬事グループ
電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　（担当者　児玉）

薬食監麻発0522第 9 号
平成26年 5 月22日

　　都 道 府 県
各　保健所設置市　衛生主管部（局）長
　　特　別　区　

厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集
（Ｑ＆Ａ）について

　薬事法（昭和35年法律第145号）における医薬品等の広告の該当性については、「薬事法における医薬品等の広告の
該当性について」（平成10年 9 月29日医薬監第148号）（以下「通達」という。）においてお示ししているところですが、
「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成25年法律第103号。以下「改正法」という。）については、平成25
年12月13日に公布されたところであり、改正法のうち、医薬品の販売業等に関する規制の見直しについては、平成26
年 6 月12日より施行されるところです。この改正により、一般用医薬品のインターネット販売等に係る新たな制度が
実施されることから、インターネットによる医薬品等の広告に対する監視指導に資するため、別添のとおり、インター
ネットによる医薬品等の広告の該当性に係る質疑応答集（Ｑ＆Ａ）を作成いたしましたので、御了知のうえ、貴管内
市町村、関係団体、関係機関等に周知徹底を図るとともに、適切な指導に遺漏なきよう、お願いいたします。
　なお、個別具体的な事例が広告に該当するか否かについて疑義が生じた場合には、厚生労働省医薬食品局監視指導・
麻薬対策課まで御照会ください。
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（別添）
Ｑ 1．インターネット上で医薬品等を販売している場合や個人輸入代行行為を行っている場合において、当該事
業者のサイト内で医薬品名等で検索し、検索前には当該サイト内で具体的な医薬品名等は表示されていなかった
が、完全一致検索の結果として初めて検索した医薬品名等が表示される場合は、当該医薬品等を広告していると
見なしてよいか。

Ａ 1．購入希望者が当該業者のサイト上で購入を希望する医薬品等を検索しなければ具体的な医薬品名等が表示
されないのであれば、当該事業者が当該医薬品等を能動的に広告しているとはみなせず、顧客を誘因する意図
が明確とは考えられないため、原則として、医薬品等の広告に該当するとはいえないと考える。ただし、検索
した文言による医薬品等の該当がなく医薬品等の情報が表示されない場合でも、併せて、他の医薬品等の購入
等を誘導するような情報が表示され、当該医薬品等の情報が表示される場合には、当該表示は薬事法上の広告
に該当する。

Ｑ 2．当該事業者のサイトにおいて、トップページに具体的な医薬品の名称等は記載されていないものの「製品
分類」や「製品カテゴリ」などの項目があり、その項目をクリックすると具体的な医薬品名等が表示される場合、
当該事業者は医薬品等について広告していると見なしてよいか。

Ａ 2．トップページに具体的な医薬品名等が表示されていなくても、他のページで通達において示した三つの要
件（以下「三要件」という。）を満たした広告行為が行われている場合には、当該事業者は医薬品等について
広告していると見なすことができる。

Ｑ 3．インターネット上で会員専用のログインを求めた上で医薬品等の販売や個人輸入代行行為を行っている場
合、当該事業者は医薬品等の広告を行っていると見なしてよいか。

Ａ 3．ＩＤやパスワードの設定等により、ログインを求める場合であっても、そのことをもって、一般人（広告
を行っている者以外の者を指す。）が認知できる状態ではなくなる等、インターネット上の表示が医薬品等の
広告に該当しないということにはならない。

　　なお、薬局開設者等が、特定販売を行うことについてＩＤやパスワード等が必要なホームページで広告をす
るときは、当該ＩＤやパスワード等については、事前に行政機関に届け出ることとなっている。

Ｑ 4．国内未承認薬の広告行為が薬事法違反である旨をインターネット上に表示し、購入者がその旨を了解した
上でなければ具体的な医薬品名等が表示されているページに進めない場合において、進んだ先に具体的な医薬品
等が表示される場合、薬事法第68条違反で指導の対象となるか。

Ａ 4．医薬品等の広告に該当し、薬事法第68条違反で指導の対象となる。

Ｑ 5．医薬品等を海外から日本国内に販売するサイト又は個人輸入代行を行うサイトを紹介・誘導しているサイ
ト（以下「紹介サイト」という。）において、特定の医薬品名等が表示されている場合には、当該紹介サイトが
広告を行っていると見なしてよいか。

Ａ 5．当該紹介サイトが医薬品等の広告に該当するかどうかについては、個別具体的に判断されることとなるが、
当該紹介サイトが、リンク先の販売又は輸入代行行為を行う主体となる事業者と同一である場合や、同一とみ
なせるような場合等には、医薬品等の広告に該当する可能性がある。なお、リンク先のサイトのみが薬事法違
反の場合もあるので、留意されたい。
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平成26年 6 月12日
一般社団法人広島県医師会会長� 様
一般社団法人広島県歯科医師会会長� 様
公益社団法人広島県薬剤師会会長� 様
社団法人広島県病院協会会長　　　　　　　　様
社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長� 様
広島県医薬品卸協同組合理事長� 様
広島県製薬協会会長� 様
広島県医薬品配置協議会会長� 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会会長� 様
広島県富山配置薬業協議会会長� 様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　
〒730-8511　広島市中区基町10-52　

　　　　　　　　　薬　　　務　　　課　　　　　

要指導医薬品の指定等について（通知）

　このことについて、平成26年 6 月 6 日付け薬食発0606第 5 号で厚生労働省医薬食品局長から別紙（写）のとおり通
知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員へ周知していただくとともに，適切な取扱い及び販売等をお願いします。

担　当　薬事グループ
電　話　082-513-3222（ダイヤルイン）
　（担当者　児玉）

薬食発0606第 5 号
平成26年 6 月 6 日

　　都道府県知事
各　保健所設置市長　殿
　　特　別　区　長　

厚 生 労 働 省 医 薬 食 品 局 長
（公　印　省　略）　　　　

要指導医薬品の指定等について

　「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成25年法律第103号。以下「改正法」という。）による改正後の薬
事法(昭和35年法律第145号。以下「新法」という。)第 4条第 5項第 4号の規定に基づき、「薬事法第 4条第 5項第 4
号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品」(平成26年厚生労働省告示第255号。以下「指定告示」とい
う。)が本日公布され、平成26年 6 月12日より適用することとされました。
　要指導医薬品の指定等の趣旨や留意すべき事項は下記のとおりですので、御了知の上、関係方面に周知徹底を図る
とともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏無きよう、お願いいたします。

記

1．要指導医薬品の指定等の趣旨
　　要指導医薬品とは、一般用医薬品とは異なる「医療用医薬品に準じたカテゴリーの医薬品」であり、従来のスイッ
チ直後品目等（医療用医薬品から一般用医薬品に移行して間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していな
い薬や劇薬等）が該当する。

　　今般、新法第 4条第 5項第 4号の規定に基づき、要指導医薬品を指定するため指定告示を制定した。
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2 ．指定告示の要旨
（ 1）要指導医薬品は、次のアからエまでに掲げる医薬品（専ら動物のために使用されることが目的とされているも

のを除く。）のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の
医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、か
つ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要
なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものである。
ア　その製造販売の承認の申請に際して、新法第14条第 8項第 1号に該当するとされた医薬品であって、当該
申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの

イ　その製造販売の承認の申請に際してアに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同
一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を
経過しないもの

ウ　新法第44条第 1項に規定する毒薬
エ　新法第44条第 2項に規定する劇薬

（ 2）指定告示に掲げる医薬品に含まれる有効成分は、原則として、その水和物及びそれらの塩類を含む。また、特
に記載がない限り、それらの光学異性体、立体異性体及び構造異性体を含む表記である。

（ 3）指定告示に掲げる医薬品のうち劇薬である製剤については、有効成分ごとの指定ではない。

3．運用上留意すべき事項
　指定告示による要指導医薬品の製品への表示、販売方法等に関する規定については、新法のほか、「薬事法施
行規則等の一部を改正する省令」（平成26年厚生労働省令第 8号）、「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律
等の施行等について」（平成26年 3 月10日付け薬食発0310第 1 号厚生労働省医薬食品局長通知）、その他関連通知
等を参照していただきたい。

（参考）
「薬事法第 4条第 5項第 4号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品」

(平成26年厚生労働省告示第255号)

　薬事法（昭和三十五年法律第百四十五号）第四条第五項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬
品は、次の各号に掲げる医薬品とする。
一　薬事法第四条第五項第四号イ又はロに掲げる医薬品であって、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類
を有効成分として含有する製剤
（ 1）赤ブドウ葉乾燥エキス混合物
（ 2）アシタザノラスト
（ 3）アルミノプロフェン
（ 4）イコサペント酸エチル
（ 5）イブプロフェン（一日量中イブプロフェン○・六ｇ以上を含有するものに限る。）
（ 6）イブプロフェン・ブチルスコポラミン
（ 7）エバスチン
（ 8）エピナスチン
（ 9）セチリジン
（10）チェストベリー乾燥エキス
（11）トラニラスト
（12）トリメブチン（過敏性腸症候群治療薬に限る。）
（13）ネチコナゾール（膣カンジダ治療薬に限る。）
（14）フェキソフェナジン
（15）ペミロラストカリウム
（16）メキタジン（一日量中メキタジン六ｍｇ以上を含有するものに限る。）

　二　薬事法第四十四条第二項に規定する劇薬である製剤
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平成26年 6 月12日
一般社団法人広島県医師会会長� 様
一般社団法人広島県歯科医師会会長� 様
公益社団法人広島県薬剤師会会長� 様
社団法人広島県病院協会会長� 様
広島県病院薬剤師会会長　　　　　　　　　　様
社団法人広島県医薬品登録販売者協会会長� 様
広島県医薬品卸協同組合理事長� 様
広島県製薬協会会長� 様
広島県医薬品配置協議会会長� 様
一般社団法人広島県配置医薬品連合会会長� 様
広島県富山配置薬業協議会会長� 様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　
〒730-8511　広島市中区基町10-52　

　　　　　　　　　薬　　　務　　　課　　　　　

薬事法施行規則第15条の 2 の規定に基づき濫用等のおそれのあるものと
して厚生労働大臣が指定する医薬品(告示)の施行について(通知)

　このことについて、別紙(写)のとおり平成26年 6 月 4 日付け薬食発0604第 2 号で厚生労働省医薬食品局長から別紙
（写）のとおり通知がありました。
　ついては、貴会（組合）会員へ周知していただくとともに、適切な取扱い及び販売等をお願いします。

担当　薬事グループ
電話　082-513-322（ダイヤルイン）
　　　(担当者　児玉)

薬食発0604第 2 号
平成26年 6 月 4 日

　　都道府県知事
各　保健所設置市長　�殿
　　特　別　区　長　

厚生労働省医薬食品局長
（公　印　省　略）　

薬事法施行規則第15条の 2 の規定に基づき濫用等のおそれのあるものと
して厚生労働大臣が指定する医薬品（告示）の施行について

　「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律」（平成25年法律第103号）及び「薬事法施行規則等の一部を改正する
省令」（平成26年厚生労働省令第 8号。以下「改正省令」という。）がそれぞれ平成25年12月13日及び平成26年 2 月10
日に公布され、平成26年 6 月12日から施行することとされたところです。
　改正省令による改正後の薬事法施行規則（昭和36年厚生省令第 1号）第15条の 2の規定に基づき、「薬事法施行規
則第15条の 2の規定に基づき濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品」（平成26年厚生労働
省告示第252号）が本日公布され、平成26年 6 月12日から施行することとされたので、下記の事項について御了知の上、
関係団体、関係機関等に周知するとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏無きよう、お願いいたします。
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記

1　濫用等のおそれのある医薬品の指定について
( 1 )��従来の指導及び近年の動向を踏まえ、濫用等のおそれのある医薬品として別紙に掲げる成分、その水和物及

びそれらの塩類（以下「指定成分」という。）を有効成分として含有する製剤（以下「指定医薬品」という。）
を指定した。

( 2 )　指定医薬品は、指定成分を有効成分として配合する製剤であり、生薬を主たる有効成分とする製剤は含まれ
ない。

( 3 )　ジヒドロコデインセキサノール及びリン酸ヒドロコデインセキサノールは、ジヒドロコデインを含む混合物
であるため、これらを有効成分として配合する製剤は、指定医薬品となる。

2　指定医薬品の販売等について
( 1 )　適正な使用のために必要と認められる数量とは、原則として、薬効分類ごとに 1人 1包装単位（ 1箱、 1瓶

等）である。よって、例えば解熱鎮痛薬と鼻炎薬など、使用目的が異なる医薬品を販売等する場合には、それ
ぞれの用途ごとに 1人 1包装ずつを適正数量とする。

( 2 )　( 1 )のほか、指定医薬品の取扱いについては、平成26年 3 月10日付け薬食発0310第 1 号厚生労働省医薬食品
局長通知「薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律等の施行等について」第 2の10（ 4 ）、第 3の 9（ 3）
及び第 4の 6（ 3）によるものとする。

3　濫用等のおそれのある医薬品に関する通知の取扱いについて
　　平成22年 6 月 1 日付け薬食総発0601第 6 号・薬食安発0601第 3 号厚生労働省医薬食品局総務課長・安全対策課長
連名通知「コデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩等を含有する一般用医薬品の鎮咳去痰薬（内用）
の販売に係る留意事項について」は、今般、改正省令と関係通知により薬局等が遵守すべき事項が規定されたこと
から、平成26年 6 月12日付けで廃止する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別紙）

　　　　　　濫用等のおそれのある医薬品

　　以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を
　有効成分として含有する製剤

1．エフェドリン

2．コデイン（鎮咳去痰薬に限る。）

3．ジヒドロコデイン（鎮咳去痰薬に限る。）

4．ブロムワレリル尿素

5．プソイドエフェドリン

6．メチルエフェドリン（鎮咳去痰薬のうち、内用液剤に限る。）
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大竹支部／安芸支部

大竹薬剤師会総会

会長　竹下　武伸

＜大竹支部＞

　５月31日（土）17時20分から大竹薬剤師
会総会が、開催されました。会員数40名、

出席18名、委任状21名で総会は成立しました。
　ふれあい薬局奥本先生の司会で始まり、議長に玖波駅
前薬局中曽先生が選出され総会が始まりました。
　広島県薬剤師会代議員会の報告から始まり、大竹支部
の平成25年度の事業報告、会計報告、学校薬剤師会報告
がされ、ついで、平成26年度の事業計画の報告と進行し
ました。
　事業計画として、大竹支部では昨年度から他職種連携
協議会が始まりましたので、そのことが主でした。研修
会に参加してみても、他の職種の人たちは活発に自分の
意見や考えを発言し動いているのに対し、薬剤師は大人
しく、研修会への参加も少なく、まだまだ無関心な人が
多いといった課題もあり、今後このようなことも考慮し
つつ在宅を中心に薬剤師会としての研修会を続けていく
こととなりました。
　おおたけ健康福祉まつりも今までのような待ち受け型
ではなく、２期の実習生もより参加できるように内容を
考えることになりました。
　当日、学校薬剤師会総会もあり、その時に、二酸化炭
素、照度だけではなく、一酸化炭素や浮遊物も今期から
検査するようにと言われたため支部でも対応することに
なりました。
　最後に、大竹支部でも役員の改選がありましたが、支
部長は引き続き竹下が受けることとなりました。支部の
会員数は少なく、担当者も兼務することが多いのですが、
今の若手はよく働いてくれます。とくに、大竹市の協議
会が多く会議もよくありますが、出席できないときでも
代わりがすぐに出て、機能を十分に果たしています。大
変ありがたく思うと同時に、いつでも引継ぎができると
安心もしています。
　大竹支部の活性化のために、あと２年頑張っていきた
いと思います。
　追伸としまして、この度支部長を10年頑張ったという
ことで、若手の人たちからご褒美をいただきました。10
年いろいろなことがありました、一会員のままでは表に

出てはいなかったと思います
が、支部長をしていることで会
員を引っ張るためには、自分か
らと思い実務実習指導薬剤師な
ど積極的に取り組みました。で
もその後にしっかりとついて来
てくれましたし、今では、自分
たちから行動を起こしていま
す。それで、そろそろ引っ込め
コールとしていただきました。

　５月25日に第19回（社）安芸薬剤師会の総
会が開催されました。議事（１）の広島県

薬剤師会代議員会報告から議事（８）の役員改選まで了
承されました。当日は来賓として安芸地区医師会の菅田
会長、県議会から岩下・伊藤議員、公益社団法人広島県
薬剤師会の前田会長、各氏から祝辞を頂戴しました。　
菅田会長からは医師会と薬剤師会の連携を密にしていこ
うとのお話を、前田会長からは県薬の会長選挙と広島市
東区二葉の里の土地購入に関してのお話がありました。
面積2000㎡、ここに会館を建設して各支部薬剤師会の発
展に寄与するように、前田会長に腕を揮っていただきま
しょう。安芸薬も前田会長を応援していきます。

　来年は第20回の総会となります。記念事業を計画して
結束を強めたいと思っています。
　話は変わりますが、世界の旅行者が選んだ「満足度」
の都市ランキングでは、１位東京～ 20位香港、その中

安芸薬剤師会総会及び
薬草講演会

会長　二川　勝

＜安芸支部＞
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で「地元の人たちの親切さ」「タクシーのサービスの総
合的な評価」「街中の清潔さ」「公共交通機関の評価」「都
市に対する総合的な満足度」の５項目で東京が１位だっ
たそうです。医療の満足度でも１位になれるよう、薬剤
師も頑張っていきたいと思います。ご協力をよろしくお
願いいたします。

　６月15日（日）13時から矢野福祉センターで薬草講演
会が開催されました。海田地対協の後援事業で毎年実施
しています。講師に広島漢方研究会副会長の吉本悟先生
をお招きし、早朝採集された植物を見、触りながら、身
近な薬草についてお話しをいただきました。

　最初は、魚腥草、ドクダミ（十薬）です。白い花の咲
いている今の時期がベストです。全草を使用。あの独得
の臭気はラウリルアルデヒド、デカイルアルデヒドが含
まれているから殺菌力があります。効きめは高血圧、動
脈硬化、腫れ物、便秘。薬局方、ジュウヤクとしては利
尿、緩下薬として利用されます。
　ハトムギ（薏苡仁）：実を使用。効きめはイボ、関節
炎、むくみ、神経痛、化膿疾患。
　ヨモギ（艾葉）：効きめは止血、健胃。若葉は草もち
に。もぐさは葉の裏面の白毛を集めたものです。
　ネムノキ（合歓花）：花樹皮を使用。効きめは精神安
定、不眠、動悸。
　スイカズラ（金銀花、忍冬）：花、全草を使用。効き
めは皮フ病、瘡、カサ。４月～５月に管状で二唇に分か
れた白い花が咲く。のちに黄色に変わるので金銀花とい
い、花の管の細い方を吸うと甘いのでスイカズラの名が
ついたそうです。天津感冒片や銀翹散に使用。
　ニッケイ（肉桂）：根皮を使用。生葉を揉んでもニッ

ケイ独得の香りがします。祭のニッケイ水なども懐かし
いものです。ベトナムや中国南部が原産地と考えられて
います。葛根湯の処方にも使用され、効きめは健胃、整
腸、発汗、解熱、神経痛。
　チョウセンアサガオ：全草有毒で薬用にはしません
が、華岡青洲が麻酔に使用しました。青洲が処方した十
味敗毒湯の説明を受けました。
　クロモジ：つま楊枝に使用。良い香りがします。
　サンショウ（山椒）：実を使用。効きめは食欲不振、冷
え腹、腹痛、回虫。大建中湯（蜀椒、乾姜、人参、膠飴）
に使用され医療用の漢方処方でも繁用されています。
　イタドリ（虎杖根）：根を使用。効きめは関節痛、黄
疸、血行促進。若芽はカッポン、スカンポとよばれ食用
になります。
　サルトリイバラ（山帰来）：根、茎。効きめはできも
の、淋病、梅毒性の病気の調整。トゲがありサルがひっ
かかることから、サルトリイバラの名がついたといわれ
ます。葉はもちを包むのに使用されます。
　吉本先生の薬草講演会の後に上原先生のドクダミ化粧
水の作り方（実演）をして参加者にお持ち帰りいただき
ました。

　最後に当日お手伝いいただきました、すみれ薬局の重
森先生、さゆり堂薬局の河野先生（母）、船越南どんぐ
り薬局の河野園子先生（娘）、お世話になりました。

　

ドクダミ化粧水の作り方
ドクダミの生葉30枚ぐらいを、ふた付きガラスびんに
入れ、消毒エタノールをひたひたになるぐらいまで入
れて一昼夜、冷暗所においておきます。
生葉を漉してエキスのみにしておきます。
　全量1000ccの場合
　・どくだみエキス130cc
　・グリセリン50cc
　・水820cc

　　　　　　　　参 加 感 想 文 　　　　（30名出席）
◎おもしろいお話で、ちょっとはまりそう～！です。
◎�今の時期、家の庭にドクダミ草があるので毎年とっ
ておいてお茶にして飲んでいます。今日のお話を聞
いてまだまだ身近なところに薬草になるものがある
ことを知って役立てたいと思いました。
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　広島県青年薬剤師会は無事？ 2013年度
を終えることができ、６月から新年度に
入りました。本年度もよろしくお願いい

たします。
　さて、青薬の２つの柱の一つ、勉強会にはいつも多く
のご参加をいただきありがとうございます。４月2５日
（金）は、小川弘太理事による「乳がんの薬物療法」を
行いました。保険薬局勤務の方には難しい部分もあった
かと思いますが、なかなか勉強する機会がない分野だけ
に新鮮だったと思います。そして５月14日（水）に行い
ました「なるほどわかった！医療材料　その１～経腸栄
養と褥瘡ドレッシング剤～」（講師：松谷優司先生＝す
ずらん薬局）には、60名を超えるご参加をいただきまし
た。会場内の設営や医療材料・資料の配付でご迷惑をお
かけして申し訳ございませんでした。皆さんの在宅や、
それにかかわる知識への関心度の高さをひしひしと感じ
る勉強会でした。機器や材料は、やはり実際に手を動か
して触るのが一番！今後も開催のノウハウを蓄積して、
皆さんとともに楽しく学んでいければと思っています。

　そして柱のもう一つ、懇親イベントですが…最近なか
なか開催できていなくて申し訳ないです（泣）。最近は
勉強会や「子育て応援団すこやか2014」に薬学生も参加
してくださるようになり、勉強会以外の分野でもこれま
で以上にパワーアップしていると感じています。５月の
勉強会で松谷先生もおっしゃっていましたが、これから
は知識の面でも人材の面でも、交流がより大切になって
くると思います。困った時に助け合える、支え合える関
係は、きっと医療業界の中でも注目されて、温かい雰囲
気を感じてもらえると思います。今年は11月に広島国際
会議場で、「第５3回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病

院薬剤師会中国四国支部学術大会」が行われます。知識
も人も交流を深めて皆さんで薬剤師界をカープ同様「赤
く、熱く、真直ぐに」盛り上げていきましょう！

　青薬の次回勉強会は、７月2７日（日）に行う定例勉強
会です。３年ぶりに東京大学医学部附属病院臨床研究支
援センターの青木敦先生をお招きして、糖尿病について
皆さんと一緒に学んでいきます。その前には第28回広島
県青年薬剤師会通常総会も行います。７月最後の日曜日
は、青薬とともにお過ごしください。

　○広島県青年薬剤師会定例勉強会
　　日　時：７月27日（日）13時より
　　会　場：広島県薬剤師會館４階ホール
　　講　師：東京大学医学部附属病院臨床研究支援センター
　　　　　　青木敦先生
　　参加費：青薬会員1,000円（クーポン利用可）
　　　　　　非会員　2,000円
　　　　　　※学生無料（社会人入学は除く）

諸団体だより

広島県青年薬剤師会

勉強会もイベントも交流を大切に

会長　辻　哲也

子育て応援団 2014 の学生スタッフ
（薬学生は後ろの４名です）
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救命救急実技講習会及び
第24回女性薬剤師会研修会

広島県女性薬剤師会

会長　松村　智子

５月18日（日）９時からエソール交流室
で救命救急の実技講習会を開催しました。
朝早くから熱心に取り組む会でした。心

肺停止状態になると脳への酸素が行かなくなる為に、早
期からの心肺蘇生が重要です。そうは言っても突然目の
前で人が倒れたら、自分は冷静に対応できるでしょうか。
女性薬剤師会は毎年、消防署のご協力で実務講習会を開
催します。１年に１回ですが、経験を続けることが大切
と思います。ひとりでも多くの人が体験していると、い
ざという時に心強く感じます。また、人が集まる場所に
はAEDが設置されていますが、日頃からチェックして
おくことも大切です。

　６月21日（土）19時から第24回女性薬剤師会研修会を
開催しました。ビスフォスフォネートと顎骨壊死につい
て帝人ファーマ㈱学術の森脇忠弘先生にお話しいただき
ました。何らかの原因でカルシウムの吸収が十分できず、
骨密度が低い高齢者が多い現状です。転倒により容易に
大腿骨骨折、寝たきり、介護へとつながります。大腿骨
近位部骨折後の生存率は顕著に低下しています。様々な
骨粗鬆症の治療薬の作用機序や特徴・欠点を詳しく勉強
しました。中でもビスフォスフォネートは骨密度を改善
できる効果的な薬剤の一つです。整形外科領域だけでな
く、ステロイドを長く服用しなければいけない免疫疾患、
骨がん、また一般内科など様々な状況で多く処方されて
います。とくに顎骨骨髄感染についての注意は医療機関
の共通認識と相互連携が大切です。最近では、医療機関
から注射を記載しているお薬手帳を見ますが、このよう
に生きたお薬手帳の使い方をすることにより安全に薬を
使用することが大切と考えます。広島県薬剤師会ではお
薬手帳に貼るシールを紹介しています。これらを利用し
たりしてこれからも医師―薬剤師―歯科医の連携のため
の工夫を考えましょう。講演ではさらに最近の流れにつ
いて興味深いお話でした。
　これからの女性薬剤師会の予定です。詳細はおってお
知らせします。

すずめ勉強会

日時：７月19日（土）　19時から

場所：エソール２階　活動交流室

演題：黄斑変性症

総会と講演会

日時：８月10日（日）　総　会　13時から

　　　　　　　　　　��講演会　14時から

場所：薬剤師會館４階
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　４月月例会４時限目に「桂枝加朮附湯
の処方解説と製剤実習」と題して、木原
敦司先生と佐々木伸忠先生を講師として

“煎剤”を製剤しました。
　最初に、桂枝加朮附湯に
ついて文献を読んで病理及
び効能効果を学習しまし
た。桂枝加朮附湯は『傷寒
論』の桂枝加附子湯に“蒼
朮”を加味した処方で、日
本の漢方医家吉益東洞の創
方です。頭痛、悪寒、発汗、
小便が出にくい者の神経痛や関節痛に有効です。
　実習では７種類の生薬を、計量後に煎剤用紙パックに
詰めて薬局製剤「桂枝加朮附湯」の出来上がり。最後に
参加者26名で煎じ薬を試飲しました。みな興味津々、楽
しみながら実習を行いました。
　広島漢方研究会では、毎月の勉強会のうち年５回薬局
製剤実習を実施しています。６月月例会では４時限目に
“六味地黄丸・丸剤”の実習を行う予定です。

　広島漢方研究会の所属する日本漢方交流会が主催しま
す「第12回慢性、難病フォーラム」が、平成26年５月25
日（日）チサンホテル新大阪において「ストレス社会の
漢方治療・ストレスからくる更年期障害」をテーマに開
催されました。
　当日は全国から医師・薬剤師・鍼灸師を中心に115名
の参加がありました。

　広島漢方研究会副会長であ
り、日本漢方交流会理事長の吉
本悟先生の挨拶に続いて、基調
講演として、『更年期障害の諸
症の漢方治療』森之宮医療学園
附属みどりの風クリニック（大

阪市）漢方内科新谷卓弘先生、
『更年期障害をめぐりて』日本
漢方交流会相談役中井得之先生
が、更年期障害の東洋医学的所
見や日々の仕事に役立つ漢方薬
の使い方や有効例を紹介されま
した。

　午後からは、３名の話題提供者（薬剤師）が有効例を
紹介しました。私も話題提供者の一人として“女性の更年
期に女神散、男性更年期に柴胡加竜骨牡蠣湯や桂枝加竜
骨牡蠣湯に八味地黄丸を併用した症例”を紹介しました。
　出席者は最後まで熱心に傍聴され、漢方に対する期待
の高さを痛感しました。
　また、７月は第55回広島漢方研究会総会を開催します。
午前中は会員発表と総会、午後からは特別講演「漢方50
年の経験から苓桂剤（苓桂朮甘湯・苓桂味甘湯・苓桂甘
棗湯など）の店頭応用」と題して太田薬局太田順康先生
（岐阜市）にお話しいただきます。

【漢方初級講座の講義予定】９：30 ～ 11：00
第15回　８月10日
　�原因不明の鼻血は危険のサイン？
　　　　　　　～芩連剤（代表方剤黄連解毒湯）～
第16回　９月12日
　�肺熱証と口渇の関係
　　　　　　～石膏剤（代表方剤白虎加人参湯）～
第17回　11月９日
　�今後注目の名脇役の生薬～黄耆乾姜を含む方剤～

　※�７月は総会、９月は第20回吉益東洞顕彰会が開催され
　　ますので初級講座はありません。

　“より深く漢方を学びたい！ ”とお考えの方はオープ
ン参加も可能（１日参加費3,000円・漢方薬、生薬認定
薬剤師シール３点・予約不要）です。ぜひ参加されてみ
てはいかがでしょうか。詳細は広島漢方研究会ホーム
ページ、広島県薬剤師会ホームページ研修会カレンダー、
または研究会事務局までお問い合わせください。

　　広島漢方研究会事務局：薬王堂漢方薬局
℡：082－285－3395

広島漢方研究会

４月例会での薬局製剤実習及び
慢性・難病フォーラムIN大阪の報告

理事長　鉄村　努

木原敦司先生

桂枝加朮附湯で乾杯！

吉本悟先生

新谷卓弘先生

慢性難病フォーラム会場
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　日本薬剤師会会議室に於いて４月24日
に開催された上記大会に参加しましたの

で報告致します。
　この会議は、組織の一体化に伴う各県薬の担当役員、
学薬役員、日薬学薬部会の連絡調整・連携強化を主とし
て年二回開催されるものです。
　「平成26年度　学校薬剤師部会事業計画について」
　「学校薬剤師制度60周年事業について」
　「学校薬剤師支援啓発資材等について」
が質疑応答の後了承されました。
　特別講演として文部科学省・北垣邦彦・健康教育調査
官より「学校保健の充実に向けて」―学校薬剤師への期
待とその役割―と題して学校環境衛生検査の完全実施と
学校給食衛生管理基準から見た学校薬剤師への期待を語
られました。
　この会議の詳細と今年度の研修、講習会については、
日本薬剤師会学校薬剤師部会ホームページをご覧下さい。

　平成26年度広島県学校薬剤師会総会について、今年度
の総会が支部長及び代表者の出席のもとに５月31日に県
薬會館に於いて開催されました。
　「平成25年度事業報告」
　「平成25年度決算報告」
　「平成25年度監査報告」
が報告され原案通り承認されました。続いて、
　「平成26年度事業計画案」
　「平成26年度予算案」
が説明され質疑応答の後、原案通り議決されました。又、
今年は役員改選の年でしたが会長に永野孝夫が監事に
は、大塚幸三・池田康彦両名の立候補が有り、いずれも
定数内のため、この事で決定すると政岡醇選挙管理委員
長より報告された。

協議事項
１．�広島県薬剤師会と広島県学校薬剤師会の一体化につ

いて
２．薬学生実務実習と学校薬剤師活動について
３．県薬、県学薬合同研修会について
４．平成26年度全国学校保健調査について
５．各支部の学校環境衛生検査実施上の問題点について
６．その他
　上記の事項について協議をした後、無事総会を終了し
ました。

広島県学校薬剤師会

平成26年度日本薬剤師会学校薬剤師部会
　全国担当者会議及び

平成26年度広島県学校薬剤師会総会について

会長　永野　孝夫

第２回広島県特別支援学校保健研究会のご案内
　障害児医療の進展に伴い、特別支援学校においても健診の充実、医療的ケアの施行が求められているところ
です。そのような問題に対応し、関係者間での情報の共有を強化するために、第１回に引き続き第２回研究会
を企画しました。
　皆様のご参加、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。
　

　場　所：広島市まちづくり市民交流プラザ　北棟５Ｆ　研修室Ａ
　� 　　〒 730-0036　広島市中区袋町６番 36号　082-545-3838
　日　時：７月 26日（土曜日）
　　　　　17時 30分：講習会　（参加費 1,000 円）
　　　　　　１）「医療的ケアの新しい解釈」(30 分 )

広島県教育委員会特別支援教育課指導主事　下山　真弓　先生　
　　　　　　２）「障害児とのコミュニケーション技術」(30 分 )
　　� 　広島県歯科医師会理事　川本　博也　　　　
　　　　　　３）「食物アレルギーの診断と治療　－学校における除去食の対応について－」（60分）
　� 　広島県小児科医会：日本小児アレルギー学会専門医　有田　昌彦　先生　
　　　　　
　　　　　19時 30分：総会　～懇親会（希望者：会費 1,000 円）

広島県特別支援学校保健研究会
世話人　広島県立広島北特別支援学校校医　桑原　正彦
連絡先：同学校歯科医　おりづる歯科医院　川本　博也
　　　　FAX：082-870-8102　E-mail：Oriduru@fm2.seikyou.ne.jp
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　私は調剤薬局に勤務した後、現在の医
薬品卸に勤務しています。

　調剤薬局に勤め始めた頃は医薬分業もこれからという
時代でそのことについて患者さんによく質問され説明を
していました。また、薬局にレセコンが導入される前だっ
たので、薬価を覚えていてすばやく計算される姿にはと
ても驚きました。その後、レセコンが導入され電子薬歴
になって業務はどんどん効率化されていきますが、患者
さんへの服薬指導は奥深い業務だと感じていました。
　当時でも日々、研修会やメーカーからの案内文書や書
籍等から最新の薬の情報を収集することに全力を傾けて
いました。最近はＩＴ化の進展により情報収集は行いや
すくなりましたが、医療過誤を防ぐための包装変更の数
が多いように思います。

　卸には毎日メーカーからの情報が入ってきています。
お得意さまの服薬指導の一助になるよう、タイムリーな
情報提供をしていきたいと思います。
　また、最近お得意さまが後発品に関する資料をご要望
されることが多いように思います。同一成分で多メー
カーの製剤が発売される中で比較するための情報や、患
者さんに説明しやすい資料が求められていると感じま
す。
　その他にも商品に対するご要望が多様化してきていて
例えば、商品を選ばれる際に最小包装のあるものを希望
されたり、患者さんの状態に合わせた剤形を希望された
りしています。
　卸として商品の安定供給をするためにも適正な在庫管
理をしていかなければならないと思います。
　このように、環境は変化しています。お得意さまのニー
ズにいち早く気付き、柔軟に対応しお得意さまの多様化
するご要望にお応えしていけるよう努力していかなけれ
ばと思います。お得意さまに信頼され、ひいては患者さ
んに笑顔になっていただく為に少しでもお役に立てれば
と思います。

広島県医薬品卸協同組合
 ＜日本医薬品卸勤務薬剤師会広島県支部＞

株式会社　サンキ

豊島　雅子

　　　　　　　　　  薬剤師国家試験問題（平成26年３月１日・２日実施）

正答は 100ページ
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

7 月 １ 日（火）１9:30 ～ 2１:00　学校法人福山大学宮地茂記念館
福山支部シリーズ研修会
テーマ: 「血液腫瘍の薬物治療における最近の動向」（全 3 回）

血液腫瘍は未だ治療困難な疾患ですが、慢性骨髄性白血病などい
くつかの疾患では治癒が期待できるほど治療成績は向上していま
す。最近の治療成績の向上は、新しい治療薬の開発とともに、こ
れまでの形態学的分類ばかりでなく、分子遺伝学的解析により個
別化医療ができるようになったことが挙げられます。今回のシ
リーズ研修会では、分子遺伝学的観点を取り入れた血液腫瘍の分
類を概説し、それぞれに適用される最新の薬物治療を紹介します。

演　題:「リンパ系血液腫瘍の薬物治療における最近の動向」
要　旨: リンパ性血液腫瘍といえば、急性リンパ性白血病、多発性骨髄腫

あるいは悪性リンパ腫などを連想すると思います。しかし、細胞
起源に基づいた血液腫瘍の分類によれば、様々な染色体異常や遺
伝子異常が見つかっており、これによって適用される治療法も異
なります。今回は、リンパ系血液腫瘍における薬物治療法の選択
の基本と最近の治療の方向性について概説致します。

講　師:福山大学薬学部薬剤情報解析学研究室　江藤精二教授
【JPALS研修会コード:34–20１4–0066–１0１】

（一社）
福山市薬剤師会
084–926–0588

１ 研修費:一般１000円

7 月 2 日（水）１9:00 ～ 20:30　尾道国際ホテル
尾道市医師会学術講演会
１9:00 ～ １9:１5　製品説明アデノシンA2A受容体拮抗薬「ノウリアスト」
　　　　　　　座　長:尾道市立市民病院副院長山脇泰秀先生
１9:１5 ～ １9:30　一般演題『（仮）ノウリアストの使用経験』
　　　　　　　脳神経センター大田記念病院副院長/脳神経内科

高松和弘先生
１9:30 ～ 20:30　特別講演『パーキンソン病の最近の話題』　
　　　　　　　岡山旭東病院神経内科部長　柏原健一先生

【JPALS研修会コード:34–20１4–0053–１0１】

共催:尾道薬剤師会　
尾道市医師会

協和発酵キリン㈱

0848–44–7760

１
事前申込不要
参加費:支部会員無料、
非会員500円

7 月 6 日（日）１4:00 ～ １7:00　広島県薬剤師會館 4 階
新薬剤師研修会20１4
１4:00 ～第一部「薬剤師の職能・薬剤師会のはたらきについて」
　　　　　　　講　師: 広島県薬剤師研修協議会会長（広島県病院薬剤師

会会長・広島県薬剤師会副会長）木平健治
１4:30 ～第ニ部「みんなで描こう薬剤師の未来予想図」
　　　　　　　講　師:広島市薬剤師会常任理事　吉田亜賀子
あなたがなりたい薬剤師って、どんな薬剤師？そのためには何が必要？
一人で考えるより、仲間の考えを聞きながら楽しく未来を描いてみませ
んか？“マインドマップ”という手法を用いて、自分の頭の中や課題を
整理→理解→発見しましょう！在宅・病棟・外来での服薬指導や企画の
立案、自分磨きなど様々な分野で役立ちますよ。同世代の仲間を増やして、
交流を深めていただける研修会を最後までお楽しみください。
１7:00　閉会

【JPALS研修会コード:34–20１4–0067–１0１】

広島県薬剤師
研修協議会・

広島県薬剤師会・
広島県病院薬剤師会

事務局　木下
082–246–43１7

2
１7:30　懇親会（場所未定）
対象:平成24年～ 26年の国家試
験に合格された方

　薬剤師を・対象とした各種研修会の開催情報をまとめました。
　他支部や他団体、薬事情報センターの研修会については、準備の都合もありますので事前にお問い合わせください。
詳しくは研修会カレンダー（http://www.hiroyaku.or.jp/sche/schedule.cgi）をご覧ください。
	 広島県の研修認定薬剤師申請状況
� 平成26年 5 月末日現在　1,220名（内更新899名）
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

7 月 9 日（水）１9:00 ～ 20:45　尾道国際ホテル 2 階「慶安の間」
尾道　生活習慣病関連講演会
１9:00 ～ １9:１5　製品紹介「選択的SGLT2阻害剤スーグラ錠」
１9:１5 ～ 20:45　特別講演　座　長:村上記念病院副院長　山辺瑞穂先生
　　　　　　　『糖尿病薬物治療の現状と将来～ SGLT2阻害薬への期待』
　　　　　　　講　師:川崎医科大学内科学特任教授　加来浩平先生

【JPALS研修会コード:34–20１4–005１–１0１】

共催:尾道薬剤師会
　尾道市医師会　

MSD（株）
アステラス製薬（株）

0848–44–7760

１
事前申込不要
参加費:支部会員無料、
非会員　500円

7 月 9 日（水）１9:20 ～ 2１:00　佐伯区民文化センター
第１59回広島佐伯支部集合研修会
１9:20 ～ １9:30　薬剤師会から報告事項　会長　樽谷嘉久
１9:30 ～ 2１:00　演　題:「非弁膜症性心房細動患者に対する抗凝固薬」
　　　　　　　講　師:広島赤十字原爆病院循環器内科部長　岡田武規先生

【JPALS研修会コード:34–20１4–0063–１0１】

広島佐伯薬剤師会
事務局

TEL・FAX
082–924–5957

１

7 月１１日（金）１9:30 ～ 2１:00
福山大学宮地茂記念館 9 階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会—明日の治療に役立つ分かり易い漢方—
演　題:方剤グループの総括と乾姜剤・黄耆剤・竜骨牡蛎剤について
講　師:福山大学薬学部非常勤講師　小林宏先生
テキスト:病態からみた漢方薬物ガイドライン（京都廣川書店）
どの時期から参加しても非常に分かり易いユーモラスな研修会です。
漢方を全く知らない人でも気軽にご参加下さい。

【JPALS研修会コード:34–20１4–0057–１0１】

福山大学薬学部
漢方薬物解析学

研究室
084–936–2１１１

（5１65）

１

受講料500円
※事前予約は不要です
アクセス:福山駅北口徒歩 １ 分
※駐車場はございません。最寄
りの駐車場をご利用下さい。

7 月１2日（土）　１5:00 ～ １7:00　広島県薬剤師會館 4 階
第472回薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
2 ）特別講演「統合失調症を中心とした精神科領域における薬物治療について」

ヤンセンファーマ㈱メディカルアフェアーズ　大栗優一先生

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082–243–6660

１
参加費:１000円
できれば事前申し込みをお願い
いたします。

7 月１2日（土）・１3日（日）広島国際会議場
平成26年度病院診療所薬剤師研修会　広島会場
詳細、申し込みは以下のページをご確認ください。
http://www.hshp.jp/modules/member_i/details.php?bid=353

【JPALS研修会コード:34–20１4–0069–１0１】

日本薬剤師会、
日本病院薬剤師会

広島大学病院薬剤部
木村

6

7 月１3日（日）１0:00 ～ １6:00　広島県薬剤師會館 4 階
第55回広島漢方研究会総会
１0:00 ～ １１:30　会員発表　座　長:吉本悟
　　　　　　　（ １ ）「炙甘草湯について」下本順子
　　　　　　　（ 2 ）「苓桂剤の症例報告」鉄村努
　　　　　　　（ 3 ）「疎経活血湯加味について」　山崎正寿
１１:30 ～ １2:30　総会
１3:30 ～ １6:00　特別講演
座　長:山崎正寿『漢方 5 0年の経験から苓桂剤の店頭応用』
　　　　　　　—苓桂朮甘湯・苓桂味甘湯・苓桂甘棗湯などー
講　師:東海漢方協議会副会長　太田薬局　太田順康先生
太田先生は漢方専門薬局での経験が豊富でお話も大変分かりやすく、苓
桂剤だけでなく漢方薬の選定に必要な”望証”についてもお話しいただ
きます。

広島漢方研究会
テツムラ漢方薬局

082–232–7756
2

広島漢方研究会会員　無料
会員外の当日参加2000円（学生
１000円）
事前の予約は不要です。

7 月１7日（木）１9:00 ～ 2１:00　サンピア・アキ
第１33回生涯教育研修会
演　題:「胃炎除菌時代のピロリ菌診療（内視鏡診断、治療）」
講　師:マツダ病院消化器内科部長　黒田剛先生
製品説明:ヘリコバクター・ピロリ除菌治療剤
　　　「ラベキュアパック400・800/ラベファインパック」エーザイ㈱

（社）安芸薬剤師会
山中

082–282–4440
１ 会費:１000円
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開催日時　　　　　　　　　開催場所
　　　　研修内容・講　師

　主催者
　問い合わせ先 認定 その他

　　　（参加費等）

7 月１7日（木）１8:45 ～ 20:１5　シティプラザすぎや
県病薬呉支部研修会
１8:45 ～ １9:00　製品紹介　高尿酸血症治療剤「フェブリク錠」について

帝人ファーマ株式会社
１9:00 ～ 20:１5　特別講演
座　長:社会福祉法人恩賜財団済生会呉病院薬剤室室長　河本宏志先生
　　　「症例から学ぶ腎機能低下患者への薬物適正使用」
演　者:熊本大学薬学部臨床薬理学分野教授　平田純生先生

【JPALS研修会コード:34–20１4–007１–１0１】

共催:
広島県病院薬剤師会

呉支部
帝人ファーマ㈱

１

8 月 3 日（日）１3:00 ～ １6:00　広島歯科医師会館 6 階講堂
ひろしま桔梗研修会
第 3 回糖尿病シリーズ研修会「薬剤師が知っておきたいCKD」
　　　　　　　　　　　　　　～腎機能をチェックしよう～
講　師:水島協同病院薬剤部主任糖尿病療養指導士薬学博士　大西順子先生

神戸薬科大学
広島生涯研修企画

委員会
090–7507–3902

2

参加費:１000円
申込み:グループ学習のため、
氏名、連絡先、勤務先（調剤、
病院など）職歴を下記メールア
ドレスに記載して下さい。
d–hiro@kobepharma–u.ac.jp

8 月 3 日（日）１3:00 ～ １6:00　広島県薬剤師會館 4 階
第１42回生涯教育研修会　テーマ:「糖尿病」
１ ）製品紹介「HMG–CoA還元酵素阻害剤　リバロ錠・選択的

　SGLT2阻害剤　スイニー錠　最近の話題」
　　　　　　　興和創薬株式会社広島支店学術課　米山浩司
2 ）特別講演「糖尿病治療の最新の話題（仮）」
　　　　　　　岡山大学病院新医療研究開発センター助教　小寺亮先生
3 ）質疑

【JPALS研修会コード:34–20１4–0070–１0１】

広島市薬剤師会・
興和創薬株式会社

082–244–4899

2

受講料:県薬会員￥１000、会員
外￥2000
申込み:7月28日までに「氏名・
勤務先・会員登録の有無」を広
島市薬剤師会へご連絡くださ
い。（FAX（082）244–490１）

8 月 8 日（金）１9:30 ～ 2１:00
福山大学宮地茂記念館 9 階プレゼンテーションルーム
福山大学漢方研究会—明日の治療に役立つ分かり易い漢方—
演　題:便秘症状に対する漢方薬の使い分け
講　師:小林宏先生（福山大学薬学部非常勤講師）
テキスト:病態からみた漢方薬物ガイドライン（京都廣川書店）
どの時期から参加しても非常に分かり易いユーモラスな研修会です。
漢方を全く知らない人でも気軽にご参加下さい。

福山大学薬学部
漢方薬物解析学

研究室
084–936–2１１１

（5１65）

１

受講料500円
※事前予約は不要です
アクセス:福山駅北口徒歩 １ 分
※駐車場はございません。最寄
りの駐車場をご利用下さい。

8 月 9 日（土）１5:00 ～ １7:00　広島県薬剤師會館 4 階
第473回薬事情報センター定例研修会
１）薬事情報センターだより
2 ）情報提供「世界初経皮吸収型β１遮断剤　ビソノテープ」
　　　　　　トーアエイヨー株式会社
3 ）特別講演「不整脈の治療について」
　　　　　　広島大学病院循環器内科助教　中野由紀子先生

（公社）
広島県薬剤師会

薬事情報センター
082–243–6660

１
参加費:１000円
できれば事前申し込みをお願い
いたします。

8 月１0日（日）9:30 ～ １6:00　広島県薬剤師會館 2 階
第588回広島漢方研究会月例会
9 :30 ～ １１:00『 漢方入門以前～初歩から始める漢方講座⑮』原因不明の

鼻血は危険のサイン？
　　　　　　　～ごん連剤（代表方剤黄連解毒湯）～小林宏
１１:00 ～ １2:30『大塚敬節著・漢方診療30年』吉本悟
１3:30 ～ １5:00『勿誤薬室方函口訣』山崎正寿
１5:00 ～ １6:00『黄連解毒湯・煎剤』の処方解説と製剤実習
　　　　　　　木原敦司　佐々木伸忠　
漢方初心者から上級者まで深く学習できる内容になっています。薬局製
剤実習では、実際の生薬に触れて製剤を参加者全員で行います。お気軽
にご参加ください。

広島漢方研究会
テツムラ漢方薬局

082–232–7756
3

広島漢方研究会会員　無料
会員外の当日参加3000円（学生
１500円）
事前の予約は不要です。
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認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領
（更新部分抜粋）

11．更新申請
　（１）更新の条件
　　　更新申請に際して満たすべき条件は次のとおりとする。
　　　①６年間の認定期間中に、実務実習生の指導実績が１例以上あること。
　　　　�ただし、指導実績がない場合は、ない理由、その間の勤務状況の説明及び今後の指導の見込を記載した書類

を提出すること。それに基づき委員会が個別に審査する。
　　　②勤務状況に関し、次のア、イ及びウのすべてを満たすこと。
　　　　ア　現に実務に従事していること。
　　　　イ　６年間の認定期間中のいずれかの時点で３年以上継続的に病院又は薬局に勤務していること。
　　　　ウ　更新申請の直近１年以上継続的に病院又は薬局に勤務していること。
　　　③更新講習を受講していること。
　　　　更新講習の内容は、モデル・コアカリキュラムの主な変更点、薬剤師に求められる基本的な資質等とする。
　（２）更新申請における提出書類等
　　　①更新申請書（別紙認定実務様式１－２）
　　　②更新講習の受講証明書（正本）
　　　③履歴書（別紙認定実務様式１－３）
　　　　非常勤職員としての勤務については、１週間当たりの従事日数及び従事時間数がわかるように記載すること。
　　　④返信用通常はがき（認定通知書用）
　　　　通常はがき（従前の官製葉書のこと。私製葉書は不可。）に、宛先及び宛名を記載すること。
　　　⑤更新申請料振込明細の写し
　（３）書類提出先
　　　公益財団法人日本薬剤師研修センター認定実務実習指導薬剤師認定係
　　　郵便番号107-0052　東京都港区赤坂１－９－13�三会堂ビル
　（４）更新申請料振込先
　　　銀行名：ゆうちょ銀行
　　　口座番号等：
　　　郵便局から振込む場合：00130－５－119292
　　　他の金融機関から振込む場合：
　　　店名・口座種類・口座番号：019（ゼロイチキユウ）店当座0119292
　　　名義：公益財団法人日本薬剤師研修センター
　（５）更新に係る特例等
　　　①�11.（１）①のただし書きにより書類を提出した者であって、個別審査によって更新された者は、更新後の

６年間の認定期間中に指導実績がない場合、その次の更新申請をすることができない。
　　　②�認定期間終了時に更新の条件が満たされていないために、更新申請を行うことができなかった者が、認定期

間終了後２年以内に更新の条件をすべて満たすこととなった場合は、更新申請としての手続きをすることが
できる。ただし、この更新の有効期間の起算日は、通常の更新がなされたとした場合の起算日とする。

12．更新に関する準用
　　７．�（登録、認定証及び公表）、８．（認定の有効期間）、９．（届出の義務）及び10．（認定証の再発行）の規定は、

更新の場合に準用する。



80 2014 Vol.39 No.4　広島県薬剤師会誌

13．手数料
　（１）認定申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,143円（本体4,762�円＋税381円）
　（２）認定証再発行（紛失、婚姻等による氏名変更等による再発行）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�1,749円（本体1,619�円＋税130円）
　（３）更新申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,143円（本体4,762�円＋税381円）
　　　なお、いずれの場合も振込み手数料は申請者の負担とする。

14．認定の取消し
　　�認定の取消しについては、公益財団法人日本薬剤師研修センターの研修認定薬剤師制度に準じて取扱う。ただし、

「認定制度委員会」とあるのは「認定実務実習指導薬剤師認定委員会」とする。

附則（平成26年５月20日）
（１）本要領は、平成26年５月20日より施行する。
（２）実務実習指導薬剤師養成研修検討委員会報告書（平成17年３月25日）に基づいて平成17年度より実施している
認定実務実習指導薬剤師認定制度によって認定された認定実務実習指導薬剤師は、本要領によって認定されたものと
みなす。
（３）�５．①に規定する実務経験については、平成27年３月31日までの間に限り、４年制の薬学教育を受けて薬剤師

となった者のうち、次に掲げる場合等、実務経験を補う研鑽を積んでいる場合には３年以上とする。その際、厚
生労働省薬剤師実務研修を修了している場合は、その研修期間を実務経験に算入する。

　　　ア　公益財団法人日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師である場合
　　　イ　一般社団法人日本病院薬剤師会生涯研修認定を取得している場合
　　　ウ　大学院医療薬学系修士課程を修了している場合
（４）�７．（３）�の規定のうち勤務先施設名については、本要領の施行の際、現に認定を受け、公益財団法人日本薬剤

師研修センターのホームページに氏名、認定番号及び認定年月日が掲載されている者は、更新までの間掲載しな
い。また、新たな認定者への適用は、平成27年４月１日以降に申請したものからとする。

（５）�更新申請受付期間は、認定の有効期間が終了する日の３か月前から前日（当日消印有効）までとする。ただし、
平成28年３月31日に認定の有効期間が終了する者の更新申請受付期間は別に定め、公益財団法人日本薬剤師研修
センターのホームページで公表する。

（６）認定実務実習指導薬剤師の養成講習会等の開催手続き等に関しては、別に定める。

（参考：14．（認定の取消し）関係）
研修認定薬剤師制度実施要領（抄）
５- ２　研修認定薬剤師の取消し
（１）以下のアからウに該当する者は、その認定を取消す。
　　　ア　薬剤師の資格を失った者
　　　イ　薬事に関し犯罪又は不正の行為があった者
　　　ウ　上記の他薬剤師として著しく不適正な行為のあった者
（２）認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該者にその旨を通知し、その求めがあったときは、その者の
意見を聴く機会を設けるものとする。
（３）研修認定薬剤師の取消しは、認定制度委員会に諮った上で決定する。
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平成26年度ヒロシマ薬剤師研修会

広島県薬剤師研修協議会では、薬剤師としてご活躍の皆様の生涯研修として
役立つ話題・情報の提供のため、下記の通り平成26年度ヒロシマ薬剤師研修会
を開催致します。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

記

主催：広島県薬剤師研修協議会
共催：広島大学薬学部、広島県薬剤師会、広島県病院薬剤師会
日時：平成26年7月27日（日）13：00～16：00
会場：廣仁会館 2階 大会議室（広島大学霞キャンパス内）
参加費：1,000円（学生：無料）

-----研修会プログラム-----

講演１ 13:00～14:30

『歯周病治療最前線』

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 歯周病態学 教授

栗原 英見 先生

講演２ 14:30～16:00

『痛みの伝達機構を脳で考えてみましょう
-鎮痛作用を理解するために-』

広島大学大学院医歯薬保健学研究院 薬効解析科学 教授

仲田 義啓 先生

・日本薬剤師研修センターの生涯研修単位を申請中です。
・日本及び広島県病院薬剤師会の生涯学習2単位です。

なお、自家用車を御利用の場合は、霞構内の臨時駐車券（400円/当日のみ有
効）をご利用いただけます。当日、受け付けでお受け取りいただき、出口でお支払い
ください。

問合先
木平健治：広島大学病院薬剤部

TEL：082-257-5570
松尾裕彰：広島大学薬学部

TEL：082-257-5295
E-mail：hmatsuo@hiroshima-u.ac.jp
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“糖尿病シリーズ研修会第３ 回のご案内”
好評をいただいている“大西先生の糖尿病シリーズ学習”第 ３回です。
今回は、薬物治療における腎機能関連の話です。
初めて参加される方も、続けて参加される方も、すぐに業務のお役に立ちますので、是非、ご参加下さい。
尚、職歴なしの方も歓迎します。今回、場所がまた変更になりました。

『「平穏死」10の条件』の著者　長尾和宏先生をお呼びしています。
２人に 1人ががんになり、認知症になる時代もすぐそこに来ています。
住み慣れた地域で、穏やかに暮らすための、在宅医療、介護サービスについて
わかり易くお話しされます。

　日時：平成２6年10月19日（日）1３：00 〜 16：00
　場所：国際会議場　ヒマワリ

※公開講座のお知らせ

日   時： 第 ３ 回　平成26年 ８ 月 ３ 日 （日） 13：00 ～ 16：00
	 　　　　　　　　　　　　　　　　受付12：30 ～（認定 2単位）

 第 ４ 回　平成26年11月 ９ 日（日）13：00 ～ 16：00
　　　　　　　　　　　　　　　　※尚、日程、会場変更の可能性もあります

場   所：	広島県歯科医師会館  ６Ｆ講堂

	 広島市中区富士見町 1 1－９		TEL(082)241－5525

テーマ： 糖尿病シリーズⅢ
　　　　『 薬剤師が知っておきたいＣＫＤ
 　　　　　　　　　～腎機能をチェックしよう』
　　　　　講師：水島協同病院薬剤部　主任　糖尿病療養指導士　　大西　順子	先生

参加費：1,000円

申込み： 今回はグループ学習のため、勤務先（調剤、病院など）職歴を記載してください。
	 d-hiro@kobepharma-u.ac.jp（第 3回締切　 ７月22日）
	 ※送受信不能の際はお問い合わせください。

主   催： 神戸薬科大学　広島生涯研修企画委員会

問合せ： 倉田　薫　0９0－７50７－3９02
	 森川薬局青葉台店　082９－30－6７７8
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� （公社）広島県薬剤師会　薬事情報センター� 原田　修江
� （公社）日本薬剤師会　DI委員会　　　　　　　　　　
� 　　　�東京大学大学院薬学系研究科（医薬品情報学講座）

� � 澤田　康文

【事例】

前回ではなく前々回処方から過少量を入力してしまった医師

小児は年齢と共に体重の増加があるので用量チェックは確実に！ 

■処方内容は　　 4歳 5カ月の男児。

　〈処方〉　小児科クリニック、印字処方
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アスベリン散10％� �0.3g� 1 日 3 回� 朝昼夕食後　����7日分
ムコダインDS50％� 0.6g� 1 日 3 回� 朝昼夕食後　����7日分　
アレギサールドライシロップ0.5％� 0.5g� 1 日 3 回� 朝昼夕食後　����7日分　
オノンドライシロップ10%� 1g� 1 日 2 回� 朝夕食後　　����7日分
ホクナリンテープ1mg� 7 枚� 1 日 1 回 1 枚� 夕方お風呂あがりにはる
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※現病歴（喘息、鼻炎）　

■何が起こったか？
・�4 歳 5 カ月の幼児への処方、処方せん受付時の体重確認で 3種類の散剤（アスベリン散10%〈チペピジンヒベンズ
酸塩〉、ムコダインDS50%〈L-カルボシステイン〉、アレギサールドライシロップ0.5%〈ペミロラストカリウム〉）
の投与量が少ないことに気がついた。薬歴を確認したところ、前回、体重増加により増量されていたが、今回は増
量前の投与量が記載されていた。処方医に疑義照会した結果、前回と同量に増量訂正された。

■どのような経緯で起こったか？
・�処方をレセコンに入力する時に、患者の母親に体重を確認したところ、前回と同じ16.6kgとのことであり、散剤
の投薬量が少ないことに気がついた。

・�薬歴を確認すると、前回、体重が前々回の14.0kgから16.6kgに増加したため、投薬量が増量されていた。しかし、
今回は、なぜか前々回の増量前の投与量が記載されていた。

・�母親は、医師から、投与量を増量前に戻すとは聞いていなかった。

ヒヤリ・ハット
エビデンス情報
ヒヤリ・ハット
エビデンス情報

モ バ イ ル 事 例 報 告Ｄ Ｉ 室 ・
広島県

（公社）日本薬剤師会「モバイルDI 室」事業

3
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■どうなったか？
・�患者の母親に、量の確認をするので少し待ってほしいと伝え、医師に疑義照会をした。
・�医師は、「オッ！そうだったね。じゃあ訂正しておいてね。」と、うっかりミスであることをすぐに認めた。また、
疑義照会したことに対しては、とても感謝された。

・�患者の母親に経緯を報告し、正しい投与量で調剤をした。母親からも感謝された。

� 訂正前� 訂正後�
　アスベリン散 10％� 0.3g� ��0.45g���
　ムコダインDS50％� 0.6g� 1.0g
　アレギサールドライシロップ 0.5％� 0.5g� 0.8g

■なぜ起こったか？
・�医師によると、単純に、カルテの記載を見落として処方したためであった。
・�医師は、なぜ前回処方ではなく、前々回処方を入力したか不明である。

■今後二度と起こさないためにどうするか？
・�医師に対して特に提案することはなく、今まで通り、調剤前の処方監査の際に、体重と投与量をしっかりと確認する。
・�このクリニックでは、医師のこのような処方間違いは、たまにあった。しかし、当該薬局では事前に発見し、疑義
照会にて処方変更となっている。

・�当該薬局では、医師の処方ミスがあれば確実に発見するために幾つかの取り組みを行っている（「特記事項は?」
を参照）。

■特記事項は?
当該薬局において、小児への投薬について注意あるいは工夫している点
・�処方せん受付け時は、必ず体重をこまめに確認する。特に、 0 ～ 2才児までは、体重変化が激しいので月に 1回
は確認する。

・�処方頻度の多い散剤、顆粒剤、細粒剤、ドライシロップについては、薬効別に体重当たりの投与量の一覧表を作成
している（表）。

表.　小児薬用量一覧表（例）
<その他の薬剤　 1日量>

薬品名
成分名

力価/成分量
％ /秤量

新生児
3 kg

1 /2年
8 kg

1 年
10kg

3 年
14kg

71/2年
25kg

12年
45kg

成人

アクディーム
リゾチーム塩酸塩

100㎎ /g
10%

　
　

15 ～ 30㎎
0.15 ～ 0.3ｇ

30 ～ 40㎎
0.3 ～ 0.4g

40 ～ 60㎎
0.4 ～ 0.6g

60 ～ 270㎎
0.6 ～ 2.7g

アスベリン
チペピジンヒベンズ酸塩

100㎎ /g
10%

15㎎
0.15g

20㎎
0.2ｇ

30㎎
0.3ｇ

40㎎
0.4ｇ

50㎎
0.5ｇ

60㎎
0.6ｇ

60 ～ 120㎎
0.6 ～ 1.2ｇ

カロナール細粒
アセトアミノフェン

200㎎ /g
20%

　
　

80㎎
0.4g

100㎎
0.5g

140㎎
0.7g

250㎎
1.25g

400㎎
2 g

400㎎
2 g
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薬品名
成分名

力価/成分量
％ /秤量

新生児
3 kg

1 /2年
8 kg

1 年
10kg

3 年
14kg

71/2年
25kg

12年
45kg

成人

デカドロンエリキシル
デキサメタゾン

0.1㎎ /㎖
0.01%

0.5㎎
5 ㎖

1 ㎎
10㎖

1.5㎎
15㎖

2 ㎎
20㎖

3 ㎎
30㎖

4 ㎎
40㎖

0.5 ～ 80㎎
5 ～ 80㎖

ナウゼリンDS
ドンペリドン

10㎎ /g
1 %

3 ㎎
0.3g

8 ㎎
0.8g

10㎎
1 g

14㎎
1.4g

25㎎
2.5g

30㎎
3 g

30㎎
3 g

ビオフェルミンR
耐性乳酸菌

10㎎ /g
1 %

2 ㎎
0.2g

6 ㎎
0.6g

7.5㎎
0.75g

10㎎
1 g

15㎎
1.5g

20㎎
2 g

30㎎
3 g

ビソルボン
ブロムヘキシン塩酸塩

20㎎ /g
2 %

1 ㎎
0.05ｇ

2 ㎎
0.1g

3 ㎎
0.15g

4 ㎎
0.2g

6 ㎎
0.3g

10㎎
0.5g

12㎎
0.6g

ペリアクチン
シプロヘプタジン塩酸塩

10㎎ /g
1 %

　
　

2.5㎎
0.25ｇ

3 ㎎
0.3ｇ

4 ㎎
0.4ｇ

6 ㎎
0.6ｇ

8 ㎎
0.8ｇ

12㎎
1.2ｇ

ホクナリンDS
ツロブテロール塩酸塩

1㎎ /g
0.1%

0.12㎎
0.12g

0.32㎎
0.32g

0.4㎎
0.4g

0.56㎎
0.56g

1 ㎎
1 g

1.8㎎
1.8g

2 ㎎
2 g

ムコサールDS
アンブロキソール塩酸塩

15㎎ /g
1.5%

2.7㎎
0.18g

7.2㎎
0.48g

9 ㎎
0.6g

12.6㎎
0.84g

22.5㎎
1.5g

40.5㎎
2.7g

45㎎
3 g

ムコダインDS
L-カルボシステイン

500㎎ /g
50%

90㎎
0.18g

240㎎
0.48g

300㎎
0.6g

420㎎
0.84g

750㎎
1.5g

1350㎎
2.7g

1500㎎
3 g

ロペミン
ロペラミド塩酸塩

0.5㎎ /g
0.05%

　
　

　
　

0.2㎎
0.4ｇ

0.28㎎
0.56ｇ

0.5㎎
1 ｇ

0.9㎎
1.8ｇ

1 ㎎
2 ｇ

タンナルビン 　 　 0.6ｇ 0.75ｇ 1 ｇ 1.5ｇ 2 ｇ 3 ｇ

メプチン顆粒
プロカテロール塩酸塩

100㎍ /ｇ
0.01%

※ 6歳未満
　 1日 2 ～ 3回
1回　1.25㎍

�（0.0125ｇ/㎏）　

6歳以上
1日 1 ～ 2回
1回　25㎍
（0.25ｇ）

成人
1日 1 ～ 2回
1回　50㎍
（0.5ｇ）

※ 6歳未満　乳幼児　 1回量 4㎏ 6㎏ 8㎏ 10㎏ 12㎏ 16㎏ 20㎏

顆粒　（0.01％）
ドライシロップ　（0.005％）

0.05ｇ 0.075ｇ 0.1ｇ 0.125ｇ 0.15ｇ 0.2ｇ 0.25ｇ

0.1ｇ 0.15ｇ 0.2ｇ 0.25ｇ 0.3ｇ 0.4ｇ 0.5ｇ

“ヒヤリ・ハットエビデンス情報”をご提供いただける場合は、
薬事情報センター（原田）までご連絡をお願い致します。　

〈連絡先　TEL:082-243-6660　メールアドレス　harada@hiroyaku.or.jp〉
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原田　修江

レストレスレッグス症候群（RLS）〜治療方針と薬物療法について〜

　レストレスレッグス症候群（RLS）は、下肢の不快感と脚を動かしたくなる衝動が現れる疾患で、安静時に症状が
悪化し、歩行や運動などで改善します。日本人での有病率は１～４%で、男性よりも女性に多い傾向が見られます。

◆RLSの治療方針
　　RLSは、他に原因が見つからない原発性（一次性）と、何らかの疾患に併発して起こる二次性（表１）に分けら
れ、治療は、原因により異なります。まず、原因に応じた対策、睡眠衛生の改善などを行い、それでも症状が改善
しない場合は、薬物療法を考慮します（図１）。

�

図１�　�RLSの治療の流れ１）

表１　�二次性RLS２）

原因となる疾患

鉄欠乏、慢性腎不全、呼吸器疾患（サルコイドーシス・慢性閉塞性肺疾患など）、うっ血性心不全、うつ病、
胃切除後、消化吸収不良を来す消化器疾患、膠原病（慢性関節リウマチなど）、脳腫瘍、脳血管障害（脳
梗塞・脳出血など）、神経疾患（パーキンソン病・脊髄疾患・末梢神経障害など）、内分泌疾患（糖尿病・
原発性副甲状腺機能亢進など）

原因となる薬物・
嗜好品

神経遮断薬、抗うつ薬（SSRI・SNRI・三環系）、中枢作動性抗ヒスタミン薬、バルビタール系薬剤の
離脱期、ドパミン遮断薬、カルシウム拮抗薬、脂質改善薬、NSAIDs
嗜好品（カフェイン・アルコール・ニコチン）

◆RLS薬物療法
　　RLSの薬物療法は、たとえ重症であっても単剤投与を原則とし、投与量は、最小用量から開始して症状が抑制あ
るいは自制しうる至適最低用量にとどめます。また、薬物療法は長期にわたることが多いため、副作用やRLS症状
の進行の有無、症状の増強（augmentation）、耐性（tolerance）、早朝の反跳現象（early�morning�rebound）
の発現などを定期的にチェックすることが大切です（表２）。
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表２　�RLS治療の薬物療法の基本１）　

⃝患者個人の病状に合わせる
⃝多剤ではなく単剤で治療を開始する
⃝ごく少量で開始し、３～５日ごとに徐々に至適用量あるいは最大の耐用用量まで増量する
⃝少量から中等量使用しても見かけ上、重症と思われる症例でも単剤を試みる
⃝多剤で治療をうけている患者はできるだけ単剤に切替えを試みる
⃝多剤療法により好ましくない副作用があったときは、いくつかの薬物の用量を減らすか、または中止することを試みる
⃝副作用、RLS症状の進行、augmentation、toleranceとearly�morning�reboundをモニターするため、定期的なフォロー
アップをおこなう

　�　RLSの治療の第一選択薬はドパミン作動薬です。現在、国内でRLSに対して保険診療が認められている薬物は、ビ・
シフロール®錠（プラミペキソール）、ニュープロ®パッチ（ロチゴチン）、レグナイト®錠（ガバペンチンエナカルビル）
の３種類です（表３）。また、RLSの重症度別の対応例は、表４のとおりです。

表３　�RLS治療に用いられる薬物１）　
⃝ドパミンアゴニスト

非麦角系 プラミペキソール （0.125 ～ 0.75mg/日）※

ロピニロール 　（0.25 ～４mg/日）
タリペキソール �（0.4 ～ 0.8mg/日）
ロチゴチン （2.25 ～ 6.75mg/日）※

麦角系 カベルゴリン （0.5 ～２mg/日）
⃝L-DOPA／DCI製剤 （100 ～ 200mg/日）
⃝ベンゾジアゼピン系薬物 クロナゼパム （0.5 ～２mg/日）
⃝抗けいれん薬 ガバペンチン �（800 ～ 1,800mg/日）※※
⃝オピオイド
⃝鉄剤
※�:�保険適応あり、　※※：ガバペンチンエナカルビルは600mg/日で承認されている。

表４���RLSの重症度別の対応例１）　

軽症・間歇型

１）�非薬物療法
２）�低フェリチン血症（血清フェリチン値<50ng/mL）→経口鉄剤
３）�薬物療法
　���少量のドパミンアゴニスト（プラミペキソール）※またはクロナゼパム

中等症・重症

１）�非薬物療法
２）�低フェリチン血症（血清フェリチン値<50ng/mL）→経口鉄剤
３）�薬物療法
　　①�ドパミンアゴニスト（プラミペキソール）※
　　　�RLS症状と不眠の両者をターゲットにするときは、タリペキソール
　　②�①単独で効果がないとき、または残遺不眠例では、クロナゼパムを併用
　　③�②併用でも効果不十分あるいは疼痛の訴えがあるときは、ガバペンチンを併用

※腎機能低下のある例では、ロピニロール

◆欧州におけるRLSの治療アルゴリズムと薬物療法
　�　欧州では、2011年にEuropean�RLS�Study�Group(EURLSSG）がプライマリケア医のRLSに対する認知度を高
めるために、“RLSの診断・治療のためのアルゴリズム”を作成しました。わが国のように特発性（原発性）か二次
性だけでなく、痛みの有無も考慮した治療指針となっています（図２）。
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�
図２�　European�RLS�Study�Group（EURLSSG）のRLS治療アルゴリズム５）

　�　さらに、2012年には、欧州神経学会、欧州神経連合、欧州睡眠学会の３学会が合同で各薬剤による治療について
解析を行い、2005年に作成したRLS治療ガイドラインを改訂しました。短期間（６ヶ月未満）の治療では、ロチゴ
チン、ロピニロール、プラミペキソール、プレガバリン、ガバペンチン、ガバペンチンエナカルビルが有効であり、
長期間（６ヶ月以上）の治療では、ロチゴチンのみが有効であるとしています。ロピニロール、プラミペキソール、
ガバペンチンエナカビルの長期投与については、有効な可能性があるに留めています。

◆RLS治療における注意点（Augmentation）
　�　RLS治療において重要な問題となるのがaugmentationです。Augmentationは、RLSに対してドパミン作動薬
を長期に投与しているときに起こる合併症で、①RLS症状の重症度が増悪する、②RLS症状がより容易に出現する、
③１日のうちでより早い時間帯または午後（いつもより早い時間帯）に出現する、④上肢にまで症状が広がること
を特徴とします。日本神経治療学会が示すaugmentationの予防方法とaugmentationが発症した場合の対処方法
は、表５のとおりです。

表５���Augmentationの予防と対策１）　

Augmentationの
予防方法

⃝Augmentationの危険因子を排除する
①高用量のドパミン作動薬の投与を避け、できる限り有効最小用量にする（プラミペキソール0.5
～ 0.75㎎ /日以下、ロピニロール２㎎ /日以下、L-DOPA製剤200㎎ /日以下）

②ドパミン作動薬とaugmentationを増悪しうる薬物（SSRI、ドパミン拮抗薬、抗ヒスタミン薬）
を同時投与しているときは処方を再考する

③血清フェリチン低値（<50ng/㎖）の場合、鉄剤を補給する
④半減期の長い薬物を使用する（半減期の短い薬物はaugmentation発症のリスク因子となる）

⃝１日の投与量を分割する（有効性を示したcontrolled�studyはない）

Augmentationが
発症した場合の対策

⃝現在内服中のドパミン作動薬の内服時刻を早める
　（例：使用している薬物の用量を変えずに２分割投与する。半量を午後の早めの時刻に投与する）
⃝ドパミン作動薬を短時間作用型から長時間型に変更する
⃝ドパミン作動薬を長時間型に変更しても無効な場合は、ドパミン作動薬から抗てんかん薬、クロナ
ゼパムまたはオピオイドに切り替える

〈参考資料〉
１）日本神経治療学会　標準的神経治療：Restless�legs症候群（2012年）
２）月刊薬事、56( ４）、57、2014
３）睡眠医療、７( １）、91、2013
４）Eur�J�Neurol,�19:1385,2012
５）BMC�Neurol,�11:28,2011
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　この医薬品・医療機器等安全性情報は，厚生労働省において収集された副作用等の情報を基に，医薬品・医療
機器等のより安全な使用に役立てていただくために，医療関係者に対して情報提供されるものです。
　医薬品・医療機器等安全性情報は，医薬品医療機器情報提供ホームページ（http://www.info.pmda.go.jp/）
又は厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）からも入手可能です。

平成２6年（２014年）4月・ ５月　厚生労働省医薬食品局

◎連絡先
〠100−8916　東京都千代田区霞が関 1− 2− 2
厚生労働省医薬食品局安全対策課

��1
 　
��03-3595-2435（直通）

　　　�03-5253-1111（内線）2755、2753、2751
（Fax）03-3508-4364
｛
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〜「亜硝酸態窒素」のお話〜 城﨑　利裕

検 査 セ ン タ ー だ よ り

� �日差しも強くなり暑さも厳しくなって参りますが、ワールドカップブラジル大会も盛り上がりを見せ、選手の皆さ
ん同様、我々も負けないようにがんばらないといけませんね。
　さて、今回の検査センターだよりは、本年 4月 1日から水質基準項目に追加されました「亜硝酸態窒素」について
述べて参りたいと思います。

【性　質】
　亜硝酸塩は、アンモニアから硝酸に酸化される際の中間生成物として存在します。
　汚水処理過程あるいは土壌中においては、通常、亜硝酸態窒素が蓄積することはありませんが、pH等の影響で硝
酸菌の活性が抑制されると亜硝酸が集積することがあります。
　窒素肥料の量が多いところでは、土壌中の亜硝酸が集積しやすくなります。

　水中では亜硝酸イオンとして存在しています。きわめて不安定な物質で、好気的な環境では硝酸態に、嫌気的環境
ではアンモニウム態に速やかに変化します。

【人体への影響】
　硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素を大量に摂取すると、体内で腸内細菌により亜硝酸態窒素に還元され、体内に吸収さ
れると血液中のヘモグロビンと結合してメトヘモグロビンを生成し、メトヘモグロビン血症などの酸素欠乏症を引き
起こす可能性があります。
　さらに、亜硝酸と 2級アミンが結合して、発ガン性物質である「ニトロソアミン」を生成することが指摘されてい
ます。

【基準等】
　上記の人体への影響などを踏まえ、平成26年 1 月14日の厚生労働省生活環境水道部会において、「水質基準に関す
る省令」（平成15年厚生労働省令第101号）の一部が改正され、亜硝酸態窒素に係る基準（0.04mg/L）を追加するこ
とが決定し、平成26年 4 月 1 日から施行することとなりました。

　水道法やビル管理法で規制されているお水に関しては、定期的な検査が義務づけられていますが、井戸水等を利用
されている方は、水道法が適用されませんので、自主的な検査が必要となります。
　これまで検査を実施したことのない井戸水利用者の方は、一度調べられてみても良いかもしれませんね。
　当会検査センターにおいても、亜硝酸態窒素の分析を行っています。お気軽にお問い合わせください。

参考文献：上水試験方法2011（理化学編）
　　　　　厚生労働省のＨＰ
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ひろしま桔梗研修会
平成26年度 第１回研修会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日　時：平成26年４月13日（日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　場　所：広島県薬剤師會館

　今年度の研修会は、糖尿病について４回シリーズで予
定されています。講師は、水島協同病院の薬剤師であり、
糖尿病療養指導士でもある大西順子先生です。
　スライドを用いた講義では、２型糖尿病発症の病態
や治療の基本的な進め方、糖尿病の臨床診断のフロー
チャートを使っての診断方法などについて説明されまし
た。

　フローチャートを用いての診断に加えて、病態をより
詳しく把握していくためには、様々な検査があります。
血糖の変動を把握するための持続血糖モニターや血糖自
己測定、中長期の血糖の状態を把握する糖化蛋白検査、
糖尿病のタイプを推定するためのインスリン分泌能やイ
ンスリン抵抗性、膵β細胞機能、血中C－ペプチドの測
定など、検査値の示す意味を詳しく教えていただきまし
た。
　２型糖尿病の治療では、食事療法や運動療法が重要で
す。エネルギー摂取量の求め方や糖質、タンパク質、脂
質の摂取割合について説明されました。「腹、七分。ゆっ
くりよくかむ。まとめ食いや夜食を避ける。」これが大
事です！自分の食生活を指摘された気がしました。運動
時間について、１日30分間は続けて、週３回以上行うよ
うにする。体調がよくない時は無理せず休み、継続する
ことが大切と言われていました。インスリンや血糖降下

剤で治療を行っている場合は、低血糖の危険性があるた
め、食前は避けなくてはいけません。
　最近はインクレチン関連薬の種類も増えて、よく使わ
れるようになりました。様々な糖尿病治療薬の特徴や使
い分けを分かりやすく説明していただきました。頭では
わかっているつもりでも、実際に患者さんに説明する際、
うまく伝わらないことがありました。いま一度整理して
覚えなおし、業務に役立てたいです。
　続いてのグループワークでは、症例中の検査結果をフ
ローチャートに当てはめて診断し、インスリン分泌能の
評価やインスリン抵抗性の指標の計算式によって、病態
を把握しました。以前行われた研修会でも扱われた内容
であったため、よく理解している人がすすんで発言して
活発に話し合いができました。次の症例では、標準体重
から摂取エネルギーを算出して、食事療法を考え、運動
療法ではどうアドバイスしたらよいかなど考えました。
その患者さんができそうな内容でないと意味がないの
で、個々に適した方法を提案するのが大切であることが
わかりました。

　私は病院に勤務していますが、日々の業務をこなすう
えでは、なかなか患者背景まで把握して関わることは難
しい状況です。しかし、治療を続けるのに何か問題があ
れば、すべてのひとが無理でも、ひとりでもちょっと立
ち止まって一緒に解決できればいいと思います。
　薬剤師として働いていると、治療＝薬だと思いがち
ですが、糖尿病の治療の基本はやはり生活習慣の改善
（食事療法・運動療法）であることを再認識できました。
薬のみの知識ではなく広い視野で患者さんの役に立て
る薬剤師が必要とされているので、その期待に応えて
いきたいです。

神戸薬科大学同窓会広島支部　坂本　美湖
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　暑くなってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？
今回は、₆₀ ～ ₇₀年代の若者層御用達グッズのひとつ、日本で最も売れた舶来万年筆「PARKER₄₅」を取り上げたい
と思います。
　当時、PARKERといえば、₂₁・₅₁・₆₁・₇₅そして中学生からサラリーマンに至るまで、幅広く支持されていたのが
₄₅であった。₅₀代以上だと未だお持ちの方も少なくないはずである。そう、「PARKER₄₅」は実に誰でも購入できる
ブランド品といっても差し支えなかったかと思う。
　私の記憶だと₁₄金ペン・ステンレスキャップで、₃︐₅₀₀円位と記憶している。
　当時、国産のプラチナポケッツ及びパイロット・セーラー等の同等品が₃︐₀₀₀円位である。舶来モノとしては、と
てもリーズナブルであった。
　特筆すべきは、樹脂ボディとしてはまずヒビ等の破綻がない、ハードユース向けの万年筆ということである。当時、
舶来モノのプラスチック系ボディは、自然とヒビが入ることが多く、国産品でも皆無ではなかった。
　そしてペン先の分解が容易、洗浄しやすいということである。
　ペン先には、ステンレス・オクタニウム・金ペンがあり、金ペンについては、８金・₁₀金・₁₂金・₁₄金が選べた。
因みに各ペン先は交換部品として独立パッケージで別売もされており、一般の文具屋でも販売していた。
　ペン先は硬いが、ボールペンの様にグリグリ書ける。
　以上の様なウリがあればこそ、ヒット商品になるのも納得がいく。というわけで、日本のどこでも国産品以上にお
目にかかる頻度の高い万年筆。
　言い換えれば特に珍しい物ではなかった。（実際、今でも未使用品を販売している文具店は存在する。）
　今回ご紹介するのは、そんな₄₅の中でも割と珍しい₁₄金張りキャップにグレイのバレルの組合せの一品である。
　さらにペン先は、₁₄金でB（太字）。実は、他のParker普及モデルも同様だが、日本で販売されていた大部分がF（細
字）若しくはXF（極細）でM（中字）やB（太字）は、希といっていい。（相変わらず、世間様から外れたがる傾向
にあるらしい）
　半世紀以上前のヴィンテージにもかかわらず現在でも比較的入手し易く（B・Mは別ね！）、機能性・耐久性にお
いて非常に秀逸なこの万年筆は、最初の１本としてもお薦めである。

Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

羅　焚　屋

４５！
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��I�set�foot�in�the�industry�of�car�racing�which�was�my�longtime�dream�last�year.��You�may�look�
at�me�with�cold�eyes�wondering�why�a�pharmacist�is�doing�car�racing.��Iʼm�actually�doing�it�very�
seriously.�
��I�started�thinking�about�becoming�a�supervisor�in�the�fi�eld�of�the�car�race�after�two�years�of�full-
scale�circuit�experiences�joined�in�December,�2004.��There�was�the�race�called�super�GT,�but�I�
found�it�diffi��cult� to�supervise� in�this�race�considering�the�funding�etc.� �Later�I� found�that�there�
was�the�race�called�super�endurance�race�in�a�diff�erent�category.
� �Ten�years� later,� I�fi�nally�made�my�debut�as�a�supervisor�at�super�endurance�race,�Okayama�
international�circuit�with�FAIRLADY�Z34�in�September,�2013.��Even�though�we�started�out�from�
the�ST-3�category�qualifi�er�seventh�place�and�ranked�the�provisional�second�place�in�the�pouring�
rain,�the�result�was�that�we�retired�after�20th�lap�crashing�into�the�wall�at�the�last�corner.��When�
I�take�down�the�curtain�of�my�life,�it�is�the�best�if�I�have�you�say�that�that�fellow�was�a�car�fool.
With�a�certain�limit�of�life,�do�you�guys�remember�to�challenge?

��The�words�that�there�is�in�my�heart,�“Challenge�your�dream.”

＜和訳＞

　昨年、私は長年の夢だった自動車レースの世界に足を踏み入れました。
　どうして薬剤師である私が自動車レースなんかに？と思いになられるでしょう。だけど私は大まじめなのです。
　₂₀₀₄年₁₂月に“スーパー GT”というサーキットレースに参加した２年後に、私はチームの監督になりたいと思
い始めました。それには資金面等もろもろの困難が伴うことが判明ました。（どうしてもあきらめきれず、いろ
いろ当たってみると、）スーパー耐久レースという種類のレースにたどり着きました。
　₁₀年後の₂₀₁₃年９月、ついに岡山国際サーキットにてフェアレディ Z₃₄でスーパー耐久レースの監督として私
はデビューを果たすことができました。
　我々は、ST- ３クラスというカテゴリーの予選７位からスタートし、土砂降りの雨の中で２位まで順位を上げ
ることができましたが、₂₀周目の最終コーナーで壁に激突してしまい、リタイアとなってしまいました。私が人
生の幕を下ろす時、もしまわりの人たちに私のことを“車バカ”と言わせることができたならば本望です。
　限られた人生の中で、あなたは挑戦するということを忘れてはいないですか？

　“Challenge your dream.”　この言葉はいつも私の心の中にある。

因島支部　寺西　俊雄

生きてる限り、チャレンジを忘れない。

Pharmacist's HolidayPharmacist's Holiday
～薬剤師の休日～～薬剤師の休日～

2013年12月　ニスモフェスティバル
富士スピードウエイ

2014年 5月
岡山国際サーキット走行会

2014年 2月　鈴鹿ファン感謝デー
鈴鹿サーキット

2014年5月　エキジビションレース
岡山国際サーキット走行会
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ベスト薬局府中店
広島市東区矢賀新町３丁目１−３

　平成元年６月、東区温品のベスト薬局の支店とし
て安芸郡府中町にベスト調剤薬局として開設しまし
た。その後名称をベスト薬局府中店に改め、高速道
路建設にともない平成14年１月東区矢賀新町の現在
地に移転しました。
　平成19年の２月から日曜日の午前中も開局し、定
休日は祝日正月です。スタッフは薬剤師、事務を含
め現在５名です。
　広域処方箋を受け始めた当初は病院からの処方箋
FAXが入るたびに薬の在庫があるかどうかを心配
したものです。今ではジェネリック薬を含め1300種
以上を在庫しており、足りない薬は卸会社に至急で
配達してもらうなどの対応をすることで、あわてる
ことも少なくなってきました。先月は鉄道病院、広
大病院、マツダ病院等の広域病院をはじめ開業医等
47軒から処方箋を受けました。件数が少ないとはい
え、地域の皆様のお役に立てているのではと自負し
ています。25年以上営業を続けさせていただいてい
る成果だとも思っています。日曜日、救急ネットで
開局情報を検索されたのか、他地区の病院の医師か
ら電話で薬の在庫の問い合わせがあり、それから患

者さんが処方箋を持ってこられたこともあります。
いろいろな病院からの処方箋を受けているため在庫
の無駄も非常に多く、毎年廃棄する薬の量も馬鹿に
なりません。
　学生実習は今までに７名を受け入れました。今年
度も１名を予定しています。学生を受け入れること
により、私たち薬剤師の勉強にもなり刺激にもなり
ます。皆様の薬局も受け入れ薬局になられることで、
役立つことが大いにあると思いますので、お勧めし
ます。
　私事ですが、現在、毎月１回小学校の同期会に行っ
ています。開催案内を出すわけでもなく、第４木曜
日にいつもの場所でということで出席者も確定して
いません。少ないときには10名、多いときには30名
余りが集まり、昔の話や孫の話、持病、旅行、趣味
の話などいろいろな話題で３時間程度楽しんでいま
す。還暦を過ぎた今も、皆まだ元気で飲めるぞとい
うことを確認するための会でもあります。何よりも
気を使わずのんびりと命の洗濯をしています。
　もう少しの間、薬局も飲み会も続けていければい
いと願っています。

次回は、呉支部　フタバ薬局本通店さんです。
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「保険薬局業務指針2014年版」
企画編集：日本薬剤師会
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：Ｂ５判、約600頁（予定）
価　　格：定　　価　4,860円
　　　　　会員価格　4,300円
送　　料：�１部　460円

「居宅療養管理指導マニュアル第2版」
編　　集：神奈川県薬剤師会介護保険委員会／著
発　　行：株式会社じほう
判　　型：Ａ４判、100頁（予定）
価　　格：定　　価　2,592円
　　　　　会員価格　2,260円
送　　料：�１部　500円

「登録販売者研修テキスト第2版」
監　　修：日本薬剤師会
発　　行：株式会社ドーモ
発　　行：株式会社　薬事日報社
判　　型：Ｂ５判、約500頁（予定）
価　　格：定　　価　4,536円
　　　　　会員価格　4,120円
送　　料：�１部　460円

「POCTが変える医療と臨床検査」
監　　修：国際医療福祉大学教授　〆谷直人
編　　集：日本臨床検査自動化学会POC技術委員会
　　　　　（旧POC推進委員会）
発　　行：株式会社じほう
判　　型：Ａ５判、146頁
価　　格：定　　価　3,780円
　　　　　会員価格　3,400円
送　　料：�１部　500円

書 籍 等 の 紹 介

斡旋書籍について「お知らせ・お願い」
日薬斡旋図書の新刊書籍につきましては、県薬会誌でお知らせしておりますが、日薬雑誌の「日薬刊行物等の

ご案内」ページにつきましても、随時、会員価格にて斡旋しておりますのでご参照ください。
また、書籍は受注後の発注となりますので、キャンセルされますと不用在庫になって困ります。ご注文の場合

は、書籍名（出版社名）・冊数等ご注意くださいますようお願い申し上げます。

申込先：広島県薬剤師会事務局
TEL（082）246-4317　FAX（082）249-4589

担　当：吉　田　　E-mail：yoshida@hiroyaku.or.jp

※価格はすべて税込みです。

訂正とお詫び
　平成26年５月１日発行の本誌�2014�Vol.39�No.3�に以下のような誤りがありました。
ここに訂正してお詫び申し上げます。

◉�P.3　（広島県薬剤師会監事選挙）
　当　選　　水　戸　基　彦氏（広島佐伯）
　　　　　　児　玉　信　子氏（広島）　となっておりました。
　
正しくは、
　当　選　　水　戸　基　彦氏（広島佐伯）
　　　　　　菊　一　瓔　子氏（広島）　です。
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告　　　知　　　板

会 員 発 表 支 援 に つ い て

　広島県薬剤師会では、例年、学術大会における本会会員の研修発表に対して旅費等の支援を行ってい
ます。発表される方は、次の要領でご応募下さい。

１．支援対象学術大会
　１）第47回日本薬剤師会学術大会（山形市）
　　　　　会　期：平成26年10月12日（日）・13日（祝・月）
　　　　　会　場：山形市民会館（山形県山形市香澄町２丁目９-45）ほか
　２）第53回日本薬学会日本薬剤師会日本病院薬剤師会中国四国支部学術大会（広島市）
　　　　　会　期：平成26年11月８日（土）・９日（日）
　　　　　会　場：広島国際会議場（広島市中区中島町１-５）
２．支援対象者数：各学術大会５名以内（但し、支援は発表者のみとし、二重支援はいたしません。）　
３．応�募�方 �法：応募者は、発表予定学術大会名、発表題名、発表者名、演題要旨を、県薬事務局
　　（担当木下（��kinoshita@hiroyaku.or.jp）までメールにて送付して下さい。
４．応�募�締 �切：平成26年７月31日（木）
５．採否について：�採否は、学術・研修および保険薬局部会研修担当者から選任された選考委員により

決定し、応募者にご連絡いたします。
６．附　　　　記：採択された方は、広島県薬剤師会県薬会誌に寄稿をお願いいたします。

　　　問い合わせ先：広島県薬剤師会事務局
　　　　　　　　　　〒730－8601　広島市中区富士見町11－42　広島県薬剤師會舘内　　　　　　　　
　　　　　　　　　　TEL：（082）246－4317（代）　E-mail：kinoshita@hiroyaku.or.jp

夏期休業のお知らせ

次のとおり夏期休業いたします。
よろしくお願いします。

８月13日（水）～�15日（金）

第47回日本薬剤師会学術大会に参加希望の方
−  事 前 登 録 費 県 薬 で 負 担  −

　大会に参加を希望される会員は、所属支部長へ参加希望の
旨を申し出てください。
　県薬では、支部割当数（県薬代議員数）の参加登録費（事
前登録9,000円）を負担します。（８月25日（月）締切）
　なお、支部長へ予約申込をされた方のみ該当者とします。



98 2014 Vol.39 No.4　広島県薬剤師会誌

公益社団法人広島県薬剤師会
平成26・27年度 代議員選挙結果の告示について

公益社団法人広島県薬剤師会
　　　会長　前田　泰則

平成26年６月２日

　平成26年４月15日告示の公益社団法人広島県薬剤師会平成26・27年度代議員選挙につきまして、６月２日に公益社
団法人広島県薬剤師会選挙管理委員会の山本和彦委員長より、選挙区ごとの当選者の報告を受けたことから、公益社
団法人広島県薬剤師会代議員選挙細則第18条第２項により、当選者を告示いたします。
　なお、任期は、平成26年４月１日から２年後の代議員選挙の終了の時まで（平成28年３月予定）です。

代 議 員 選 挙 当 選 者�（80名）（各選挙区50音順・敬称略）
広 島 市 薬 剤 師 会（定数22名）
�池田康彦、今田哲生、岩本義浩、岡田　甫、形部宏文、河内一仁、坂本　徹、新谷洋通、高橋　強、
髙村豊至、武末玲子、長坂晋次、中野真豪、永野孝夫、野村伸昭、野村真由美、細田正紀、前田修一、
宮本一彦、森川悦子、山内純子、吉川勇人

安 佐 薬 剤 師 会（定数９名）
秋本浩志、荒田吉丸、大賀真樹子、木村昌彦、貞永昌夫、下田代幹太、峠　文子、土井郁郎、徳尾節子

安 芸 薬 剤 師 会（定数５名）
皮間壽美子、長坂晃治、西原昌幸、畠山　厚、細田智子

広島佐伯薬剤師会（定数４名）
池田和彦、樽谷嘉久、呑田敬三、長谷川項一

大 竹 市 薬 剤 師 会（定数１名）
竹下武伸

廿日市市薬剤師会（定数３名）
新出　恵、藤山りさ、渡邊理恵子

東 広 島 薬 剤 師 会（定数５名）
出口正光、小埜真理子、島崎一郎、中石真紀、藤政智栄

呉 市 薬 剤 師 会（定数６名）
明田丈之、佐々木一仁、佐々木拓也、中嶋都義、平本敦大、横田直典

竹 原 薬 剤 師 会（定数2名）
神田信吾、阪田安雄

福 山 市 薬 剤 師 会（定数10名）
井上　真、大方十代治、甲メ愼二、作田利一、高橋富夫、田口直子、萩原謙二、松本久ニ子、山岡恵美子、
山口恵徳

三 原 薬 剤 師 会（定数３名）
常盤周作、中村勇樹、肥後克彦

尾 道 薬 剤 師 会（定数４名）
麻生祐司、下田篤子、横田いつ子、横田　進

因 島 薬 剤 師 会（定数１名）
津国美香

三 次 薬 剤 師 会（定数３名）
清原厚子、杉田善信、中本明春

広島県行政薬剤師会（定数2名）
有馬明彦、松岡俊彦
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the editor’s notes
編集後記

野村　祐仁　　青野　拓郎　　二川　　勝　　松村　智子
吉田亜賀子　　奥本　　啓　　池田　和彦　　藤山　りさ
村上　孝枝　　原田　修江　　後藤　佳恵

編　集　委　員	

梅雨の季節ですが、
総会の季節でもあり
ます。総会案内がやっ
てきます。大会社の
配当を見ると景気が
上向いているようで
すが、末端には波及
するでしょうか？

○ま

今回で広報委員会も

ひと区切り。

委員の皆さま、事務局の

皆さまお疲れ様でした。

「会誌を読んでますよ」

と言ってくださるのを

聞く時は、とてもうれ

しいです。　　＜510＞

高血圧治療薬バルサルタンの臨床研究データ操作問題。東京地検特捜部

が薬事法違反（誇大広告）容疑で、製薬会社元社員を逮捕。この件を対

岸の火事とは思わず薬剤師も襟を正す必要があるのかもしれない。

　　　　　　　　　　　　　＜Ｋ－Ｚ＞

4 月になり、Windows�XPのサービスがなくなると言って大あわてで

Windows�7になったと思いきや、インターネット・エクスプローラー

が危険と言われ、ワ～どうすれば、とテンワヤンワでした。まず身近の

パソコンがXPのため、場所を変えてのインターネットは、仕事の途中で

入る調べ物の時、不便きわまりないです。IT化されるということは、

便利なことか否か、考えさせられる年度始めになりました。��　　＜T2＞

最近、ネットニュースで「薬局で薬代を安くする裏ワザ！」なんて見出

しで、おくすり手帳の有無で金額が変わる内容の記事を見かけるように

なりました。テレビで取り上げられる日もそう遠くありません。薬剤師

の職能を目に見えるかたちで伝えやすいツールでもあるので、患者さん

に納得して使ってもらえるよう薬剤師側もいろいろ工夫をする努力が必

要だと切実に思うこの頃です。　　　　　　　　　　＜B級コレクター＞

今回のダイエットは、今のところ順調で５㎏ほど痩せました。

でも思ったよりお腹がへこみません。腹筋のたるみのせいなんでしょうか？

とりあえず今の体重を維持しようと思ってます。　　　　　＜ターボ＞

最近読んだ本に「心の在り方が所作を表す」と、あった。確かに心に余裕がないとき雑な対応、行動を

していると思い当たる。そういえば最近ギリギリで対応している気がする…

日の出が早くなった今こそ！脱ギリギリを目指そう！　　　　　　　　　　　　　　　　�＜ ANK48 ＞
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薬剤師国家試験 正答・解説

99回薬剤師国家試験問題
解答・解説　評言社薬学教育センターより引用

2 頁　問 6

9 頁　問108

14頁　問160

73頁　問18５

解　説

解　説

解　説

解　説



- 1 -

平成 26年５月７日
広島県薬剤師会保険薬局部会

調剤報酬報酬明細書に記載する略号について

　平成26年度調剤報酬改定により、調剤報酬明細書に記載する略号が追加されておりますので、お知らせいたします。

区分：薬学管理料

薬剤服用歴管理指導料

処方せんの受付 1回につき、薬学的管理 ･指導､ 後発品
の情報提供、残薬確認を行い､ 手帳に記入した場合 薬Ａ

処方せんの受付 1回につき、上記の管理指導､ 情報提供、
残薬確認を行い､ 手帳に記入していない場合 薬Ｂ

　略号を記載した調剤報酬点数早見表を県薬ホームページ��http://www.hiroyaku.or.jp/ に掲載しておりますので、
ご参照ください。
　更新情報＞ 2014.5.7 平成 26年度調剤報酬改定資料����������

保険薬局ニュース
平 成　26� 年 ７ 月 １ 日

広島県薬剤師会保険薬局部会
Vol.22　No. ４（No.122）

平成26年６月19日
広 島 県 医 師 会 長　様
広島県歯科医師会長　様
広 島 県 薬 剤 師 会 長　様
広島県柔道接骨師会長　様

広 島 県 健 康 福 祉 局 長 　　
〒730-8511　広島市中区基町10-52　

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 医 療 保 険 課
　 　　　

福祉医療費公費負担事業に係る受給者証の更新について（通知）
　県内の各市町を実施主体とする福祉医療費公費負担事業の推進については、日ごろから御協力をいただき、厚くお
礼申し上げます。
　平成26年８月１日から、別紙のとおり福祉医療費公費負担事業に係る受給者証が更新されます。
　ついては、貴会会員への周知について、御配慮くださいますようお願いします。

担　当　企画管理グループ　　　　　��　
電　話　（082）513-3212（ダイヤルイン）　

（担当者　山田）　　　　　　　　　
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別　紙

福祉医療費公費負担事業に係る受給者証の更新について（お願い）

広 島 県 健 康 福 祉 局 　
（ 医 療 保 険 課 ） 　

　県内の各市町を実施主体とする福祉医療費公費負担事業の推進につきましては、日ごろから御協力をいただき、

厚くお礼申し上げます。

　さて、平成26年度の福祉医療費公費負担事業に係る受給者証の更新について、次のとおりとしますので留意して

ください。

１　重度心身障害者医療費（91�重度）、ひとり親家庭等医療費（92�ひとり親）の受給者証について

　�　平成25年８月１日から、県内一斉に重度心身障害者医療費及びひとり親家庭等医療費の受給者証が更新され、

次の地色の受給者証に変わります。従って、従来の受給者証は７月31日で無効となりますので、８月１日からの

診療にあたっては、必ず新しい受給者証によってください。

　�　現在受給者証を持っている方でも、８月１日からは医療費助成制度の対象とならない場合や受給者番号が変更

となる場合がありますので、診療の際には受給者証の確認をお願いします。

項　　　　　目 新しい受給者証の地色

重度心身障害者医療費受給者証 オレンジ色

ひとり親家庭等医療費受給者証 青　　　色

２　乳幼児医療費（90�乳幼児）受給者証について

　�　乳幼児医療費助成制度については、原則「うすい紫色」とします。市町によっては受給者証の色分けが異なる

場合もありますが、これまで同様、受給者番号で区別してください。

　【参考】� 県費対象者（０～６歳児）�…頭番号「２」、「４」～「９」

� 市町単独事業対象者� …頭番号「３」　

３　その他

　�　被保険者が福祉医療費受給者証をお持ちの場合でも、高額療養費制度の該当の場合には、「限度額適用認定証」

を提示をお願いするなど、お持ちになっている全ての証を医療機関等の窓口で提示するよう周知してください。
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平成26年６月24日
日薬情発第21号

都道府県薬剤師会　御中
日本薬剤師会
広報担当副会長　生出　泉太郎

「お薬手帳携帯促進ポスター」のホームページ掲載について（ご案内）
　平素より本会会務にご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて本会では、今年度広報活動の一環としまして、印刷して薬局店頭等に掲示するための「お薬手帳携帯促進ポ
スター」データを本会会員向けホームページにて公開しました。
　ホームページでは定型ポスターの他、その薬局等で撮影された写真を利用して独自のポスターを制作する手順等
も紹介しておりますので、ご活用頂ければ幸いです。
　つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。

ホームページURL：
http://nichiyaku.info/member/minfo14/okusuri_techo.html

※会員向けホームページのため、ID/パスワードが必要です。
※薬剤師向けホームページの更新情報からもリンクしております。
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国会レポート
「アベノミクス第三の矢と医療制度」

	 参議院議員
薬学博士　　藤井もとゆき

薬剤師連盟のページ

　安倍総理大臣はゴールデンウィークを利用して、ドイツをはじめ欧州各国を訪問しました。５月６日の経済協力開
発機構（OECD）における講演において、アベノミクスについて触れ、その中で、混合診療の拡大や国家戦略特区
等について強い意欲を示したと伝えられています。昨年６月に閣議決定された日本再興戦略を具体化し、新たな成長
戦略に含める方向で、医療に関係するさまざまな施策が、さまざまな政府の会議で議論されています。会議毎に、検
討状況を整理してみました。

（産業競争力会議の動き）
　本年１月24日に閣議決定された「産業競争力の強化に関する実行計画」においては、重点施策の内容、その実施時
期と担当大臣が示されています。戦略市場創造プラン関連の中の「健康寿命の延伸」の項目には「外国医師による外
国人向け医療の充実」、「医療法人制度に関する規制の見直し」、「医療用医薬品から一般用医薬品への移行（スイッチ
OTC：検査薬を含む）の促進」、「先進的な医療へのアクセス向上（評価療養）」等が明記されています。
　また、「適法性確認のための仕組みの創設」の項では、薬局等の店頭において自己採血による簡易な検査を実施で
きるようにすべく、平成25年度中にガイドラインを作成するとされており、具体的な手続きや留意点を示したガイド
ラインが厚労省から示され、本年４月から実施に移されています。本年度の厚労省予算に計上されている「健康情報
拠点推進事業」の中で活用されることを期待しています。
　更に、４月に開催された経済財政諮問会議との合同会議では、民間議員より医薬分業に伴うコスト構造（技術料の
妥当性・適正性）を検証する必要性が指摘される一方、リフィル処方箋や薬剤師による処方量の変更についての検討
等も指摘しています。

（規制改革会議の動き）
　一方、規制改革会議においても、経済再生への突破口を開くという観点から検討が続けられており、本年３月以降、
「医療用検査薬から一般用検査薬への転用の仕組みの早期構築に関する意見」をまとめ、厚生労働省は平成26年中に
運用を開始すべきであるとされています。更に、評価療養、選定療養の仕組みに加えて「選択療養制度」を新設する
ことも提案されています。いわゆる混合診療の拡大ということですが、医療団体のみならず、保険者団体や患者団体
からも反対の声があがっています。

（国家戦略特区諮問会議の動き）
　更に、国家戦略特区諮問会議においても、成長戦略に資するような措置を検討するとしており、特区の指定及び区
域方針案が公表されています。特区は６箇所指定されており、東京圏、関西圏、福岡市において実施が見込まれる特
定事業として、「病床規制の特例による病床の新設・増床」、「保険外併用療養の拡充」等が示されており、東京圏に
は更に「医学部の新設に関する検討」が含まれています。
　成長戦略は重要ですが、国民皆保険制度が形骸化するようなことにならないよう、注視する必要があります。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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国会レポート
「調剤、薬剤費等に関する経済財政諮問会議の議論」

	 参議院議員
薬学博士　　藤井もとゆき

　サッカーＷ杯ブラジル大会が目前に迫っています。サッカー会場の建設工事の遅れや、各地でのストライキの発生
等、大変心配なニュースが聞こえてきていますが、そこはサッカー王国のブラジルのことですから、大いに盛り上がっ
て開幕戦を迎えるものと期待しています。本文が皆様の目に届く頃にはグループリーグ戦の結果が出ており、日本が
上位２チームに入っていることを、心より願っています。
　さて、来年度予算案の策定方針を定めるいわゆる“骨太の方針”の策定に向けて議論が進められている経済財政諮問
会議において、調剤や薬剤費等についての議論も行われています。具体的には、４月22日の経済財政諮問会議におい
て民間議員の連名による提言文書が提出され、議論が行われています。
　調剤に関しては、次のように指摘されました。
○�調剤費は26％程度が技術料。医薬分業の下での当該技術料の妥当性・適正性について、そのコスト構造と併せて、
精査・検証すべき。

○�その際、診療報酬上の評価において、調剤重視から服薬管理・指導重視へのシフトを具体的に検討すべき。また、
薬剤師の業務と責任の範囲の拡大の下、一定期間内の処方箋の繰り返し利用（リフィル制度）や一定条件下での処
方量の変更等を検討すべき。

　この提言を受けて、臨時議員である田村厚労大臣は、今回の改定では、いわゆる門前薬局の調剤報酬の適正化を行っ
たが、その徹底を図りつつ、調剤報酬等の適正化を進めてまいりたい旨の発言がなされています。また、田村大臣か
らは、医薬分業にしたのは薬価差益対策でもある旨の発言もされています。
　また、薬剤費等に関しては、薬価の毎年調査と予算への反映、後発医薬品の利用率の上昇、医薬品の保険外併用の
機動的活用、長期収載品の価格設定におけるルールの見直し、医薬品の保険適用の要否や自己負担率の調整について
の検討、セルフメディケーションが進むよう、スイッチOTC推進の取り組みの推進とOTC化のルールの明示的な設
定を提言しています。
　特に調剤に関する提言の背景としては、「かかりつけ薬局」機能による重複投薬の防止等のチェック、患者への十
分な説明を通じた有効性・安全性の向上、医薬品使用の適正化が期待されたが、いわゆる門前薬局が依然として多く
存在しているとの文書による指摘がなされていることに留意しなければなりません。
　骨太の方針は６月中・下旬に閣議決定されますが、上記の提案がどのように反映されるのか注目するとともに、医
薬分業が適正に理解されるよう、今後とも努力する所存です。薬剤師会の皆様のご支援をよろしくお願いします。

藤井もとゆきホームページ　http://mfujii.gr.jp/
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公益社団法人  広島県薬剤師会　　
〒730-8601　広島市中区富士見町11番42号
電話（082）246-4317（代）　FAX（082）249-4589
ホームページ　http://www.hiroyaku.or.jp

E-mailアドレス　yakujimu@hiroyaku.or.jp E-mail  QR
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